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○ 大 学 の 概 要

（１） 現況

① 大学名

国立大学法人小樽商科大学

② 所在地

北海道小樽市緑３丁目５番２１号

③ 役員の状況

秋山義昭（学長 （平成１６年４月１日～平成１８年３月３１日））

理事数（非常勤を含む） ３名
監事数（非常勤を含む） ２名

④ 学部等の構成

商学部
商学研究科

⑤ 学生数及び教職員数（平成１７年５月１日現在）
学生数 商学部 合計 ２，５１８人

（うち留学生 ３４人)
（昼間コース） 経済学科 ４８２人

商学科 ５２８人
企業法学科 ３７８人
社会情報学科 ２６０人
商業教員養成課程 ２人
教育課程 ５００人

（夜間主コース） 経済学科 ６６人
商学科 ７８人
企業法学科 ７２人
社会情報学科 ９８人
教育課程 ５４人

商学研究科 合計 １０９人
（うち留学生 １２人)

経営管理専攻（修士課程） １５人
現代商学専攻（修士課程） １７人
アントレプレナーシップ専攻 ７７人

（専門職学位課程）

教員数 １３４人

職員数 ７１人

（２） 大学の基本的な目標等

小樽商科大学は，経済社会の発展と地域社会の活性化に貢献し，延いては文化
・人類の発展に寄与し得る研究と人材の育成を推進することを使命として，実学

， ，重視の伝統と商科系単科大学としての特徴を活かし 一層の個性化を図るために
以下の目標を設定する。

１ 教育の分野
（１）徹底した少人数主義によるきめ細かな教育の実施
（２）実学を重視した教育の実施
（３）広い視野と国際的感覚を育てるための国際交流事業の充実

２ 研究の分野
（１）基礎研究とそれを踏まえた応用的・実学的研究の重視
（２）１学部に広範な専門分野を包摂する単科大学の特性を活かした総合的・

学際的研究の推進

３ 社会貢献の分野
（１）地域社会の活性化に資する産学官連携事業の展開
（２）経済社会の要請に応え得る高度な専門的知識を有する職業人の育成

４ 本学の特徴－「実学」の伝統を受け継いだ教育－
「経済学 「商学 「法学 「情報科学 「言語文化 「人文・自然」とい」， 」， 」， 」， 」，
う幅広い学問分野の講義やゼミが揃っているため，自分の専門分野を深める
と同時に，これらの多彩な分野から科目を選択し，幅広い知識を修得するこ
とができる。また，単に所定の学問分野の知識を頭に入れるだけではなく，
専門ゼミ，基礎ゼミによって，議論する力，文章を書く力，発表する力等の
積極的に発信する力を養い，それぞれの学問分野の知識を組み合わせて実践
的に活用する能力を修得することができる。この専門能力と幅広い知識を使
いこなす能力の双方を修得する学問が「実学」である。

なお，この実学を基礎にして，英語，ドイツ語，フランス語，中国語，ス
ペイン語，ロシア語，朝鮮語の７外国語及び短期留学生プログラムの英語に
よる経済学及び商学の授業科目を開講し，グローバルな時代に対応するため
の実践的なスキルを身に付けさせる，もう一つの伝統を受け継いだ教育を実
施している。

大学院商学研究科は，現代商学専攻（修士課程）及びアントレプレナーシ
ップ専攻（専門職学位課程）の２専攻を設置している。現代商学専攻では，
社会の多様な方面で活躍し得る高度な専門的知識・能力を有する人材の育成
を目的として，特定のテーマについて自らの専門性を高めるために研究を深
めて修士論文に結実させる教育を実施し，アントレプレナーシップ専攻は，
自らの専門性を軸に，マーケティング，組織，戦略，会計等の知識・スキル
を統合し，経営分析能力やビジネスプランニング能力を持つＭＢＡホルダー
を育成し，テーマ研究型と職業人養成型の双方の専攻を持つ研究科である。
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大 学 の 機 構 図

平 成 １７ 年 度

理事（総務担当副学長）

理事（教育担当副学長）

学 長 理事（財務担当・非常勤)

監事（会計担当・非常勤)

監事（業務監査・非常勤)

経営監査室

事 務 局 総務課
企画・評価室
財務課
施設課
学務課
国際企画課
就職課
入試課

商 学 部 経済学科
商学科
企業法学科
社会情報学科
（一般教育）

大学院商学研究科 現代商学専攻（修士課程）
アントレプレナーシップ専攻( )MBA

（ ）専門職学位課程

附属図書館 事務部

言語センター

ビジネス創造センター

保健管理センター

情報処理センター

国際交流センター

教育開発センター

平 成 １６ 年 度

理事（総務担当副学長）

理事（教育担当副学長）

学 長 理事（財務担当・非常勤) 新設*

監事（会計担当・非常勤) 新設*

監事（業務監査・非常勤) 新設*

経営監査室 新設*

事 務 局 総務課
企画・評価室 改組*
財務課 改組*
施設課
学務課 改組*
国際企画課
就職課 新設*
入試課 改組*

商 学 部 経済学科
商学科
企業法学科
社会情報学科
（一般教育）

大学院商学研究科 現代商学専攻（修士課程） 改組
アントレプレナーシップ専攻( ) 新設MBA *

（ ）専門職学位課程

附属図書館 事務部

言語センター

ビジネス創造センター

保健管理センター

情報処理センター

国際交流センター

教育開発センター 新設*
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全 体 的 な 状 況

１．項目別の状況等を踏まえつつ，平成１７年度の業務の実施状況を総括 研究実施体制等の取り組み
( )ビジネス創造センター（ＣＢＣ）の下に「北洋銀行企業再生寄附研究部門」12

○学長のリーダーシップの下，機動的・戦略的な大学運営を目指した取り組み を設置し，北洋銀行より客員教授１名が着任し，企業再生に関する研究に着
手した。

大学院商学研究科博士後期課程設置の取り組み ( )教員の研究活動全般を網羅するための「研究者情報データーベース」を構築13
( ) 北海道経済の活性化に寄与するマネジメント人材の育成を目的とし，現在の した。1

修士課程から，前期２年の課程及び後期３年の課程に区分する博士課程の設置 その他の取り組み
。について，平成１９年４月設置を目指し準備している。 ( )日本経済新聞社との共催で第１回日経ビジネスクリエーション塾を開催した14

小樽商科大学同窓会（緑丘会）との連携の取り組み 「地域と大学の連携」をテーマに，経済界，学界で活躍する本学ＯＢ４名を
( ) 小樽商科大学同窓会（緑丘会）から本学へ総額２４，０００千円の助成が行 パネリストに迎え，約２５０名の参加者を得て行われた。2

われ，教員の海外への長期，短期派遣を行う海外派遣事業，事務職員の短期語 ( )本学の存在をアピールし，知名度を高めるため，地元の酒造会社，農家，広15
学研修を行う事務系職員研修事業，語学・交換留学及び留学生との交流を行う 告会社と連携して商大グッズを開発した。名称を一般公募した結果 「小樽緑，
国際交流事業，教員・学生の教育研究の助成を行う学術振興事業等に助成を行 丘（日本酒 「商大饅頭（酒饅頭 」として商品販売した。）」， ）
っている。

( ) 小樽商科大学同窓会（緑丘会）と共同で 「緑丘企業等セミナー」を開催し，3 ，
約２００企業等から参加費一社３万円合計約６００万円を徴収して，本学の就 ○国民や社会に対する説明責任を重視した社会に開かれた大学運営を目指した取り組
職支援事業に充てた。 み

( ) 小樽商科大学同窓会（緑丘会）の支援を得て，緑丘会「就職活動支援融資」4
を制度化した。融資対象者は卒業後緑丘会会員となる者で，融資限度額は一人 高大連携に関する取り組み
１０万円まで。 ( ) 札幌・旭川においてポスターセッションを中心とした大学説明会（オープン1

( ) 小樽商科大学同窓会（緑丘会）と共同で公務員を目指す学生のために，合格 ユニバーシティ ，大学を開放して進学説明会を行うオープンキャンパス，高5 ）
に必要な最重要科目を主とした有料による 公務員受験対策講座 ２コース ２ 校に出向く出前講義，本学紹介のための高校訪問（進学説明会等）を実施し「 」 （
年次生向１５ヶ月コース及び３年次生向６ヶ月コース）を札幌サテライトに開 た。
講し，本学学生から納入された受講料の一部が本学に還元された。 ア 大学説明会（オープンユニバーシティ）は，札幌で１９５名，旭川では３

( ) 本学担当教員と同窓会との連携のもとに，様々な分野で活躍している１４名 ２名が参加し，オープンキャンパスには，８１７名が参加した。6
の本学卒業生を講師に迎えて 「総合科目Ⅱ（エバーグリーン講座，２単位 」 イ 出前講義は１５高校で行い，高校訪問は北海道・北海道外で４２高校，進， ）
を開講した。平成１７年度は３２６名が履修した。 学説明会は出版社及び高校主催で２４回開催した。

地域の公私立大学等との連携・支援の取り組み ウ １８の高校からの本学への訪問があった。
， 。( ) 北海道東海大学並びに札幌医科大学の２大学との間において，文理融合型連 ( ) 札幌市内の高校で１～３年生４５人に対し ５日間の夏期連続講義を行った7 2

携協力に関する大学間協定を締結した。これは，所属教職員の交流を通じて， ( ) 札幌市内の２つの高校と協力し社会科学に関する入門書として，平成１６年3
相互の知見の理解と産学官連携活動に必要な情報を共有し，２大学が有するシ 度は「わかる経営学」を，平成１７年度には「美しい経済学」及び「守る！
ーズと本学が有するビジネス創造の知見を融合させることを目的とする。 企業法学」の３冊の入門書を発行した。

教員配置の適正化を検討する取り組み ( ) 本学に入学実績のある高校（２００校）に，ＰＲのため大学案内用ＤＶＤ及4
( ) ワーキンググループを設置して，教員組織のありかた，教育の実施体制，支 び３冊の入門書を配付した。8
援体制に関して当面直面する諸課題について検討を行い，成案をまとめた。 ( ) 教育開発センター学部・大学院教育開発部門インターンシップ専門部会にお5

広報戦略策定の取り組み いて，平成１０年度からのインターンシップを自己点検し，報告書原案「本
( ) 広報を一元的に担当する事務組織である広報担当部門は，学生，教職員，一 学のインターンシップと今後のあり方」を作成した。9

般市民，卒業生それぞれを対象として，広報誌，ホームページ等広報全般に対 施設の開放に関する取り組み
するアンケート調査及び集計を行い，広報委員会は，集計結果を調査分析し， ( ) 施設有効利用及び地域社会への貢献の観点から，平成１７年４月から札幌サ6
基本的な広報戦略を策定した。 テライトの講義室等について学外貸出を開始し，併せて，学外利用者の利便

健康科学系施設整備の取り組み 性の向上を図るため，利用状況や設備等の詳細（部屋見取図，備品一覧，Ａ
( )体育館の改築工事において，施設の有効利用を図るため，共同利用できるス Ｖ機器操作マニュアル）をデータ化しホームページ上に公開した。10

ペースとしての多目的室を設計に取り込み，教育，研究，生涯教育，公開講 ( ) 施設有効利用及び地域社会への貢献の観点から，改装後の体育館について，7
座などの有効利用を図った。 学外利用者の利便性の向上を図るため，利用状況をホームページ上に公開し

学生の経済支援への取り組み た。
( )本学学生の経済支援策として，本学のメインバンクである北洋銀行と本学の11

間で，低金利（年， ）の教育ローンに関する協定を締結した。1.875%
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（ ） （ ，地域連携・地域貢献に関する取り組み キ 早期卒業制度 ３年間で卒業 及び大学院 修士課程又は専門職学位課程
( ) 本学と地域との連携・協力関係の発展を目的として開催している「一日教授 ２年間）を組み合わせたシステムとして「学部・大学院（修士課程及び専門8

会」の場において，教室や体育施設の学外貸出について市民への広報を行っ 職学位課程）５年一貫教育プログラム」を作成した。
た。 ク 商学研究科アントレプレナーシップ専攻に，企業等組織からの推薦入試制

( ) 本学教員の社会貢献対応事項について調査するために，各教員の社会貢献対 度を導入し，平成１８年度入試から実施した。組織から５名が推薦され３名9
応事項について情報収集を行い 「小樽商大教員社会連携のための教員ディレ が合格した。，
クトリー」として取り纏め，本学ホームページに掲載し，積極的に外に向け ケ 北海道東海大学並びに札幌医科大学と文理融合型連携協力に関する大学間
て広報する体制を整えた。 協定を締結し，共同研究を開始した。

( )既存の 小樽商科大学・北海道地域連携協議会 のあり方を検討し 北海道 ( ) 「Ⅱ 業務運営の改善，効率化」におけるポイントは以下のとおりである。10 3「 」 ， ，
札幌市，小樽市の３自治体に，新たに札幌商工会議所，小樽商工会議所，北 ア 学長が大学全体の戦略的見地から「予算編成方針」を策定し，その方針に
海道中小企業家同友会を構成員に加え，名称を「小樽商科大学地域連携協議 基づき予算編成するとともに，大学総予算における全ての事業経費は，各事

。会」に変更した。平成１８年２月に「第３回小樽商科大学地域連携協議会」 業部門からの要求を予算編成方針により査定・配分する方法により実施した
を開催し，連携事業として「小樽商科大学地域貢献セミナー」を 「大学の地 イ 学長裁量経費(学長裁量経費，学長政策経費)については，学長が補正予算，
域貢献活動－大学も地元を元気にする」というテーマのもとに開催した。 財源として位置付け 「年度計画を達成するための緊急に実施すべき取り組，

( )「街の振興と活性化」をテーマとして 「一日教授会」を開催した。市民，市 み 「大学の活性化に大きく貢献するための組織的かつ特色ある取り組み ，11 ， 」， 」
内経済界，市関係者，学生，教職員等約１７０名が参加し，市長，小樽商工 「施設等の補修で，緊急に実施すべき取り組み」に重点的に配分する「補正
会議所副会頭，本学卒業生により，それぞれの立場から大学に対する提言を 予算編成方針」を策定した。
してもらい 「小樽の活性化のために大学が何をすべきか」を市民とともに考 ウ 毎年，教育研究評議会において学内の委員会等から活動状況や課題を報告，

17え，意見交換を行った。 させ 学内教育研究組織の見直し 改革に必要な情報を集約している 平成， ， 。
( )平成１７年９月に「第１回地域共同研究センター定期情報交換会 （メンバー 年度は，教育開発センターに研究部門を設置し，助手 名と事務補佐員 名12 1 1」

：小樽商科大学ビジネス創造センター，福島大学地域創造支援センター，滋 を配置した。
賀大学産業共同研究センター及び地域連携センター，特別参加：岩手大学地 エ 学長，理事，事務局長による連絡協議会を毎週開催し，学内の様々な業務
域連携推進センター，札幌医科大学（産学連携センター仮称・準備中 ，北海 や課題について連絡調整を行っている。）
道東海大学地域連携研究センター）を開催した。 オ 広報，就職，ビジネス創造センター（ＣＢＣ）等において外部の有識者を

積極的に登用している。
２．中期計画の全体的な進捗状況，各項目別の状況のポイント，各項目に横断的な事 カ 監査の実施手続に関する指針や，監査結果に対する評価基準を具体的に示
項の実施状況など した「内部監査手順書」を作成し，本学の内部監査方法の充実を図った。

( ) 「Ⅲ 財務内容の改善」におけるポイントは以下のとおりである。4
( ) 中期計画は，全体的には概ね計画どおりに進捗している。 ア 外部資金獲得に関する基本情報の発信のため，企業等と大学における研究1
( ) 「Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上」におけるポイントは以下のとおりであ 協力制度についての解説と各制度の受け入れ実績を掲載した「産学連携マニ2

る。 ュアル」を作成した。
ア 毎年，入試広報・広大連携事業計画を立て，大学説明会，高校訪問，模擬 イ 本学教員の社会貢献対応事項について，各教員から情報収集を行い 「小樽，
講義等を精力的に行った。その他，高校での 日間の連続講義，高校生向け 商大教員社会連携のための教員ディレクトリー」として取り纏め，本学ホー5
の社会科学の入門書（ 冊）を発行するなどユニークな活動も行った。 ムページに掲載し，積極的に外に向けて広報する体制を整えた。3

イ 教育課程では，高校から大学への接続教育を目的とする科目群について見 ウ 知的財産の管理という観点から，知的財産の機関帰属・機関管理を定めた
直しを行い，全学協力をより可能とするために各科目の意義づけや再編を行 「国立大学法人小樽商科大学職務発明等規程」を制定した。
った。 エ 知的財産の取扱いに関する方針を定め，知的財産の創作の促進，研究成果

ウ ＦＤ活動の拠点である教育開発センターに研究部門（教育方法の研究・開 の普及を図り，社会に貢献するために「国立大学法人小樽商科大学知的財産
発）を新設し，助手 名，事務補佐員 名を配置して充実を図った。 ポリシー」を作成し，外部資金の獲得に繋がる体制を整備した。1 1

エ キャリア教育，就職支援について，同窓会（緑丘会）と連携し，エバーグ オ 科学研究費補助金の申請件数増加のために，外部資金獲得ワーキンググル
リーン講座，緑丘企業等セミナー，公務員対策講座等を展開した。 ープで組織的に取り組んだ結果，申請率は ％となり目標の ％を超え45.4 45

オ 商学研究科現代商学専攻の「商学コース」に言語センター教員が担当する た。
英語関連科目を設置し 「国際商学コース」に改組した。同コースでは，英語 ( ) 「Ⅳ 自己点検・評価及び情報提供」におけるポイントは以下のとおりであ， 5
専修免許取得を希望する学生のために社会人特別選抜を導入し， 名の学生 る。1
が入学した。 ア 研究評価については 「研究評価実施要項」を作成し，自己点検・評価の実，

カ 国立大学法人１２大学経済学部・経営学部（本学の他に，福島大学，埼玉 施体制を構築した。評価は，平成１８年度に実施することとした。
大学，横浜国立大学，富山大学，信州大学，滋賀大学，和歌山大学，山口大 イ 教育評価については，平成１８年度に 「教育評価実施要項」を作成し実施，
学，香川大学，長崎大学，大分大学）間における「社会人大学院学生転入学 することとした。
制度」を導入し，社会人学生転入学者選抜要項，検定料・入学料の不徴収制
度を整備した。
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ウ 一般市民，卒業生それぞれを対象として，広報誌，ホームページ等広報全 オ 科学研究費補助金の申請件数増加のために，外部資金獲得ワーキンググル
般に対するアンケート調査及び集計を行い，広報委員会は，集計結果を調査 ープで組織的に取り組んだ結果，申請率は ％となり目標の ％を超え45.4 45
分析し，基本的な広報戦略を策定した。 た。

( ) 「Ⅴ その他の業務運営に関する重要な事項」におけるポイントは以下のと カ 外部資金の獲得状況については，共同研究８件４，０１０千円（ 年度３6 16
おりである。 件 千円 ，受託研究２件７２．３７１千円（ 年度４件 千円 ，委800 16 39,697） ）

ア 緊急度の高い危機事象の教職員用マニュアルとして，災害マニュアル（火 託事業４件９，７７５千円（ 年度１件 千円 ，寄附金５６件４２，０16 3,150 ）
災，爆発，地震・水害・台風等 ，事故マニュアル（毒劇物 ，疾病マニュア ９１千円( 年度 件 千円）となった。） ） 16 32 31,761
ル（食中毒・感染症 ，事件マニュアル（不審者侵入 ，事故・事件マニュア ( ) 自己点検・評価項目の見直しと積極的な取り組み） ） 4
ル（国際交流・海外派遣等）を整備した。 ア 大学評価実施規程を改正して評価項目を見直し選定した。

イ 教職員・学生に対して防火訓練（救急救命訓練を含む）を実施した。 イ 研究評価実施要項を作成し，平成１８年度前期に研究評価を実施する。
， 。ウ 学生に対しては，学生生活支援セミナー（交通安全・交通マナー，悪徳商 ウ 教育評価実施要項を平成１８年度中に作成し 後期に教育評価を実施する

法撃退等，救急救命教室）を実施した。
オ 施設有効利用及び地域社会への貢献の観点から，平成１７年４月から札幌

サテライトの学外貸出を開始し，利用状況や設備等の詳細（部屋見取図，備
品一覧，ＡＶ機器操作マニュアル）をホームページ上に公開した。

○従前の業務実績の評価結果についての対応状況

( ) 執行部（学長，理事，事務局長）において，必要に応じ学長補佐を配置する1
ことが，学長が行う企画・立案，執行を補佐する体制として十分かどうか分
析した結果，本学は小規模大学であり，両理事（副学長兼務 ，事務局長が学）
内の各種主要な委員会の委員長又は構成員となって効率的な学内運営を行っ
ていることから，必要とする課題に応じて適切な教員を学長補佐に任じ，学
長補佐の下に課題別検討組織を設ける現行の方法で特に問題はないとの結論
を得た。

ア 財政面を点検・調査するため「財政問題担当学長補佐」として教授２名，
助教授１名を任命した。点検・調査の結果 「財政問題に関する報告書」をと，
りまとめて学長に提言した。

イ ペーパレス化等現行業務の実態を見直し，一層の合理化，効率化を図るた
め「業務改善担当学長補佐」として教授１名を任命した。検討の結果，平成
１８年度から教授会資料の一部を紙媒体から電子媒体により実施した。なお
検討を継続している。

( ) 「第１期中期計画期間中における財政計画」を策定した。計画の内容は，今2
後の厳しい収入予算を現実的に見込んだ上で，支出予算の事項別にどのよう
に推移させるかを整理したものであり，平成１７年１２月の閣議決定で要請
されている人件費削減方法についても盛り込んだ。

( ) 外部資金の導入について，更に次のように積極的な取組を行った。3
ア 外部資金獲得に関する基本情報の発信のため，企業等と大学における研究

協力制度についての解説と各制度の受け入れ実績を掲載した「産学連携マニ
ュアル」を作成し，ホームページに掲載した。

イ 本学教員の社会貢献対応事項について，各教員から情報収集を行い 「小樽，
商大教員社会連携のための教員ディレクトリー」として取り纏め，本学ホー
ムページに掲載し，積極的に外に向けて広報する体制を整えた。

ウ 知的財産の管理という観点から，知的財産の機関帰属・機関管理を定めた
「国立大学法人小樽商科大学職務発明等規程」を制定した。

エ 知的財産の取扱いに関する方針を定め，もって知的財産の創作の促進，研
究成果の普及を図り，社会に貢献することを目的とする「国立大学法人小樽
商科大学知的財産ポリシー」を作成し，ホームページ上で公開し，外部資金
の獲得に繋がる体制を整備した。



- -6

国立大学法人小樽商科大学

項 目 別 の 状 況

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（１）教育の成果に関する目標

①学士課程中
深い専門的知識を身につけ，同時に広い視野を持ち，己の歴史観を養い，豊かな教養と倫理観に基づく識見と行動力を培い，現代期

社会の複合的，国際的な問題の解決に貢献し，社会の各分野において指導的役割を果たすことのできる品格ある人材の育成を図る。目
②大学院課程標

従来の研究者養成の基礎としての役割にとどまらず，現代社会の諸分野において貢献しうる高度な専門的職業人の育成を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 備考

【１】 【１－１】 基礎科目（知の基礎系）の見直しを行い，高校から大学への接続を目的とす
① 「知の基礎」系科目の内容に る科目群として再確認し，授業計画も立てやすくするため以下のように科目のⅠ 大学の教育研究等の質の向上

ついて成案を得，学則改正を行 再編統合を行った。に関する目標を達成するために
う。 ア 昼間コースにおいて，大学で学ぶことの意義をとらえる科目に再編するとるべき措置

ため 「学問原論」と「総合科目Ⅰ」を合わせて「総合科目Ⅰ ，社会科学１ 教育に関する目標を達成する ， 」
の導入を目的とした科目に再編するため「現代社会の諸問題Ⅰ・Ⅱ」を合ための措置
わせて「総合科目Ⅱ ，キャリア・デザインを考えさせることを目的とし(１)教育の成果に関する目標を達 」
た科目として 「総合科目Ⅱ（エバーグリーン講座 」を「総合科目Ⅲ」と成するための措置 ， ）

① 学士課程 した。
ア．教養教育の成果に関する具 イ 夜間主コースにおいて，昼間コースと同様に「学問原論」と「総合科目
体的目標の設定 Ⅰ」を合わせて「総合科目Ⅰ 「現代社会の諸問題」を「総合科目Ⅱ」と」，
課題を発見し自ら思考・行 した。

動することのできる能力，他 ウ 昼間・夜間主コースの教員免許状取得希望者のために，教職共通科目に
者との会話能力，異文化を理 ３・４年次配当の「情報機器概論」を設置した。
解する能力等を育成する。

【１－２】 新入生オリエンテーションにおいて，教養教育の重要性及び教育課程全般に
② シラバス・オリエンテーショ わたる説明を行った。

ン等を通じて，学生に教養教育 また，平成１７年度のシラバスの見直しを行い，授業目標のより一層の明確
の重要性を認識させ 基礎科目 化，単位制・科目の構成について具体的な記述を加えた。なお，オフィスアワ， ，
外国語科目等について幅広い履 ーの記載の徹底等記載内容の充実を図り，シラバスに掲載した。
修を促す。 知の基礎系科目の見直しを行い，総合科目Ⅰ・Ⅱの科目の運用については教

育開発センターがテーマ，担当者について担当した。
新入生を対象に，シカゴ大学教授ノーマ・フィールド氏を招いて「冒険の質

－４年間いかに過ごしてきたか－」をテーマとして，講演会を開催した。

【１－３】 平成１７年度外国人留学生の受入は７７名である。
③ 交換留学，外国人留学生の受 交換留学における受入学生は２４名，派遣学生は２３名である。

入等を通じた国際交流を促進す 語学留学における派遣学生は１２名である。
る。 北海道経済連合会主催の「道内留学生との視察，意見交換会」を９月に実施

し，市内の４小学校において「総合的な学習の時間」と連携し，留学生との交
流を実施した。

平成１７年８月に秋田大学の留学生（３１名）が本学を訪問し，本学留学生
との交流会を開催した。
また，平成１７年７月にＪＩＣＡ研修に留学生（１５名）を受入れた。
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【２】 【２－１】 『Ⅰ，１ （２ 「教育内容等に関する目標を達成するための措置」①イ及び， ）
イ．卒業後の進路等に関する具 ① 教育課程及び教育方法に関す ①ウの「計画の進捗状況等 【１８】から【３７】参照』」
体的目標の設定 る年度計画の実施を通じて人材

ａ．経済，行政，教育，文化等 育成のための環境の充実に努め
社会の各分野の発展に貢献で る。
きる人材を育成する。

【２－２】 平成１７年１２月に本学の教員，本学を卒業し教職に就いた卒業生，在学生
② 本学出身の中学・高校教諭の研 で教職を目指す学生による研究会「教職研究会」を本学で開催した。全体では
究会（教職研究会）に，教員を目 当日参加も含めると約５０名が参加し，教育現場の勤務実態，教員の採用状況
指す現役学生を参加させる。 に関しての意見交換が行われた。

【２－３】 平成１７年度外国人留学生の受入は７７名である。
③ 交換留学，外国人留学生の受 交換留学における受入学生は２４名，派遣学生は２３名である。

入等を通じた教育の国際交流を 語学留学における派遣学生は１２名である。
実施する。 北海道経済連合会主催の「道内留学生との視察，意見交換会」を９月に実施

し，市内の４小学校において「総合的な学習の時間」と連携し，留学生との交
流を実施した。

平成１７年８月に秋田大学の留学生（３１名）が本学を訪問し，本学留学生
との交流会を開催した。
また，平成１７年７月にＪＩＣＡ研修に留学生（１５名）を受入れた。

【２－４】 就職を希望する学生に対して，キャリアガイダンス，公務員受験対策講座等
④ 就職課を中心として，学生に の就職支援を強化した。

対する就職支援を強化する。 『Ⅰ，１ （４ 「学生への支援に関する目標を達成するための措置」①カ及， ）
びキの「計画の進捗状況等 （ ７８ 【７９】参照』」【 】，

【３】 【３－１】 学生の正課外活動を支援するための「小樽商科大学グリーンヒル・プロジェ
ｂ．北海道における経済社会の 平成１６年度の課外活動の支援 クト の要項を作成し 学生に公募した結果 グリーンヒルネットワーク 商」 ， ，「 （

活性化及び発展に貢献できる 方策の検討を踏まえ，地域社会に 大の学生，卒業生，教員等のネットワークを構築することを目的 」のプロジ）
人材を育成する。 おける学生の正課外活動を積極的 ェクトに支援を行った （ 附属資料編」Ｐ６９参照）。「

に支援する方策の実施を図る。

【４】 【４－１】 早期卒業制度（３年間で卒業）及び大学院（修士課程又は専門職学位課程，
ｃ．大学院において専門的な研 シラバス，ホームページ等で制 ２年間）を組み合わせたシステムとして「学部・大学院（修士課程及び専門職
究を目指す人材を育成する。 度の周知を図る。 学位課程）５年一貫教育プログラム」を作成し，本学大学院の両専攻に進学す

ることを可能とし，平成１７年度シラバス及びホームページに掲載した （ 附。「
属資料編」Ｐ６９参照）

学部・大学院（修士課程及び専門職学位課程）５年一貫教育プログラムに係
る入試制度を整備すると共に，入学料及び検定料についても徴収しない制度を
整備した。

【５】 【５－１】
ウ．教育の成果・効果の検証に （平成１８年度から実施のため，
関する具体的方策 平成１７年度は年度計画なし）

ａ．教育の成果に関する自己点
検評価及び外部評価を実施す
る。

【６】 【６－１】
ｂ．卒業生，地域及び卒業生の （平成１８年度から実施のため，

就職先等から評価を得るシス 平成１７年度は年度計画なし）
テムを作る。
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【７】 【７－１】 【大学院商学研究科専門職学位課程アントレプレナーシップ専攻】
， ， ，② 大学院課程 【大学院商学研究科専門職学位課 平成１７年４月に１年生が３９名入学し １ ２年生あわせて７７名が在籍

， ，ア．修了後の進路等に関する具 程アントレプレナーシップ専攻】 アントレプレナーシップ専攻ホームページやシラバス等に 新規事業を創造し
体的目標の設定 新規事業を創造し，既存事業の 既存事業の革新を行い，組織改革を実行しうる人材を育成するという，教育目

ａ．新規事業を創造し，既存企 革新を行い，組織改革を実行しう 的をシラバス等で周知し，実施している。
業の変革を担いうる人材を育 る人材を育成する。
成する。

【８】 【８－１】 【大学院商学研究科専門職学位課程アントレプレナーシップ専攻】
ｂ．専門的知識に基づき，地域 【大学院商学研究科専門職学位課 平成１７年４月現在，１，２年次生あわせて６名の自治体職員が在籍し，組

経済振興政策を担う自治体職 程アントレプレナーシップ専攻】 織変革のできる自治体職員を育成するという，教育目的をシラバス等で周知し
員等を育成する。 組織変革のできる自治体職員を 実施している。

育成する。

【９】 【９－１】 【大学院商学研究科修士課程現代商学専攻】
ｃ．他大学大学院博士課程へ進 【大学院商学研究科修士課程現代 「経済学コース 「国際商学コース 「企業法学コース 「応用社会情報コ」， 」， 」，
学できる人材を育成する。 商学専攻】 ース」において，学生の履修計画に資する「履修モデル」を設定した。平成１

， （ ） 。各コースの履修モデルを学生に ７年度８名修了し その内１名が博士後期課程に進学 京都大学大学院 した
示し，統計学や学術英語に関する
科目について，履修するよう指導
を行い，研究者として必要な素養
を身につけさせる。

【１０】 【１０－１】 【大学院商学研究科修士課程現代商学専攻】
ｄ．地域文化の担い手となる人 【大学院商学研究科修士課程現代 平成１７年度国際商学コースに現職教員（社会人）が１名入学し，夜間の講
材を育成する。 商学専攻】 義時間帯である６，７講目に英語関連科目を配置し，札幌サテライトで授業が

英語専修免許の課程認定によ 受けられるよう配慮した。
り，英語関連科目の昼夜開講を実

， 。施し 現職教員の受け入れを図る

【１１】 【１１－１】 【大学院商学研究科専門職学位課程アントレプレナーシップ専攻】
イ．教育の成果・効果の検証に 【大学院商学研究科専門職学位課 ① 基本科目６科目（経営戦略，組織と人的資源管理，コーポレート・ファイ

， ， ， ）関する具体的方策 程アントレプレナーシップ専攻】 ナンス 企業会計の基礎 調査研究とデータ解析の技法 情報の処理と活用
ａ．教育の成果に関する自己点 ① 授業改善のアンケートを実施 について，問題点を把握するためのアンケートを実施し，改善の成果を問う

検評価及び外部評価を実施す し，成績評価と合わせて自己点検 アンケートは，１２月と１月に実施した。ビジネス・スクール間の相互評価
る。 評価を行い，外部評価を検討す は今後検討することとなった。

る。 ② ＦＤ研修会を９月に実施し，前期授業評価アンケートの集計及び分析を行
。 ， ， 「 （ ）」アントレプレナーシップ専攻 った なお 分析による成果は ＦＤ活動報告書 ヘルメスの翼に 第３集

は全ての科目が半期で修了する に掲載した。
ため，各期の前半で問題点を把
握するためのアンケートを実施
し，それに基づいて改善を行い，
後半に改善の成果を問うアンケート
を実施する。

② 授業改善の成果を次の半期に引
き継ぐためのシステムを作成し，
教育の成果を継承する。

【１２】 【１２－１】
ｂ．修了生，地域及び修了生の （平成１８年度から実施のため，

就職先等から評価を得るシス 平成１７年度は年度計画なし）
テムを作る。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（２）教育内容等に関する目標

①学士課程中
ア．アドミッション・ポリシーに関する基本方針期

ａ．社会科学や人文科学等を学ぶために必要な基本的知識を身につけ，自己の能力や適性を高める意欲を持った学生を受け入れる。目
． ， ， ， 。標 ｂ 異なった文化 異なった人生経験をもった人々との交流が教育に果たす役割を重視し 社会人 留学生等を積極的に受け入れる

イ．教育課程に関する基本方針
実践的・国際的商学教育の理念に基づき，教育課程を実現するために，以下のことに努める。

ａ．教養教育及び専門教育のための４年間一貫したカリキュラムの確立
ｂ．少人数教育を重視した教育課程の充実
ｃ．専門４学科と人文・社会・自然・言語の各分野の教育を有機的に関連させた商科系単科大学にふさわしい教育課程の確立
ｄ．働きながら学ぶ人々のための，夜間主コースの教育課程の改革
ｅ．大学院との連携の促進
ｆ．実学を重視した教育課程の充実

ウ．教育方法に関する基本方針
ａ．教育課程や個々の授業の特性に合致した授業形態，学習指導方法を研究し，実施する。
ｂ．学生の学力や資質に見合った授業形態や教授法を採用することによって講義の充実を図る。

エ．成績評価等に関する基本方針
ａ．学生の卒業時の質の確保を図るため，成績評価基準の明示と厳格な運用を行い，有効性のある成績評価を実施する。

②大学院課程
ア．アドミッション・ポリシーに関する基本方針
ａ．豊かな教養と倫理観を備えた高度専門職業人としてのビジネスリーダーを目指す者
ｂ．専門的知識に基づき，地域の国際化や文化振興の実践を目指す者
ｃ．社会科学諸分野の研究を深め，学術の発展に貢献する者を広く受け入れる。

イ．教育課程に関する基本方針
実践的・国際的商学教育の理念に基づき， を授与できる高度専門職業人教育のための教育課程を整備するとともに，研究型MBA

大学院の教育課程の充実を図る。
ウ．教育方法に関する基本方針

ａ．高度専門職業人教育においては，社会人の履修に配慮し， にふさわしい実践的な教育方法を開発する。MBA
ｂ．研究型大学院においては，言語センターや一般教育系を含めた本学の多様な教育資源を活用した教育方法を開発する。

エ．成績評価等に関する基本方針
大学院学生の修了時の質の確保を図るため，成績評価基準の明示と厳格な運用を行い，有効性のある成績評価を実施する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 備考

【１３】 【１３－１】 入学試験委員会入試広報・高大連携専門部会を４月に開催し，平成１６年度
( 平成１６年度入試広報・高大連 検討結果に基づき平成１７年度事業計画を策定した。これに従って，札幌・旭２)教育内容等に関する目標を達

携に関する検討結果に基づき，平 川においてポスターセッションを中心とした大学説明会（オープンユニバーシ成するための措置
① 学士課程 成１７年度の入試広報・高大連携 ティ ，大学を開放して行う進学説明会であるオープンキャンパス，高校に出）
ア．アドミッション・ポリシー の事業計画を策定し，実施する。 向く出前講義，本学紹介のための高校訪問（進学説明会等）を実施した。

（ ） ， ， ，に応じた入学者選抜を実現す 大学説明会 オープンユニバーシティ に 札幌では１９５名 旭川３２名
るための具体的方策 が参加し，オープンキャンパスには，８１７名が参加した。また，出前講義は

ａ．高校教員との恒常的な情報 １５高校で行い，高校訪問は北海道・北海道外で４２高校，進学説明会は出版
交換，大学の授業の高校生へ 社及び高校主催で２４回開催し，本学へは１８高校からの訪問があった。
の開放及び大学説明会の開催 また，札幌市内の高校で１～３年生４５人に対し，５日間の夏期連続講義を
等を通じた高大連携を積極的 行い，２高校と協力し社会科学に関する入門書として，平成１６年度には「わ
に推進し，アドミッション・ かる経営学 ，平成１７年度には「美しい経済学 「守る！企業法学」の３冊」 」，
ポリシーを周知するとともに を発行した。
高校側との意思疎通を図る。 なお，本学に入学実績のある高校（２００校）に大学案内用ＤＶＤ及び３冊

の入門書を配布し，ＰＲを行った。
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【１４】 【１４－１】 入学試験委員会入試広報・高大連携専門部会において，平成１６年度の検討
ｂ．高大連携の企画・実施のた 平成１６年度の入試広報・高大 結果に基づき平成１７年度事業計画を策定し実施した （ １３】に記載のとお。【
めの体制を充実する。 連携に関する検討結果に基づき， り）

， ，平成１７年度事業計画を策定し， 入学試験委員会入試広報・高大連携専門部会で 平成１６年度の検討結果を
実施する。 最終報告書「入試広報・高大連携専門部会活動報告書」としてまとめた （ 附。「

属資料編」Ｐ７０～８５参照）
受験産業から講師を招聘し，入試担当教職員を対象に，入試セミナー「少子

」 。（「 」 ）化時代における学生募集戦略 を実施した 附属資料編 Ｐ８６～８８参照

【１５】 【１５－１】 平成１６年度の「入学者選抜方法研究報告書 （平成１７年度発行）におい」
ｃ．入学者選抜方法の研究のた 平成１６年度の入学者選抜方法 ては，これまでの内容を見直し，本学における入学試験の変遷，一般選抜受験

めの専門的な組織を充実さ 研究の総括の検討結果に基づき， 者の併願大学状況等を追加し，過去５年間（平成１２年度から平成１６年度）
せ，入学者選抜方法の点検評 平成１７年度入試の選抜結果の分 の入試データ及び平成１４年度入学者の３年間の成績調査を行った。
価及び改善の取り組みを促進 析及び成績調査を実施する。 平成１７年度入試の選抜結果については，データを分析し，平成１５年度入
する。 学者の３年間の成績調査と併せて，平成１８年度に報告することとした。

【１６】 【１６－１】 ① 入学試験委員会入試広報・高大連携専門部会で，平成１７年度の実施事業
ｄ．社会人，留学生に対するア ① 平成１６年度の入試広報のあ として，留学生については，国内の日本語学校約２００校に大学案内及び私

ドミッション・ポリシーの周 り方の検討結果に基づき，社会 費外国人留学生募集要項を送付し，ＰＲを行い，入試に関する事項について
。 ， （ ）知，入試情報の提供及び日本 人及び留学生に対する入試広報 中国語のサイトを作成した また 外国人学生のための進学説明会 横浜市

における就職支援等を積極的 活動を実施する。 に参加し，留学生の受け入れ体制等について説明した。社会人については，
に展開し，受験生の増加に努 ホームページにおいて入試に関する情報の充実を図った。
める。

【１６－２】 ② 一般学生と同様に就職支援を行い 「企業訪問 「学内企業セミナー」等， 」，
② 「企業訪問 「学内企業セミ で，外国人留学生の採用依頼に積極的に努め，企業説明会等，積極的に留学」

ナー」等で，外国人留学生の採 生の参加を呼び掛けた。
用依頼に一層努めると共に留学 ③ 札幌商工会議所が主催する「道内企業と中国人留学生との交流会」に，就
生自らの就職活動をより活発化 職内定に繋がるよう，就職を希望する中国人留学生を会員登録させ，ほぼ全
させるための働きかけを強め 員参加した。
る。 平成１７年度は，外国籍学生（大学院生を含む）の卒業年次生が１４名お

③ 札幌商工会議所主催「道内企 り，その中で就職を希望する学生が７名，そのうち６名が就職した。内定率
業と中国人留学生との交流会」 ８５．７％となった。
に就職を希望する中国人留学生
を全員参加させ，就職内定に繋
げる。

【１７】 【１７－１】 受験産業から講師を招聘し，入試委員会委員，入学者選抜方法研究部会員，
ｅ．上記事項を機動的・専門的 入試広報及び入学者選抜に関す 入試広報・高大連携部会委員及び広報関係職員を対象に，入試セミナー「少子

に運営するため，教員・事務 る専門的な事務職員を育成するた 化時代における学生募集戦略」を実施し，入試広報及び入学者選抜方法の改善
職員で構成する専門組織の設 め，予備校等の受験産業の講師を に関する研修を行った （ 附属資料編」Ｐ８６～８８参照）。「
置について検討する。 招聘し，研修を実施する。

【１８】 【１８－１】 効果的かつ計画的な学習をすることに役立てるため，各学科（経済，商学，
イ．教育理念等に応じた教育課 昼間コースにおいては，各学科 企業法，社会情報，専門共通）から示された，コース横断的な合計七つの履修

程を編成するための具体的方 の専門教育を基礎に，関連する科 モデルをシラバスに掲載した （ 附属資料編」Ｐ８９～９２参照）。「
策 目を結合した履修モデルを提示す

ａ．専門科目を１年次から配置 る。
することにより，基礎から応
用に至る学習を可能とし，教
養科目については，１年次か
らの導入・３～４年次での発
展を保証する体系化したカリ
キュラムの編成（いわゆるく
さび型）を一層推進する。
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【１９】 【１９－１】 ① 教務委員会において，受講者が多い科目は同時間割枠，複数クラスで開講
ｂ．少人数による授業科目の充 ① 平成１６年度授業時間割を分 する等の検討を行い，今後，時間割ＷＧを設置して更に検討を行うこととな

実及び少人数による授業法の 析し，適正に配置できる科目数 った。
改善のための検討を進める。 等の検討を行う。 ② 語学（英語）では，基礎・発展・標準の各クラスにわけ，学習到達に応じ

② 本学の時間割編成，授業方法 た授業を行った。
等について検証を行い，演習科 全教員に対して「対話型あるいは双方向授業，情報機器又は視聴覚機器の
目では対話型形式の授業を徹底 使用」等について，シラバスに記載するよう指示し，記載することとした。
し，個々の学習到達に応じた授 ③ 教務委員会において 「知の基礎系ＷＧ」答申に基づき審議を行い，基礎，
業運営をするための工夫につい ゼミナールの開講数を従来より増やして２６とし，全学で協力して実施する
て検討する。 とともに以下のような共通の教育目標を設定し担当教員に周知した。

③ 基礎ゼミナールの教育目的， （１）図書館での各種文献や資料の検索と利用の仕方。
方法論，運営方法について成果 （２）情報処理センターの利用とパソコンやインターネットの活用法。
を得，基礎ゼミナールを運営す （３）文献を読み，また，人の話を聞いて，その内容を理解すること。
る。 （４）論理的にものを考え，人前で明瞭に意見を述べること。

④ 研究指導教員相互の連携を図 （５）教員が指定した書式に従って，正確で分かりやすくレポートやレジュメ
るための全学的な組織の構築に を作成すること。
ついて検討する。 ④ 教育開発センター学部・大学院現代商学専攻教育開発部門のＦＤ専門部会

において，研究指導教員相互の連携を図るための全学的な組織の構築につい
て検討を行った。

【２０】 【２０－１】 基礎科目（知の基礎系）の見直しを行い，高校から大学への接続を目的とす
ｃ．１年次の学生のために，大 「知の基礎」系科目の内容につ る科目群として再確認し，授業計画も立てやすくするため以下のように科目の

学で学問をするための基礎的 いて成案を得，学則改正を行う。 再編統合を行った。
な知的技法を教授する導入科 ア 昼間コースにおいて，大学で学ぶことの意義をとらえる科目に再編する
目の充実を図る。 ため 「学問原論」と「総合科目Ⅰ」を合わせて「総合科目Ⅰ ，社会科学， 」

の導入を目的とした科目に再編するため「現代社会の諸問題Ⅰ・Ⅱ」を合
わせて「総合科目Ⅱ ，キャリア・デザインを考えさせることを目的とし」
た科目として 「総合科目Ⅱ（エバーグリーン講座 」を「総合科目Ⅲ」と， ）
した。

イ 夜間主コースにおいて，昼間コースと同様に「学問原論」と「総合科目
Ⅰ」を合わせて「総合科目Ⅰ 「現代社会の諸問題」を「総合科目Ⅱ」と」，
した。

ウ 昼間・夜間主コースの教員免許状取得希望者のために，教職共通科目に
３・４年次配当の「情報機器概論」を設置した。

， （ ， ，【２１】 【２１－１】 ① 効果的かつ計画的な学習をすることに役立てるため 各学科 経済 商学
ｄ．履修モデル等により，学科 ① 昼間コースにおいては，各学 企業法，社会情報，専門共通）から示された，コース横断的な合計七つの履

の垣根を越えた履修を促進す 科の専門教育を基礎に，関連す 修モデルをシラバスに掲載した （ 附属資料編」Ｐ８９～９２参照）。「
る。 る科目を結合した履修モデルを ② 平成１７年度シラバスの記載事項に 本学の教育目的 学生受入方針 教「 」「 」「

提示する。 育の特徴 「教育課程（カリキュラム）の特徴」を追加した。」
② 平成１７年度当初に配付する

シラバスに本学の教育目的，教
育課程の特徴，教育方法，履修
モデル等を明示し，学生の効果
的な履修計画を支援する。

【２２】 【２２－１】 所属学科を超えて自由に科目選択ができる「総合コース」について，平成１
， ，ｅ．夜間主コースは，学科の区 シラバス，ホームページ等で制 ７年度シラバス及び社会人 高校生等学外者に対してはホームページに掲載し

別のない「総合コース」を検 度の周知を図る。 周知を図った。
討する。
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【２３】 【２３－１】 早期卒業制度（３年間で卒業）及び大学院（修士課程又は専門職学位課程，
ｆ．３年次早期卒業制度を併用 シラバス，ホームページ等で制 ２年間）を組み合わせたシステムとして「学部・大学院（修士課程及び専門職

し，学部と大学院の連携を促 度の周知を図る。 学位課程）５年一貫教育プログラム」を作成し，本学大学院の両専攻に進学す
進するため，５年制学部大学 ることを可能とし，平成１７年度シラバス及びホームページに掲載した （ 附。「
院一貫コースについて検討す 属資料編」Ｐ６９参照）
る。 学部・大学院（修士課程及び専門職学位課程）５年一貫教育プログラムに係

る入試制度を整備すると共に，入学料及び検定料についても徴収しない制度を
整備した。

【２４】 【２４－１】 ① 受入企業については，４１社から４２社に増加し，受講学生は８１名から
ｇ．高度な実践性・国際性を備 ① 本学独自のインターンシップ ９７名に増加した。また，インターンシッププログラムの事後教育 「学生，
えた教育の導入を促進する。 に受講希望する学生の増加に対 と受入企業との意見交換会」には，学生６６名，企業３０名，インターンシ
・インターンシップを履修す 応して，更に受入企業等の開拓 ップ専門部会委員等１１名の総勢１０７名が参加し実施した。
る学生の拡大，企業開拓の促 を図る。 教育開発センター学部・大学院教育開発部門インターンシップ専門部会に
進等 制度の拡充発展を図る ② 本学実施のインターンシップ おいて 平成１０年度からのインターンシップを自己点検し 報告書原案 本， 。 ， ， 「

に加えて 「本学以外の組織等 学のインターンシップと今後のあり方」を作成した。，
が行う研修等（学外研修 」の ② 本学独自のインターンシップ・プログラムに加えて，本学以外の企業等が）
導入を検討する。 行うインターンシップ（学外研修）を本学におけるインターンシップの履修

③ 「就業体験型」のプログラム とみなすこととするため，必要な事項について検討を行い制度化した。
， ， ， ，に加え 「課題実践型」プログ ③ 各受入企業が行った研修プログラムの資料を基に 金融・保険 卸・小売

ラムモデルの開発を検討する。 物流・運輸等のモデルパターン「課題実践型」を作成した （ 附属資料編」。「
Ｐ９３～９５参照）

【２５】 【２５－１】 本学担当教員と同窓会との連携のもとに，様々な分野で活躍している１４名
・エバーグリーン講座等の実 本学同窓会との連携のもとに， の本学卒業生を講師に迎えて 「総合科目Ⅱ（エバーグリーン講座，２単位 」， ）
社会と密接に関連した科目を 平成１７年度の「エバーグリーン を開設した。平成１７年度は３２６名が履修した。
積極的に導入する。 講座（総合科目Ⅱ 」を企画立案）

する。

【２６】 【２６－１】 ① 年次英語において基礎，標準，発展の３レベルに分け，また，ネイティ1
・実践的な語学教育を充実さ ① 英語の授業を基礎クラス，発展 ブ教員担当クラスを必修として設けている。
せるとともに，留学生も参加 クラス，ネイティブクラスに分け ② 短期留学プログラム協力科目を中心に留学生が参加する授業と研究指導が
する授業の拡充に努め，学生 て行う。 あり，また，外国語のクラスに留学生を参加させ， （実習）の単位Practicum
の海外留学，語学研修を積極 ② 留学生が参加する授業について としている。
的に推進し，高度な国際理解 推進を図る。 ③ 海外留学や語学研修での履修を本学外国語の単位として認定するなど積極
力の涵養を図る。 ③ 学生の海外留学，語学研修を積 的に奨励している。平成１７年度に語学研修等海外留学に派遣した学生から

極的に推進し，高度な国際理解力 単位認定の希望があった学生は１８名おり，その内外国語の単位として９名
の涵養を図る。 の学生に認定した。

【２７】 【２７－１】 基礎科目（知の基礎系）の見直しを行い，高校から大学への接続を目的とす
ｈ．教育理念に応じた効果的な 「知の基礎」系科目の内容につ る科目群として再確認し，授業計画も立てやすくするため以下のように科目の

教育課程を編成するために， いて成案を得，学則改正を行う。 再編統合を行った。
必要な範囲で見直しを行う。 ア 昼間コースにおいて，大学で学ぶことの意義をとらえる科目に再編する

ため 「学問原論」と「総合科目Ⅰ」を合わせて「総合科目Ⅰ ，社会科学， 」
の導入を目的とした科目に再編するため「現代社会の諸問題Ⅰ・Ⅱ」を合
わせて「総合科目Ⅱ ，キャリア・デザインを考えさせることを目的とし」
た科目として 「総合科目Ⅱ（エバーグリーン講座 」を「総合科目Ⅲ」と， ）
した。

イ 夜間主コースにおいて，昼間コースと同様に「学問原論」と「総合科目
Ⅰ」を合わせて「総合科目Ⅰ 「現代社会の諸問題」を「総合科目Ⅱ」と」，
した。

ウ 昼間・夜間主コースの教員免許状取得希望者のために，教職共通科目に
３・４年次配当の「情報機器概論」を設置した。
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【２８】 【２８－１】 ① 教務委員会において，受講者が多い科目は同時間割枠，複数クラスで開講
ウ．授業形態，学習指導法等に ① 平成１６年度授業時間割を分 する等の検討を行った。
関する具体的方策 析し，適正に配置できる科目数 ② 語学（英語）では，基礎・標準・発展の各クラスにわけ，学習到達に応じ

ａ．きめ細かな少人数制指導の 等の検討を行う。 た授業を行った。
徹底 ② 本学の時間割編成，授業方法 全教員に対して「対話型あるいは双方向授業，情報機器又は視聴覚機器の
・講義科目において大人数講 等について検証を行い，演習科 使用」等について，シラバスに記載するよう指示し，記載することとした。
義の削減に努め，演習科目で 目では対話型形式の授業を徹底 教務委員会において 「知の基礎系ＷＧ」答申に基づき審議を行い，基礎，
は対話型形式の授業を徹底 し，個々の学習到達に応じた授 ゼミナールの開講数を従来より増やして２６とし，全学で協力して実施する
し，個々の学習到達度に応じ 業運営をするための工夫につい とともに以下のような共通の教育目標を設定し担当教員に周知した。
た授業運営を工夫する。 て検討する。 （１）図書館での各種文献や資料の検索と利用の仕方。

③ 「知の基礎」系科目の内容に （２）情報処理センターの利用とパソコンやインターネットの活用法。
ついて成案を得，学則改正を行 （３）文献を読み，また，人の話を聞いて，その内容を理解すること。
う。 （４）論理的にものを考え，人前で明瞭に意見を述べること。

（５）教員が指定した書式に従って，正確で分かりやすくレポートやレジュメ
を作成すること。

③ 基礎科目（知の基礎系）の見直しを行い，高校から大学への接続を目的と
する科目群として再確認し，授業計画も立てやすくするため以下のように科
目の再編統合を行った。
ア 昼間コースにおいて，大学で学ぶことの意義をとらえる科目に再編する

ため 「学問原論」と「総合科目Ⅰ」を合わせて「総合科目Ⅰ ，社会科学， 」
の導入を目的とした科目に再編するため「現代社会の諸問題Ⅰ・Ⅱ」を合
わせて「総合科目Ⅱ ，キャリア・デザインを考えさせることを目的とし」
た科目として 「総合科目Ⅱ（エバーグリーン講座 」を「総合科目Ⅲ」と， ）
した。

イ 夜間主コースにおいて，昼間コースと同様に「学問原論」と「総合科目
Ⅰ」を合わせて「総合科目Ⅰ 「現代社会の諸問題」を「総合科目Ⅱ」と」，
した。

ウ 昼間・夜間主コースの教員免許状取得希望者のために，教職共通科目に
３・４年次配当の「情報機器概論」を設置した。

【２９】 【２９－１】 ① 教務委員会において 「知の基礎系ＷＧ」答申に基づき審議を行い，基礎，
・基礎ゼミナールの充実を図 ① 基礎ゼミナールの教育目的， ゼミナールの開講数を従来より増やして２６とし，全学で協力して実施する
り，学生自らの主体的活動を 方法論，運営方法について成案 とともに以下のような共通の教育目標を設定し担当教員に周知した。
通じた課題探求能力の育成を を得，基礎ゼミナールを運営す （１）図書館での各種文献や資料の検索と利用の仕方。
目指すとともに，研究指導教 る。 （２）情報処理センターの利用とパソコンやインターネットの活用法。
員相互の連携を図るための全 ② 研究指導教員相互の連携を図 （３）文献を読み，また，人の話を聞いて，その内容を理解すること。
学的な組織を構築する。 るための全学的な組織の構築に （４）論理的にものを考え，人前で明瞭に意見を述べること。

ついて検討する。 （５）教員が指定した書式に従って，正確で分かりやすくレポートやレジュメ
を作成すること。

② 教育開発センター学部・大学院現代商学専攻教育開発部門の 専門部会FD
において，研究指導教員相互の連携を図るための全学的な組織の構築につい
て検討を行った。

【３０】 【３０－１】 ① 教育開発センター学部・大学院現代商学専攻教育開発部門の 専門部会FD
・研究指導（ゼミナール）に ① 研究指導に関する情報提供の において，学生がゼミ所属選択をする場合に必要な情報提供の現状及びゼミ
対し，本学教育の中核として 現状を点検し，問題があれば検 ナール相互における交流の現状について検討を行った。
の位置づけを一層強めるとと 討する。 ② 学生団体であるゼミナール協議会と連携して，ゼミナール紹介本を作成・
もに，研究指導教員相互の連 ② ゼミナール相互の交流状況を 配付し，オリエンテーションの充実を図った。

， 。携を図るための全学的な組織 点検し 問題があれば検討する
を構築する。
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【３１】 【３１－１】 ① 履修指導教員による履修指導の時期及び役割について教務委員会において
・教員による明確なオフィス ① 履修指導の現状を点検し，問 検討の上，見直しを行い，次のとおり履修指導を行うこととなった。
アワーの設定や履修指導教員 題があれば検討する。 ア．１・２年次生後期実施（前期に８単位以上不合格の者を対象 ，。）
制の整備により，学生に対す ② 「履修指導マニュアル」を導 イ．２年次生前期実施（１年次での修得単位が１６単位未満の学生，３年
る履修指導を効果的に推進す 入する。 次に進級できなかった学生を対象 ，。）
る。 ウ．１～４年次生前期（履修登録を行わなかった者 ）。

② 「履修指導マニュアル」の内容等について，教務委員会において検討の上
作成し，後期から導入した （ 附属資料編」Ｐ９６～１０６参照）。「

【３２】 【３２－１】 ① 各学科の基幹科目の一部を４単位から２単位に変更し，平成１７年度入学
・学生の段階的かつ多様な履 ① 平成１６年度に実施した半 生から対象に半期開講を実施した。
修と学業のきめ細かな支援を 期開講の検討結果に基づき，セ ② 前期に履修登録した後期の科目を，学生自身がＷｅｂにより学内のパソコ
可能とするセメスター制の実 メスター制を実施する場合の問 ンを利用して変更できるよう制度を見直した。
施について検討する。 題点を検討する。

② 後期開始科目の履修の変更を
認める方向であり，その履修登
録制度を見直す。

， （ ， ，【３３】 【３３－１】 ① 効果的かつ計画的な学習をすることに役立てるため 各学科 経済 商学
ｂ．教育に関する情報公開とそ ① 昼間コースにおいては，各学 企業法，社会情報，専門共通）から示された，コース横断的な合計七つの履
のフィードバックの推進 科の専門教育を基礎に，関連す 修モデルをシラバスに掲載した （ 附属資料編」Ｐ８９～９２参照）。「
・シラバスに記載する項目の る科目を結合した履修モデルを ② 授業科目のオリエンテーションについては，従来，前期の段階で１回のみ
検討及び内容の精査を行い， 提示する。 の実施をしていたが，平成１７年度より前期及び後期において，授業開始か
学生に対する詳しい授業内容 ② 各授業科目のオリエンテーシ ら最初の１週間をオリエンテーション期間と位置づけ，各授業科目の第１回
の事前周知に努める。 ョンを，実施結果に基づき，必 目の授業時間を利用して前半と後半に各２回を実施した。

「 」，「 」，「 」，要に応じて見直しを行い充実・ シラバスの記載項目に 本学の教育目的 学生受入方針 教育の特徴
整備していく。 「教育課程（カリキュラム）の特徴」を追加した。

【３４】 【３４－１】 学生に対する利便性を考慮し，ホームページへの掲載時期を早めたり，必要
・インターネットを用いたシ ホームページに掲載しているシ なページを見出しからすぐ探したりできるよう改善した。学生以外の外部者に
ラバスの公開など，シラバス ラバスを使いやすさなどで充実す も使いやすくできるように検討した。
の電子情報化を拡充する。 る。

【３５】 【３５－１】 教育開発センター学部・大学院現代商学専攻教育開発部門の 専門部会にFD
・学生の「授業改善のための 授業改善のためのアンケートを おいて，過去３年間の授業改善のためのアンケートのデータを基に分析し，そ
アンケート」や授業担当教員 実施してその結果を分析し，授業 の結果を 活動報告書「ヘルメスの翼（第３集 」に掲載し公表した。また，FD ）
からの要望等を活用し，授業 改善の方策を検討して公表する。 平成１７年度も引き続き授業改善のためのアンケートを実施（ 月及び１月）7
改善に生かす取り組みを進め した。
る。 授業改善の取り組みをテーマとした「授業改善について」と題して， 講FD

演会を実施した。

【３６】 【３６－１】 ① 全授業担当教員に対して講義用機器に関する要望のアンケートを１０月に
ｃ．多様なメディアによる授業 ① 授業担当教員に対し講義用機 実施し，プロジェクターの修理等整備を行った。
科目の提供 器に関するアンケート等を行 ② 言語センターの施設案内のパンフレットを機器更新に伴い更新し，見やす
・基本的な 教育機器を各 い，授業に必要なマルチメディ い形に変え広報活動を行った。AV
教室に設置し，多様なメディ ア関係機器を必要に応じて段階 ③ ４月から，新しくマルチメディア が完成し，活発に利用されている。LL
アを利用した授業を展開す 的に整備する。 また，一般教室にも，マルチメディア機器が使いやすくなるようタッチパネ
る。さらに，本学独自の言語 ② 言語センターの情報提供・広報 ル付きの操作卓を準備した。
センター，情報処理センター 活動を段階的に行う。 ④ 利用者に最新な情報を提供するため，ホームページを精査し，毎日更新を
を存分に活用することによ ③ 講義室のマルチメディア化に 行なっている。
り，より高度な ・コンピ より，高度な授業支援の推進をAV
ュータによる授業支援の拡充 図る。
を図る。 ④ 情報処理センターのホームペ

ージを通じて，学生利用者への
情報提供を行う。
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【３７】 【３７－１】 ① ４月に実施した新入生オリエンテーション及びシラバス，学園生活の手び
ｄ．単位制を実質化するための ① シラバスなどを通じて単位制 きにおいて，単位制及び履修登録上限制の趣旨を周知した。

「 」組織的な取り組み ・履修登録上限制の意義を周知 ② 単位を実質化する講義法である システムを開発する 研究部門e-Learning
単位制・履修登録上限制 するとともに，単位制を実質化 を教育開発センターに設置し，アントレプレナーシップ専攻で展開している

（キャップ制）の意義を教員・ する講義法について検討する。 システムを現代商学専攻及び学部で実施するための開発を進めてe-Learning
学生に周知し，教室外での学 ② 単位制を実質化する講義法と いる。
習を実質化する講義法を開発 して，Ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇシ
する。 ステムの開発を進める。

【３８】 【３８－１】 学生の学習の到達度を明示し，学習を促進するために， 制度の活用及びGPA
エ．適切な成績評価等の実施に 平成１６年度の検討結果に基づ 成績評価基準について検討し，平成１８年度入学生から （５段階評価）をGPA
関する具体的方策 き，成績評価基準の具体的な方法 導入することとした （ 附属資料編」Ｐ１０７参照）。「

ａ．成績評価基準の過度のばら について，検討を行う。
つきを是正するため，成績評
価基準を明示し，厳格に運用
するとともに，基準を用いて
算定された成績評価の情報開
示を進める。

【３９】 【３９－１】 学生の学習の到達度を明示し，学習を促進するために， 制度の活用及びGPA
ｂ．より客観的で厳密な評価を 平成１６年度の検討結果に基づ 成績評価基準について検討し，平成１８年度入学生から （５段階評価）をGPA

与えるため，現４段階である き， 制度の導入のための具体 導入することとした （ 附属資料編」Ｐ１０７参照）GPA 。「
成績評価の細分化を進め， 的事項を検討する。G

制度の導入を図る。PA

【４０】 【４０－１】 【大学院商学研究科専門職学位課程アントレプレナーシップ専攻】
② 大学院課程 【大学院商学研究科専門職学位課 ① 社会人には，小論文・口頭試験を，また一般学生には学力試験・面接試験
ア．アドミッション・ポリシー 程アントレプレナーシップ専攻】 をそれぞれに課すとともに，配点のバランスを考慮した入試を実施した。

に応じた入学者選抜を実現す ① 社会人選抜においては意欲， ② ビジネススクール説明会開催時に，５年一貫教育プログラムの趣旨等を周
るための具体的方策 目的を，一般選抜においては目 知した。

ａ．アドミッション・ポリシー 的，学力を重視した選抜方法を ③ 入学試験委員会で，企業等組織からの推薦入試システムを策定し，平成１
に応じた人材を選抜するため 実施する。 ８年度入試から実施した。組織から推薦される者５名が受験し，３名合格し
の入学者選抜方法について， ② ５年一貫教育プログラムに属 た。
意欲，目的，学力を重視する する学生の本専攻への進学に際 ④ 「留学生学外相談員」制度を学生募集要項に記載し，国際企画課と共同で
など類型化して実施する。 しては，意欲，目的を確認した 情報提供を行うなど，制度の周知を図った （ 附属資料編」Ｐ１０８～１０。「

うえで個別の指導・ガイダンス ９参照）
を行う。 【大学院商学研究科修士課程現代商学専攻】

③ 企業等派遣・企業等推薦と連 ⑤ 平成１７年度入試から，英語専修免許状を取得しようとする社会人のため
動した入学者選抜方法を実施す の特別選抜を実施した。社会人にための特別選抜に２名が受験し，１名合格
るためのワーキング・グループ した。
を中心に，具体的なシステム作 多様な社会人を受け入れるための体制整備について，教育開発センター学
りを進める。 部・大学院現代商学専攻教育開発部門会議のワーキンググループで検討中で

④ 外国人学生の修学支援のため あり，整備次第，新たな選抜方法の枠組みについて検討を開始する。
に設けられた「留学生学外相談
員」制度を外国人志願者に周知
させる。

【大学院商学研究科修士課程現代
商学専攻】
⑤ 多様な社会人を受け入れるた

めの社会人特別選抜の導入を検
討する。
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【４１】 【４１－１】 【大学院商学研究科専門職学位課程アントレプレナーシップ専攻】
ｂ．学力試験においては， ① 等の外部試験 ① 学力試験に， ， 試験の外部試験を導入した。TO TOEFL,TOEIC TOEFL TOEIC

や経済学検定試験等の客 を実施する。 ② 等３機関が実施する日本語能力試験等の成績を出願資格とした。EFL JETRO
観的な外部試験を活用する。 ② 外国人志願者に対する日本語 【大学院商学研究科修士課程現代商学専攻】
また，留学生向けに英語によ 能力試験等の外部試験の導入を ① 学力試験に， ， ，経済学検定試験の外部試験を導入した。TOEFL TOEIC
る出題解答，書類提出を併用 検討する。 ② 入学試験委員会で検討の結果，面接試験で日本語能力が確認できるため，
する。 日本語能力試験等を導入する必要はないとの結論に至った。

【４２】 【４２－１】 【大学院商学研究科専門職学位課程アントレプレナーシップ専攻】
ｃ．入試広報「大学院案内」の 【大学院商学研究科専門職学位課 ① 大学院説明会を学内外で７回実施した。北海道との共催による，教育の必

充実，対象別の大学院説明会 程アントレプレナーシップ専攻】 要性とその内容をわかりやすく説明する赤れんが フォーラムで２回広MBA
の開催，主々の広報媒体の活 ① 大学院入試広報をより効果的 報活動を行った。
用を通じて，アドミッション に行うため，広告，メディアで 受験産業が社会人を対象に企画開催した，東京，大阪及び名古屋での説明
・ポリシーの周知を図る。 の紹介，説明会，産学官共同セ 会に参加しＰＲを行った。

ｄ．企業との連携を密にして， ミナーなど，積極的に広報戦略 同窓会を通じて，道内の卒業生にメールでＰＲを行った。
志願者の確保に努める。 の策定と実施に取り組む。 入学試験委員会で，企業等組織からの推薦入試システムを策定し，平成１

【大学院商学研究科修士課程現代 ８年度入試から実施した。組織から推薦される者５名が受験し，３名合格し
商学専攻】 た。
② ５年一貫教育プログラムの対 【大学院商学研究科修士課程現代商学専攻】

象学生を含め，早い年次の学生 ② ホームページ，ポスターの内容を工夫することで，ＰＲ効果を高めるとと
も大学院入試説明会に参加する もに，大学院入試説明会を５回実施し，参加しやすい体制とした。
ことを促すための方法を検討す
る。

【４３】 【４３－１】 【大学院商学研究科専門職学位課程アントレプレナーシップ専攻】
イ．教育理念等に応じた教育課 【大学院商学研究科専門職学位課 教務委員会のもとにカリキュラム検討ワーキング・グループを発足させ，ア

程を編成するための具体的方 程アントレプレナーシップ専攻】 ンケート等を実施してカリキュラムの見直しのための検討を行った。
策 地域のニーズにも対応したカリ 【大学院商学研究科修士課程現代商学専攻】

ａ．高度専門職業人教育の徹底 キュラムについて 見直しのための ① 平成１７年度より，現代商学専攻「商学コース」に言語センター教員が担,
を図るため，従来の「課題解 検討を行う。 当する英語関連科目を設置し，名称を「国際商学コース」に変更した。
決型総合指導制 を発展させ 【大学院商学研究科修士課程現代 ② 平成１７年度より，６，７講目に英語関連科目を配置し，札幌サテライト」 ，
またビジネス創造センターに 商学専攻】 で授業を展開することにより，現職教員（社会人）の受入に配慮している。
蓄積されたノウハウを活かし ① 商学研究のグローバル化に対 ③ 教育開発センター学部・大学院教育開発部門にＷＧを設置し，教育課程の
た実践的カリキュラムを編成 応した英語を重視した教育課程 見直しについての検討を行っている。
し， を授与できる教育 とするため 「商学コース」を ④ 国立大学法人１２大学経済学部・経営学部（本学の他に，福島大学，埼玉MBA ，
課程を構築する。 「国際商学コース」に名称を変 大学，横浜国立大学，富山大学，信州大学，滋賀大学，和歌山大学，山口大

更する。 学，香川大学，長崎大学，大分大学）間における「社会人大学院学生転入学
ｂ．研究型大学院においては， ② 英語専修免許の課程認定を受 制度」を導入し，社会人学生転入学者選抜要項，検定料・入学料の不徴収制

研究重視のカリキュラムを維 け，昼夜開講を実施して現職教 度を整備した （ 附属資料編」Ｐ１１０～１１１参照）。「
持しながら，地域文化振興を 員を受け入れる体制を整備す
担いうる人材を育成するな る。
ど，地域のニーズに即した生 ③ 生涯教育志向の社会人に配慮
涯教育にも対応するカリキュ し，教育課程の見直しについて
ラムを編成する。 検討を行う。

④ 国立大学法人１２大学間にお
ｃ．上記を実践するために平成 ける「社会人学生転入学制度」

１６年度を目途に専門職大学 の導入を検討する。
院の設置と併せて大学院の改
組拡充・整備を図る。
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【４４】 【４４－１】 【大学院商学研究科専門職学位課程アントレプレナーシップ専攻】
ウ．授業形態，学習指導法等に 【大学院商学研究科専門職学位課 ① システムのバージョンアップを行い，教員に対してはレポートe-Learning
関する具体的方策 程アントレプレナーシップ専攻】 管理に関する機能としてレポートの締切・課題一覧，学生のプライバシー保

ａ．高度専門職業人教育（専門 ① Ｅ－ラーニングシステムを拡 護，成績の入力と公開，教員専用スペース等，学生に対しては，レポートに
職大学院） 充し，予復習支援システムのよ 関する機能としてプライバシーの保護，レポート課題と締切の確認，教員と

社会人の履修に配慮したモ り一層の高度化，ケース教材の の面談等，新機能を付加した。
ジュール型授業形態を採用 充実，データベース整備等を図 ② アントレプレナーシップ専攻にカリキュラム改善ＷＧを設置し，実践科目
し，ｅ－ラーニングにより補 る。 を含めたカリキュラム全体の見直しを開始した。

「 （ ） 」足する。ビジネス・プランや ② 実践科目の教育システムにつ ③ 学部・大学院 修士課程及び専門職学位課程 ５年一貫教育プログラム
インターンシップ等の実践科 いて一層の拡充を図るべく検討 におけるアントレプレナーシップ専攻に進学を希望する学部３年次生からの
目を相当数配置するととも を進める。 相談に応じるため，随時受付し，適切な指導・助言を行うとともに，同専攻
に 通常のクラスにおいても ③ ５年一貫教育プログラムに対 において開講しているビジネスプランもしくはケーススタディの模擬授業を， ，
ケース・メソッドやケース・ 応した準備教育システムを整備 受講させ，授業の雰囲気を体験する原案を作成した。
スタディなど実践的な教育方 する。 ④ シラバスに掲載しているインターンシップの目的と研修プログラムに基づ
法を取り入れる。 ④ 研修プログラムに基づき，イ き，専攻学生の受講希望者２名を協力企業２社へ実習派遣し，研修結果をビ

ンターンシップを実施するとと ジネスプラン及びリサーチワークショップの２科目を通じて課題解決策の練
もに，協力企業の開拓，プログ り上げを行った。派遣先企業の協力もあり，研修プログラムの充実を図るこ
ラム内容の充実に努める。 とができた。

【４５】 【４５－１】 【大学院商学研究科修士課程現代商学専攻】
ｂ．研究型大学院 【大学院商学研究科修士課程現代 正副研究指導教員制を実施した。

， ，専門４学科を基礎とする研 商学専攻】 修士論文指導の組織的取り組み体制及び履修モデルの検討については 現在
究中心の教育方法に加えて， ① 正・副研究指導教員制を継続 教育開発センター学部・大学院教育開発部門で教育課程改善に関する事項を検
言語センター及び一般教育系 し，きめ細かな研究指導を行う 討しておりその結果を踏まえ対応することとした。
教員を含めた，国際化や文化 とともに修士論文指導における
振興に質する人材育成のコー 組織的取り組み体制を検討す
スを設置し，地域の多様なニ る。
ーズに応える。教育上，有益 ② 学生のニーズに沿った履修モ
と認められる場合には，専門 デルのさらなる改善を検討す
職大学院との単位互換を認め る。
る。

【４６】 【４６－１】 【大学院商学研究科専門職学位課程アントレプレナーシップ専攻】
エ．適切な成績評価等の実施に ５段階評価の実績を踏まえ，基 前期と後期の終了後に５段階の成績評価をもとに を計算し，ＦＤ研修GPA
関する具体的方策 礎データの検証を行い， 活用 会において報告した。GPA

ａ．シラバスを充実させ， の検討を行う。 が２．０を目安に成績不振学生に対する履修指導の方針を決定した。FD GPA
による教育方法，内容の標準 【大学院商学研究科修士課程現代商学専攻】
化を進め，評価の公平性，透 教育開発センター学部・大学院現代商学専攻教育開発部門の 専門部会にFD
明性を高めるとともに，現行 おいて，基礎データの検証を行い， 活用の検討を行った。GPA

GPAの４段階評価を改め，
制度の導入を図る。

【４７】 【４７－１】 「学生表彰に関する申合せ」の改正を行い，大学院における成績優秀者の選
ｂ．研究成果又は研究論文優秀 関係委員会等と協議の上，表彰 考基準を追加した。
者に対する表彰又は奨学金給 制度，奨学金給付制度の具体案を 学生委員会において，大学院１年次の学業成績により，大学院の成績優秀者
付制度の具体化を図る。 作成する。 ３名に奨励金を給付する制度案を作成した。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（３）教育の実施体制等に関する目標

①教職員の配置に関する基本方針中
ア．効果的な教育課程の実施に必要な範囲で，教職員組織及び教育支援体制を検討し，整備する。期
． ， ， 。目 イ 必要に応じて大学院学生 研究生等を教育支援者として雇用し 教育サービスの向上及び将来教育者となる人材の育成に努める

②教育環境の整備に関する基本方針標
ア．教育設備の活用・整備

本学の特色ある教育の実現とさらなる発展のため，必要な教育設備について重点的・計画的に整備するとともに，その効果的・
効率的な利用を図る。

イ．教育に必要な図書館の活用・整備
広い領域にまたがる学生の学習に対する援助を確保し不足図書の充実を進め，貴重図書の保存と閲覧の両立を図る。

ウ．情報処理センターの活用・整備
ａ．現在の学内情報ネットワークを維持する。
ｂ．今後の需要が見込まれる音声や画像情報等の快適な送受信に対応できるネットワークの大容量高速化を推進する。
ｃ．安定的な情報の収集・発信を保証し，障害時においても迅速な対応ができ，得られた情報を有機的に活用できる環境の整備を
目指す。

③教育の質の改善のためのシステム等に関する基本方針
ア．学生に対するアンケート調査を行い，教育の質の把握に努め，教育活動にフィードバックするために調査結果を分析する。
イ．教育に関する自己点検評価を行い，学生に対するアンケート調査とともに，評価結果を教育の質の改善につなげる。
ウ．２１世紀における実学の探求を基礎にした教育の改善策として を展開する。FD

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 備考

【４８】 【４８－１】 学長の下に専門委員会（教員配置の適正化 ）を設置し，７回の審議を経WG
( 専門委員会の設置を行い，教員 て検討案を各学科で検討し，答申をまとめ成案を得た （ 附属資料編」Ｐ１５３)教育の実施体制等に関する目 。「

の最適配置を促進するための制度 ～１９参照）標を達成するための措置
① 適切な教職員の配置等に関す （客員教授制度，任期制等 ，教）
る具体的方策 員のジェンダーバランスを改善す
ア．教員の最適配置を促進する るために有効な制度，教員の事務

ための制度（客員教授制度， 負担を軽減するための事務局体制
任期制等 ，教員のジェンダ のあり方等を確立するために調査）
ーバランスを改善するために ・検討し成案を得る。
有効な制度，教員の事務負担
を軽減するための事務局体制
のあり方等を確立するために
専門委員会を設け，平成１７
年度末までに検討を終える。
また，教育能力の適正な評価
の基準及び評価方法について
も実施可能なシステムを検討
する。

【４９】 【４９－１】 専門委員会（教員配置の適正化 ）において，有効な教育支援体制を欠くWG
イ．教育支援者の具体的配置方 専門委員会の設置を行い，教育 学科に学科事務サービスを行う支援体制の導入について検討した。学科事務支

， ， 。策 環境を点検し，有効な教育支援業 援は 事務局が行うこととし 具体的な方法について検討を行うこととなった
ａ．教員が教育活動を行う上で 務の方策を調査研究する。

必要となる支援業務を研究・
調査する委員会を設け，必要
に応じ，事務職員の配置又は
教育支援者の雇用を行い，教
育環境を整備する。
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【５０】 【５０－１】 札幌サテライト運営委員会で検討した結果，サテライト内に新たなスペース
ｂ．高度専門職業人教育での実 客員教員，研究員のためのスペ を確保することは難しいため，会議等で使用しない場合で客員教員等が利用し

践的教育を効果的に行うた ースを札幌サテライト内に確保す たいときは会議室を利用させることで対応することとした。
め，札幌サテライトに教務及 るよう検討を行う。
び研究支援のための人員を複
数人配置する。また産学官と
の，より柔軟な人的ネットワ
ークを形成できるよう，客員
教員，研究員などを幅広く機
動的に配置できるようにす
る。

【５１】 【５１－１】 前年度決定した採用方法「ＴＡの円滑な実施のための当面の対策」を実施し
ｃ．一般院生を可能な限り広く 大学院改革に伴う状況変化を踏 可能な限り学部 に採用した。TA
学部 に採用する。 まえＴＡのあり方を再検討し，具TA

体的方策を講ずる。

【５２】 【５２－１】 ① 機器の更新等必要に応じて講義用機器マニュアルの拡充・整備を行った。
② 教育に必要な設備，図書館， ① 講義用機器マニュアルを拡充 ② 全授業担当教員に対して講義用機器に関する要望のアンケートを１０月に
情報ネットワーク等の活用・整 ・整備する。 実施し，プロジェクターの修理等整備を行った。
備の具体的方策 ② 授業担当教員に対し講義用機
ア．講義用機器マニュアルの拡 器に関するアンケート等を行

充及びそれに対する予算措置 い，授業に必要なマルチメディ
を行い，多彩なメディアによ ア関係機器を必要に応じて段階
る授業活性化を支援する。 的に整備する。

【５３】 【５３－１】 ネットワーク利用状況調査の結果，学生は教員からの課題を受け提出に至る
イ．情報ネットワークや情報サ 平成１６年度に実施したネット 中で，課題を紙に出力しており，ペーパーレス化が改善されていないことが判

ービス機器等を活用した授業 ワーク利用状況調査に基づき，情 明した。情報処理センターにおいては，ペーパーレス化の促進，無駄を省く観
を進めるための方策について 報ネットワークや情報サービス機 点から，紙を有料化することを検討し，プリペイドカードによるプリンタの利
検討する。 器等を活用した授業を実施する際 用を平成１８年４月から試行することとした。

の課題，問題点を検討する。

【５４】 【５４－１】 全授業担当教員に対してゼミ室設備に関する要望のアンケートを１０月に実
ウ．本学教育の中核をなす研究 ゼミ室における物品の調査・点 施し，ブラインドの設置及び修理等整備を行った。

指導（ゼミナール）の内容充 検を実施し，老朽化物品の更新・
実を図るために，ゼミ室にお 整備を必要に応じて行う。
ける設備の点検を行い，拡充
を図る。

【５５】 【５５－１】 ① 図書館においてアスベストの含有材料が使用されている箇所が見つかり，
エ．教育に必要な図書館の活用 ① 貴重古資料を中心とした未入 アスベスト除去工事実施による，平成１７年１０月からの閉館に伴って，貴
・整備に関する具体的方策 力図書１万冊の目録所在情報の 重古資料を別途保管したため，目録所在情報の電子化遡及入力は，約６，４

ａ．期間中に蔵書目録全てにつ 電子化遡及入力を ００冊にとどまった。段階的に行う。
き，検索のための電子化を完 ② 西洋古典の経済学書を中心に ② 貴重資料の電子化作業は，２月に完成し，３月にホームページ上に公開し
了するとともに，貴重図書に 貴重資料約３千頁の電子化を図 た。

段階的ついて，１年度１万ページを り，インターネット上に
目処として電子化を行い，同 公開する。に
時にインターネット配信を行
う。
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【５６】 【５６－１】 ① シラバス掲載図書の充実を図るため，補正予算及び後援会助成事業に係る
ｂ．学生用図書予算を確保し， ① 学生用図書，参考図書の充実 要求書での要求を行った。

学生用図書の充実を図るとと を図るため，予算確保を図ると 本学と同規模の国立大学に対し授業・シラバス等を考慮した選書の在り方
もに，各種予算により，参考 ともに，授業・シラバス等を考 についてアンケート調査を行った。
図書の充実を図る。 慮した選書の在り方について検 ② 図書館備付け雑誌の見直しについて前年度から継続して検討を行い， 月7

討する。 の図書館運営委員会において決定承認された。
② 図書館備付け雑誌の見直しに
ついて検討する。

【５７】 【５７－１】 平成１７年４月から祝日開館の試行及び日曜開館を本実施したが，図書館に
ｃ．日曜祝日・休業期間におけ 地域住民を含めた図書館利用者 おいてアスベストの含有材料が使用されている箇所が見つかり，アスベスト除

る開館時間延長の試行を行 のために，祝日開館の試行を図る 去工事実施に伴い，平成１７年１０月から平成１８年５月まで閉館せざるを得
う。 とともに 日曜開館を本実施する なかった。， 。

【５８】 【５８－１】 ① 新入生オリエンテーションの中で，図書館利用案内を実施した。前期にお
ｄ 新入生を主たる対象として ① 新入生オリエンテーション・ いてライブラリーツアーを１４回及び情報検索講習会を１０回実施した。． ，

図書館利用に関する講習を行 プログラムの一環として，図書 ② 図書館ホームページに 「よくある質問 「館内資料配置図」を追加する， 」，
うとともに 全学生を対象に 館利用案内の実施を検討すると 等，整備･充実を行った。， ，
図書館の概要に関する広報を ともに，全学生を対象としたラ
行う。 イブラリー・ツアーを実施す

る。
② 図書館ホームページの各コン

テンツの整備・充実を継続して
行う。

【５９】 【５９－１】 図書館のアスベスト除去工事実施に伴い，平成１８年度に附属図書館施設の
ｅ．障害者・高齢者等の利用に 高齢者等の図書館利用に配慮 増築・改修計画の基本方針を策定することになり，障害者・高齢者等の利用に
配慮した施設改善を進める。 し，正面玄関階段への手摺りの設 配慮した改善策も検討することとなった。

置，トイレの改修について段階的
に整備する。

【６０】 【６０－１】 ① 伊藤整生誕百年記念講演会・シンポジウムに合わせ，平成１７年６月に２
ｆ．これまで進めてきた地域へ ① 小樽市の施設が開催するイベ 日間にわたり伊藤整の高商時代とチャタレー裁判関係の展示会を行った。
の開放政策を一層促進する。 ントと連携して，貴重図書の展 ② 図書館利用のセキュリティ確保は，書庫入室の際には防犯ベルを携行する

示会を実施する。 ことによりおこなうこととし，入館管理システム及び防犯監視システムの導
② 図書館利用のセキュリティ確 入については，設置場所，機種等の検討を行った。

保のため，入館管理システム及
び防犯監視システムの導入につ
いて検討する。

【６１】 【６１－１】 無線ＬＡＮの利用に関して，平成１８年２月に更新した情報処理センターシ
オ．情報処理センターの活用・ 平成１６年度実施したネットワ ステムの一部で実現可能となり，学内２６カ所にアクセスポイントを設置し，
整備に関する具体的方策 ーク利用状況調査で要望の多かっ 研究棟，講義棟等（１～４号館）より無線ＬＡＮを利用した接続が可能となっ

ａ．情報処理センター内のみな た無線ＬＡＮの利用に関して，セ た。
らず，既存の講義室からもネ キュリティ確保等について検討
ットワークにアクセスが可能 し，講義室での利用形態を検討す
となるよう情報コンセント等 る。
の整備を行う。

【６２】 【６２－１】 平成１７年５月から回線契約内容を変更し，本校と札幌サテライト間を現行
ｂ． を利用しての情報収集 本校と札幌サテライト間の回線 の回線速度２Ｍ を５ に増速した。対外接続を の他に，民間プWeb /bps M/bps SINET

やメール等での情報交換が円 の高速化， 接続形態のほか ロバイダ（北海道通信網（株)回線速度 ）と接続し，２接続箇所（ネSINET 100M/bps
滑に行えるよう，利用状況を に民間プロバイダとの接続形態を ットワーク）の冗長化をはかり，効率のよい回線環境とした。
見ながら，対外回線速度の高 検討する。
速化を図る。
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【６３】 【６３－１】 Ｗｅｂ上に掲載する場合の認証機能について，認証局のライセンスを取得す
ｃ． ラーニングを利用する多 ① 学外からの利用を想定して， ることを検討した。e-
様な学習形態の実現に向けて セキュリティを強化した認証機
ハード及びコンテンツ作成の 能について検討する。
ための環境整備を行う。

【６３－２】 教育開発センター研究部門において，アントレプレナーシップ専攻に導入し
② 単位制を実質化する講義法と ている単位を実質化する講義法のための システムを，現代商学専攻e-Learning

して，Ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇシ へ，さらには学部へ導入するべく検討を開始し，開発のためのサーバーを購入
ステムの開発を進める。 した。

【６４】 【６４－１】 情報セキュリティポリシーの骨組を作成し，さらに，詳細な実施手順につい
ｄ．情報セキュリティ・ポリシ 平成１６年度のネットワーク利 て検討を行った。

ーに基づいた，安全かつ利便 用状況の調査内容を分析し，本学
性の高いネットワーク環境を の実情に則した情報セキュリティ
実現するための監視・保守体 ポリシーを検討し策定する。
制の強化を行う。

【学士課程】【６５】 【６５－１】
③ 教育活動の評価及び評価結果 授業改善のためのアンケートを 平成１７年度前期及び後期に授業改善のためのアンケートを実施した。
を質の改善につなげるための具 実施し，その結果を分析し，授業 教育開発センター学部・大学院現代商学専攻教育開発部門の 専門部会にFD
体的方策 改善の方策を検討して公表する。 おいて，過去３年間のデータを基に分析し，その結果を 活動報告書「ヘルFD
ア 「授業改善のためのアンケ 【大学院商学研究科専門職学位課 メスの翼に（第３集 」に掲載し公表した。． ）
ート」調査を毎年実施し，調 程アントレプレナーシップ専攻】 【大学院商学研究科専門職学位課程アントレプレナーシップ専攻】
査結果を分析して教育活動の ① アンケート調査を実施し，デー ① 各セメスター終了直前に「授業評価アンケート」を実施し，データを蓄積
問題点を把握する。把握した タを蓄積する。 した。
問題点を整理して教育活動の ② データを分析して問題点を把 ② アンケートの集計結果に基づき専攻全体の改善の方向性を示すとともに，
改善策を策定する。 握し，効果的な教育活動につい 各科目ごとの「科目別評価シート」を作成して担当教員に配布した。

て検討する。

【６６】 【６６－１】 【大学院商学研究科専門職学位課程アントレプレナーシップ専攻】
イ．教育活動に関する自己点検 【大学院商学研究科専門職学位課 前期に学生による「授業評価アンケート」を実施するとともに，教員の相互

評価を行い，評価結果を教育 程アントレプレナーシップ専攻】 評価を行う授業参観を実施した。昨年度実施した「授業評価」と「相互評価」
の質の改善のためにフィード 学生による「授業評価法 ，教員 に基づき，教員の自己評価を実施した。」
バックするシステムを検討す 自身による「自己評価法 ，同僚教」
る。 員による「相互評価法」に基づく評

価を実施し，教育評価を行い，改善
に努める。

【６７】 【６７－１】
ウ．教育の質と成果に関する外 （平成１８年度から実施のため，
部評価を実施する。 平成１７年度は年度計画なし）

【学士課程】【６８】 【６８－１】
④ 教材，学習指導法等に関する 授業改善のためのアンケートを 平成１７年度前期及び後期に授業改善のためのアンケートを実施した。
研究開発及び に関する具体 実施し，その結果を分析し，授業 教育開発センター学部・大学院現代商学専攻教育開発部門の 専門部会にFD FD
的方策 改善の方策を検討して公表する。 おいて，過去３年間のデータを基に分析し，その結果を 活動報告書「ヘルFD
ア 「授業改善のためのアンケ 【大学院商学研究科専門職学位課 メスの翼に（第３集 」に掲載し公表した。． ）
ート」調査結果を分析して効 程アントレプレナーシップ専攻】 【大学院商学研究科専門職学位課程アントレプレナーシップ専攻】
果的な教授法を研究する。 ① アンケート調査を実施し，デ ① 各セメスター終了直前に「授業評価アンケート」を実施し，データを蓄積

ータを蓄積する。 した。
② アンケートの質問項目及び結 ② アンケートの質問項目を見直し，自由記述欄に「良かった点 「改善すべ」

果の公表等について再検討す き点」をそれぞれ５項目記入できるようにした。
る。 アンケートの集計結果の公表方法について検討した。
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【学士課程】【６９】 【６９－１】
イ． 研修・講習会や 講演 平成１７年度のＦＤ活動方針を 教育開発センター学部・大学院現代商学専攻教育開発部門の 専門部会にFD FD FD

会などの 活動を通じて， 策定し，ＦＤ研究，ＦＤ研修，Ｆ おいて，以下の内容の平成１７年度の活動方針を策定し実施した。FD
教授法改善に対する教員の意 Ｄ講演会等を実施する。 ア 研究「成績評価と 制度の導入」FD GPA
識の向上を図る。 【大学院商学研究科専門職学位課 イ 講演会の開催「授業改善について」FD

程アントレプレナーシップ専攻】 ウ 授業改善アンケートの実施
教育評価結果に基づいて，各セ エ 教員相互の授業参観の実施

メスター終了後に 研修を実施 オ 新任教員研修会の開催FD
「 」する。 カ ワークショップ 本学における授業改善の取り組みの効果についてFD

キ コラムの作成FD
ク 活動報告書の作成

【大学院商学研究科専門職学位課程アントレプレナーシップ専攻】
前期については，９月にＦＤ研修会を実施した。後期については３月に実施

した。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（４）学生への支援に関する目標

①学生の学習支援に関する基本方針中
学習に関する環境や相談体制を整え，学習支援を効果的に行う。期

②学生の生活支援に関する基本方針目
学生生活に関する環境や相談体制を整え，学生生活支援を効果的に行う。標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 備考

【７０】 【７０－１】 ① 入学時の新入生オリエンテーションのほかに，１０月の後期授業開始時に
( ① 新入生オリエンテーションの おいて，学科説明と履修モデルの説明を中心に少人数のオリエンテーション４)学生への支援に関する目標を

他，入学後一定時期を経てから を実施した。達成するための措置
① 学習相談・助言・支援の組織 の少人数制のオリエンテーショ ② 昼間コースは履修モデルを作成し，開講計画とともにシラバス及びホーム
的対応に関する具体的方策 ンを実施する。 ページに掲載し，オリエンテーションで履修モデルの説明を行った。
ア．大学入学当初に少人数制の ② 昼間コースの履修モデルを，

オリエンテーションを行い， シラバス及びホームページに掲
具体的な履修モデルを策定 載し，オリエンテーションと併
， 。 ， 。し 学生への周知徹底を図る せて 学生への周知徹底を図る

【７１】 【７１－１】 ① 履修指導教員による履修指導の時期及び役割について教務委員会において
イ．履修指導教員（１，２年次 ① 履修指導の現状を点検し，問 検討，見直しを行い，次のとおり履修指導を行った。

生担当）及びゼミ指導教員 題があれば検討する。 ア）１・２年次生後期実施（前期に８単位以上不合格の者を対象 ）。
（３，４年次生担当）が修学 ② 「履修指導マニュアル」を導 イ）２年次生前期実施（１年次での修得単位が１６単位未満の学生，３年次
指導担当員と密接に連携し， 入する。 に進級できなかった学生を対象 ，。）
履修方法等も含め，学生との ウ）１～４年次生前期（履修登録を行わなかった者 ）。
面談を日常的に行うなど修学 ② 「履修指導マニュアル」の内容等について，教務委員会において検討の上
指導体制の充実を図る。 作成し，後期から導入した （ 附属資料編」９６～１０６参照）。「

【７２】 【７２－１】 ① 履修指導教員制度及び履修指導教員の氏名，研究室番号，電話番号をホー
ウ．平成１６年度に履修指導を ① 履修指導関係のホームページ ムページに掲載した。

主としたホームページを立ち を充実する。 ② 学生の質問に対する回答をするためのＱ＆Ａのホームページを，４月に更
上げ，各学科の履修モデルや ② 学生の質問に対する回答をデ 新した。
履修指導教員のオフィスアワ ータとして蓄積し，ホームペー
ー等を掲載して，利用しやす ジのＱ＆Ａを充実する。
い履修相談システムを確立す
る。

【７３】 【７３－１】 １０月に「大学生のためのメンタルヘルス」講演会を開催した折に，相談室
② 生活相談・就職支援等に関す 現在行っている各種相談窓口の に関するアンケート調査を行い，アンケートの内容の分析を行った結果，現在
る具体的方策 内容等を調査分析し，相談体制の の「学生何でも相談室」には学生を待機させるスペースがないため，現在の場
ア．多様な学生に対応できる相 見直し及び相談しやすい環境作り 所から広い場所に移動して学生が相談しやすい環境を整えることとした。

談体制をより一層充実させる について検討する。 就職支援においては，９月から就職課就職支援室とは別に就職相談室を設置
とともに，学生が相談しやす した。
い環境を整える。

【７４】 【７４－１】 学内の教職員３３名の参加を得て開催した「教職員学生指導研究会」におい
イ．学生からのアンケートや学 調査内容から問題点を抽出し， て，平成１６年度学生生活実態調査の報告を受けた後，学生生活支援策につい

生生活実態調査等を実施し， 学生支援の施策について検討す て検討を行い，実態調査で要望の多かった公務員受験対策講座を１０月から札
学生生活支援の改善に向けて る。 幌サテライトで開催することになった。
の施策を講ずる。
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【７５】 【７５－１】 学生生活支援セミナー実施計画に基づき「商大生のための交通安全・交通マ
ウ．学生生活支援のための各主 実施計画に基づき講演会等を段 ナー教室 （約８０名参加 「あなたを狙う悪質商法撃退教室 （約３００名参」 ）， 」

セミナーや講演会を実施す 階的に実施し，開催結果を検証し 加 大学生のためのメンタルヘルス 約２００名参加 救急救命教室 約），「 」（ ），「 」（
る。 て次年度の開催計画立案に反映さ ８０名参加）を開催し，学生の関心も高く，いづれの回も実践的な内容で，多

せる。 数の学生が参加した。

【７６】 【７６－１】 ① 昨年度同様ホームページ及び掲示で健康診断実施日程を学生に周知した。
エ．学生の心身の健康を保持す 平成１６年度実施した内容を検 特に英語版のポスターを国際交流ラウンジ等にも掲示し，留学生への周知の

るため，保健管理センター業 証し，反省点を踏まえ，下記事項 更なる向上をはかった。その結果，受診率が向上した。
務（診療・健康診断・健康精 について実施する。 ② 個別指導，ミニゼミナールは次の通り実施した。
神相談・健康診断証明・健康 ① 健康診断受診率の向上及び健 )健康教室「 について考えてみませんか？」1 SEX
セミナーなど の充実を図る 康診断時の健康・病歴調査方法 「喫煙を防止するパネル展」） 。 ）2

等について )アルコールパッチテスト3
② 個別指導及びミニ健康ゼミナ ）体脂肪測定4
ールの実施について ③ ホームページはデザインを新しくし見やすくなるように工夫し さらにリン,

③ ホームページの健康情報など ク集などを充実させた。保健活動上の交流として「北海道地区大学保健管理
の充実，他機関や他大学との保 業務職員研修会 「全国大学保健管理研究集会」等諸会議に出席し，健康情」，
健活動上の交流推進について 報として学生に発信してきたへルシーライフジャーナルを冊子にし配布し

た。平成１４年度から平成１６年度までの保健管理センターの報告書を発行
した。

【７７】 【７７－１】 ① 毎月１回 「教育担当副学長と学生代表との懇談会」を開催し，その都度，
オ．学生の自主的活動の支援体 学生団体等との検討に基づき， 可能な支援策を講じた。

制の確立と積極的な方策を講 学生の自主的活動の支援体制につ ア）学生の自主的活動の支援として「学園だより」に学生自治会のページを
じ 課外活動の活発化を促す いて具体案を作成する。 設けて支援を行った。， 。

イ）地域社会における学生の課外活動を支援するための「小樽商科大学グリ
ーンヒルプロジェクト」を作成し公募した結果，１件を採択し約１５万円
を助成した （ 附属資料編」Ｐ６９参照）。「

ウ）新しい文化系団体の設立支援，就職活動を支援する学生サークル「キャ
リアデザインプロジェクト（ＣＤＰ 」の設立支援を行った。）

【７８】 【７８－１】 ① ５月に低学年次生（１，２年次生）へ，働くこと，職業とは何かを主題と
カ．職業観の育成やキャリア ① 低学年次から職業観，職業意 して「キャリアガイダンス」及び資格取得方法等を説明する「キャリアアッ
教育の充実を図る。 識の醸成を図るため 「キャリ プガイダンス」を実施した。，

アガイダンス」を実施する。 ② キャリア教育の一環として，インターンシッププログラムの事前教育であ
② 職種，業種，業界研究等を行 る「講義」及び「ビジネス・マナー講習」への参加を呼び掛け，実施した。

う「職業概論」的な授業を開講
， 。し キャリア教育の充実を図る

【７９】 【７９－１】 ① 小樽商科大学同窓会（緑丘会）の協力を得て 「緑丘企業等セミナー」を，
キ．同窓会と協力し，就職関連 就職課を中心にして，下記の就 小樽の他に，札幌（本学札幌サテライト）で開催し内容の充実を図った。緑

情報の収集を強化するととも 職支援事業・業務の充実を図る。 丘会の支援を得て緑丘会「就職活動支援融資」を制度化した。
に，就職に係る相談体制の整 ① 同窓会の支援・協力を得て， ② 緑丘会との協同事業として「緑丘『公務員受験対策講座 」を１０月から』
備等就職支援の充実を図る。 「学内企業セミナー」の充実・ 札幌サテライトに開設した。

発展及び学生に対する「就職活 ③ 就職アドバイザーの相談場所を個室に変更し，拡大・充実を図った。
動融資事業」の制度化を図る。 ④ 学生ボランティア団体「キャリアデザインプロジェクト（ＣＤＰ 」によ）

② 学内「公務員対策講座」及び る広報・宣伝や学生相談等の活動を援助した。本学主催のガイダンス・セミ
「各種資格取得講座」の開設に ナーに参画することにより，ＣＤＰの存在が学生の間に浸透した。
ついて検討する。

③ 就職支援室の拡大・充実につ
いて検討する。

④ 学生ボランティアによる就職
支援活動を援助する。
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【８０】 【８０－１】 本学学生の経済支援策として，本学のメインバンクである北洋銀行と本学の
③ 経済的支援に関する具体的方 平成１６年度の調査研究結果を 間で，低金利の教育ローンに関する協定を締結した （ 附属資料編」Ｐ１１２。「
策 基に具体案を検討する。 参照）
ア．現行の経済的支援制度につ 就職支援事業の一環として，緑丘会賛助会員学生を対象にした緑丘会「就職

いて調査研究を行い，当該制 活動支援融資」(一人 万円まで)を発足させた （ 附属資料編」Ｐ１１３参10 。「
度の迅速かつ的確な情報提供 照）
を図るとともに，民間，自治
体に働きかけ，支援制度の拡
大を促進する。

【８１】 【８１－１】 ① 就職支援事業の一環として，緑丘会賛助会員学生を対象にした緑丘会「就
イ．外部資金の積極的導入に努 平成１６年度の調査研究結果を 職活動支援融資」(一人 万円まで)を発足させた （ 附属資料編」Ｐ１１10 。「

めるとともに，本学独自の奨 基に具体案を検討する。 ３参照）
学金制度を検討し，優秀な学 ② 学生委員会において，学部・大学院 年次の学業成績により，成績優秀者1
生の確保に努める。 に奨励金を給付する制度（案）を作成した。

【８２】 【８２－１】 ① 平成１７年４月から祝日開館の試行及び日曜開館を本実施したが，アスベ
④ 社会人・留学生等に対する配 ① 地域住民を含めた図書館利用 スト除去工事実施に伴い，平成１７年１０月から平成１８年５月まで閉館し
慮 者のために，祝日開館の試行を た。
ア．図書館，大学会館の開館時 図るとともに，日曜開館を本実 ② 学生自治会などの学生団体に対して，大学会館の平日，土曜日の開館時間

間の延長，自習室・ゼミ室の 施する。 延長及び日曜・祝日の開館について，アンケート調査を実施した。
確保等社会人が働きながら学 ② 大学会館の開館時間の延長に
べる環境の整備・充実に努め ついて学生団体等へのアンケー
る。 トを実施する。

【８３】 【８３－１】 ① ニーズ調査をした結果，パソコン配線の敷き直しを行い，ヘッドフォンを
イ．留学生のために，国際交流 ① 平成１６年度のニ－ズ調査を 新しい物と交換した。

ラウンジの充実・利用の拡大 基に国際交流ラウンジの学習環 ② 国際交流ラウンジに関するニーズ調査を１月に実施した。
等の学習環境の整備，日本人 境の整備等について段階的に実 ③ 平成１７年度から留学生向けの説明会を充実させ，教育，生活面を含め情
学生との交流機会の場の確 施する。 報提供を行った。
保，健康・安全面の各種制度 ② 継続してニ－ズ調査を実施す チューター制度を充実する一環として，実際に活動しているチューターと
についての周知徹底及び個々 る。 留学生に対し，応募の動機，必要とした理由，活動期間，活動内容等のアン
の留学生に対するきめ細かな ③ 新入生オリエンテ－ションや ケートを行なった。
サービス提供等の充実を図 チュ－タ－制度の充実を図る。
る。

【８４】 【８４－１】 ワーキンググループを設置し，検討の結果，託児所設置のニーズは大きくな
ウ．託児所設置を含む，子供を 平成１６年度に実施したニーズ く，現時点の設置は見送り，授乳施設等の設置について，今後検討することと

持つ学生が学びやすい環境に 調査の結果に基づきワーキンググ した。
ついて検討する。 ループを設置し，コスト上の観点

も考慮に入れて学びやすい環境に
ついて再検討する。

【８５】 【８５－１】 １０月に「大学生のためのメンタルヘルス」講演会を開催した折に，相談室
⑤ 「学生何でも相談室」の充 学生の利用状況や相談内容を分 に関するアンケート調査を行い，アンケートの内容の分析を行った結果，現在
実 析・調査する。 の「学生何でも相談室」には学生を待機させるスペースがないため，現在の場

学生への周知徹底，人員の適 所から広い場所に移動して学生が相談しやすい環境を整えることとした。
正な配置等を通じて，学生の学
習生活支援等に関する相談窓口
としての「学生何でも相談室」
の機能の充実を図る。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（１）研究水準及び研究の成果に関する目標

①目指すべき研究の水準に関する基本方針中
基礎及び応用に関わる研究を総合的・学際的に行い，産業の興隆と学術文化の発展に貢献する。期

②成果の社会への還元等に関する基本方針目
社会が提起する課題に対して具体的で実践的な処方箋を提供するという方針のもとに，研究成果を地域社会の活性化のために還元標

する。

備考中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【８６】 【８６－１】 外部資金獲得に関する基本情報の発信のため，企業等と大学における研究協
① 平成１６年度に成案を得た外 力制度についての解説と各制度の受け入れ実績を掲載した「産学連携マニュア２ 研究に関する目標を達成する

部研究資金獲得システムの方針 ル」を作成し，ホームページに掲載した （ 附属資料編」Ｐ１１７～１２１参ための措置 。「
( に従って外部資金の獲得に努め 照）１)研究水準及び研究の成果等に

る。 知的財産の管理という観点から 知的財産の機関帰属・機関管理を定めた 国関する目標を達成するための措 ， 「
立大学法人小樽商科大学職務発明等規程」を制定し，併せて，本学の知的財産置

① 目指すべき研究の方向性及び の取扱いに関する方針等を示した「国立大学法人小樽商科大学知的財産ポリシ
大学として重点的に取り組む領 ー」を作成した （ 附属資料編」Ｐ１１４～１１５参照）。「
域 科学研究費補助金の申請件数増加のために，外部資金獲得ＷＧで組織的に取

本学の研究は以下の３つの方 り組み，学内説明会を実施した結果，申請率は４５．４％となり，学内全体で
向を目指す。 目標とされていた４５％を達成した。

16 800ア．商科系単科大学の特徴を生 外部資金の獲得状況については 共同研究８件４ ０１０千円 年度３件， ， （
かした総合的及び学際的研究 千円 ，受託研究２件７２．３７１千円（ 年度４件 千円 ，委託事業） ）16 39,697
を進める。 ４件９，７７５千円（ 年度１件 千円 ，寄附金５６件４２，０９１千16 3,150 ）

イ．社会が提起する諸課題に対 円( 年度 件 千円）となった。16 32 31,761
し，具体的で実践的な解決策
を提供する実学の精神に基づ
く研究を進める。

ウ．以上の研究の基礎となる理
論的及び基礎的研究を，人文
・社会・自然・言語の諸分野
において，国際的な視野のも
とに進める。

「 」 ， ，【８７】 【８７－１】 既存の 小樽商科大学・北海道地域連携協議会 のあり方を検討し 北海道
② 成果の社会への還元に関する 小樽商科大学・北海道地域連携 札幌市，小樽市の３自治体に，新たに札幌商工会議所，小樽商工会議所，北海
具体的方策 協議会（本学，北海道，札幌市， 道中小企業家同友会を構成員に加え，名称を「小樽商科大学地域連携協議会」
ア．ビジネス創造センターを中 小樽市で構成）を基盤に具体的プ に変更した。平成１８年２月に「第３回小樽商科大学地域連携協議会」を開催

心に産学官連携を促進し，北 ロジェクトを協議・決定し，各年 し，連携事業として「小樽商科大学地域貢献セミナー」を 「大学の地域貢献，
海道経済の活性化及び産業の 度実施する。 活動－大学も地元を元気にする」というテーマのもとに開催した。
競争力強化に貢献する。

【８８】 【８８－１】 平成１６年度に整備した教員の研究活動を自己点検・評価するための指針と
イ．地域の諸団体や自治体の各 対外的な研究活動と位置付けた なる「本学が行う研究評価の在り方」に記載されている『個人別研究活動業績

プロジェクト，各種審議会・ 学外各種委員会への参加を，研究 調書』をベースとして「研究者情報データベース」を作成した。
委員会に参画し，北海道経済 活動情報としてデータベース化す 平成１６年度に作成した「本学が行う研究評価の在り方」において，学外各
の活性化に貢献する。 ることを検討する。 種委員会等への参画を研究評価項目の１つとして位置付け，本年度教員の研究

「 」 ，活動全般を網羅するための 研究者情報データーベース に取入れることとし
データベースの構築を開始し，平成１８年３月に完成した。
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【８９】 【８９－１】 ① 夜間主コースの授業を，社会人のための再教育・生涯学習の場として積極
ウ 社会人大学院生の受け入れ ① 夜間主コースの講義を，社会 的に位置付け，通常の授業に参加する形の「通常授業公開講座」として，社． ，

セミナー・ワークショップ・ 人のための再教育・生涯教育の 会人に開放した。その結果，前期科目： 科目に 名，後期科目： 科目15 29 11
公開講座等の開催により，大 場として積極的に位置付け，公 に 名，通年科目： 科目に 名，延べ 科目に 名が受講した。14 10 26 36 69
学の資源を地域社会に開放 開講座として社会人に開放す ② 語学の公開講座を次のとおり開講した。
し，地域社会の変革に貢献す る。 ・ 前期： 外国人による集中英会話（前期 （受講者数 名 「外国人に「 ）」 ），14
る。 ② テーマ別等（語学を含む ） よる集中中国語会話 （受講者数 名 「外国人による集中韓国語講座」。 」 ），10

公開講座の充実を図る。 受講者数 名 外国人による集中ロシア語会話 受講者数 名 外（ ），「 」（ ），「16 8
③ 大学院現代商学専攻において 国語としての日本語とその教授法 （受講者数 名）」 6

も，社会人特別選抜の導入を検 ・ 後期： 外国人による集中英会話（後期 （受講者数 名）「 ）」 8
討する。 ③ 大学院現代商学専攻において，平成１７年度入試から，英語専修免許状を

取得しようとする社会人のための特別選抜を実施した。さらに，多様な社会
人を受け入れるための体制整備について，教育開発センター学部・大学院現
代商学専攻教育開発部門会議のワーキンググループで検討中であり，整備次
第，新たな選抜方法の枠組みについて検討を開始する。

【９０】 【９０－１】 ① 平成１６年度に整備した教員の研究活動を自己点検・評価するための指針
③ 研究の水準・成果の検証に関 ① 整備した体制の下で，研究評 となる「本学が行う研究評価の在り方」に記載されている『個人別研究活動
する具体的方策 価実施のため，研究活動情報の 業績調書』をベースとして「研究者情報データベース」を作成した。

定期的な自己点検評価，外部 データベース化について検討す ② 研究活動情報以外の大学情報（組織，科目，学生数等）を一元管理するた
評価により研究活動の検証を行 る。 めのデータベースの構築に関しては，教員の研究活動を網羅するための「研
う体制を平成１６年度に整備す ② 研究活動情報以外の大学情報 究者情報データベース」の運用状況等を考慮して，このデータベースに研究
る。 を一元的に管理できる「大学情 活動情報以外の大学情報（組織，科目，学生数等）を追加するか，学内共通

報データベース」の構築を目指 サーバーにこれらの大学情報を管理するフォルダを作成する等の方法を検討
す。 している。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（２）研究実施体制等の整備に関する目標

①研究者等の配置に関する基本方針中
効果的な研究の推進及び研究の質の向上に必要な範囲で，研究者の配置，研究組織のありかた，人事制度のありかたを検討し，見期

直しを行う。目
②研究環境の整備に関する基本方針標

効果的な研究の推進及び研究の質の向上に必要な範囲で，研究環境の整備を行う。
③研究の質の向上のためのシステム等に関する基本方針

教員の研究の質を維持し，向上につなげるためのシステムの確立に向けて全学的に取り組む。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 備考

【９１】 【９１－１】 ① 小樽商科大学後援会助成事業において，長期海外派遣１名，短期海外派遣
( ① 後援会助成事業において，教 １名を決定した。２)研究実施体制等の整備に関す

員の研究の質の向上のため，海 ② 内地研究員制度の導入については 「国立大学法人小樽商科大学国内研究る目標を達成するための措置 ，
① 適切な研究者等の配置に関す 外派遣を行う。 員派遣規程」及び「国立大学法人小樽商科大学国内研究員受入規程」を制定
る具体的方策 ② 内地研究員制度及び客員研究 し，客員研究員制度の導入については 「国立大学法人小樽商科大学客員研，

効果的な研究の推進及び研究 員制度等の導入について検討を 究員受入規程」を制定した。
の質の向上に必要な制度（客員 行う。
研究員制度等）を整備する。

【９２】 【９２－１】 平成１６年度に行った教員研究費の傾斜配分の評価項目に，今年度新たに地
② 研究資金の配分システムに関 平成１６年度に行った教員研究 域社会に対する貢献として高大連携事業における講義担当実績を加えて，引き
する具体的方策 費の傾斜配分の評価項目を見直 続き教員研究費の傾斜配分を行った。
ア．研究のインセンティブを与 し，引き続き教員研究費の傾斜配

えるような研究費の配分シス 分を行う。
テムの方針を策定する。

【９３】 【９３－１】
イ．平成１６年度に外部研究資 （平成１６年度実施済みのため，

金の獲得のための体制を確立 平成１７年度は年度計画なし）
する。

【９４】 【９４－１】 学術用データベースの整備に関する予算措置について，平成１６年度に学長
③ 研究に必要な設備等の活用・ 図書館における学術用データベ 裁量経費で確保した予算額を図書館の経常経費に追加計上することにより，年
整備に関する具体的方策 ースについて，必要な措置を講ず 度当初から安定的な整備が可能となった。

研究用図書の充実，学情ネ る。
ットワークシステムの整備等
を行う。

【９５】 【９５－１】 文部科学省の制度による産学官連携コーディネーター１名を配置し，企業支
。 「 」④ 知的財産の創出，取得，管理 平成１７年度に起業支援に関す 援に関する体制強化を図った 知財業務にかかる リサーチ・アドバイス業務

及び活用に関する具体的方策 る体制整備を図る。 を担う非常勤アドバイザー１名を配置した。
ア．ビジネス創造センター等既

存の産学連携機関を活用し，
大学発シーズをもとにした起
業支援を推進する。
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【９６】 【９６－１】 ① ビジネス創造センター（ＣＢＣ）のホームページにおいて，産学連携研究
イ 産学連携の強化を図るため ① 民間企業の資金等を大学に誘 協力制度として共同研究・受託研究 案内を行っている。． ， の

学内の規制緩和について検討 引するため受託研究・共同研究 ② 平成１７年１０月に，他大学（北海道大学）及び企業のメンバーを加え，
する。 の創出，取得，管理及び活動に 北海道ヘルスケア・マネジメント研究会を立ち上げ，北海道における医療経

係る諸規定の緩和の方針につい 営等に関しての調査研究を行うこととした。
て検討する。

② 共同研究等について，大学の
研究者と企業の実施に対するイ
ンセンティブの調和を図るため
の措置について検討する。

【９７】 【９７－１】 ① 共同研究・受託研究を促進するためのデータベースモデルを作成した。
ウ．大学の知的財産権政策の確 ① 共同研究等で得られた学内の ② 知的財産の機関帰属・機関管理を定めた「国立大学法人小樽商科大学職務

立を図るため，機関管理に向 特許，ノウハウ等の知的財産デ 発明等規程」を制定し，併せて，本学の知的財産の取扱いに関する方針，知
けた体制整備を行う。 ータベースを構築し，知的財産 的財産の創作の促進，研究成果の普及等を示した「国立大学法人小樽商科大

」 ， 。活用の機関管理の基本方針を検 学知的財産ポリシー を制定し 外部資金の獲得に繋がる体制整備を行った
討する。 （ 附属資料編」Ｐ１１４～１１５参照）「

② 職務発明規程等の整備を行
う。

【９８】 【９８－１】 ① 平成１６年度に整備した教員の研究活動を自己点検・評価するための指針
⑤ 研究活動の評価及び評価結果 ① 整備した体制の下で，研究評 となる「本学が行う研究評価の在り方」に記載されている『個人別研究活動
を質の向上につなげるための具 価実施のため，研究活動情報の 業績調書』をベースとして「研究者情報データベース」を作成した。
体的方策 データベース化について検討す ② 研究活動情報以外の大学情報（組織，科目，学生数等）を一元管理するた
ア．平成１６年度に本学の研究 る。 めのデータベースの構築に関しては，教員の研究活動を網羅するための「研

活動全般に関する自己点検評 ② 研究活動情報以外の大学情報 究者情報データベース」の運用状況等を考慮して，このデータベースに研究
価体制を確立する。 を一元的に管理できる「大学情 活動情報以外の大学情報（組織，科目，学生数等）を追加するか，学内共通

報データベース」の構築を目指 サーバーにこれらの大学情報を管理するフォルダを作成する等の方法を検討
す。 している。

【９９】 【９９－１】
イ．平成１６年度に個々の教員 ① 整備した体制の下で，研究評

の研究活動に関する自己点検 価実施のため，研究活動情報の
評価体制を確立する。 データベース化について検討す

る。
② 研究活動情報以外の大学情報

を一元的に管理できる「大学情
報データベース」の構築を目指
す。

【１００】 【１００－１】 ① 北海道東海大学ならびに札幌医科大学と文理融合型連携協力に関する大学
⑥ 全国共同研究，学内共同研究 ① 北海道東海大学との共同研究 間協定を締結し，共同研究を開始した。
等に関する具体的方策 等に関する協定を締結し，平成 ② ９月に「第１回地域共同研究センター定期情報交換会 （メンバー：小樽」
ア．ビジネス創造センターを通 １７年度内に共同研究等を開始 商科大学ビジネス創造センター，福島大学地域創造支援センター，滋賀大学

じて全国の研究機関との共同 する。 産業共同研究センター及び地域連携センター，特別参加：岩手大学地域連携
研究体制を確立する。 ② 他大学とも可能性の調査･検 推進センター，札幌医科大学（産学連携センター仮称・準備中 ，北海道東）

討を行う。 海大学地域連携研究センター）を開催し，道外国立大学との可能性も検討す
る組織をビジネス創造センター（ＣＢＣ）主導で立ち上げた。

【１０１】 【１０１－１】 北海道東海大学ならびに札幌医科大学と文理融合型連携協力に関する大学間
イ．共同研究，研究会の開催等 道内の工業系単科大学との共同 協定を締結した。

を通じた他大学の研究者との 研究等を推進するための調査･検
交流を促進する。 討を進める。
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【１０２】 【１０２－１】 ビジネス創造センター（ＣＢＣ）の下に「北洋銀行企業再生寄附研究部門」
ウ．客員研究員の充実を図る。 ＣＢＣ寄付研究部門で客員教授 を設置し，北洋銀行より客員教授１名が着任し，企業再生に関する研究に着手

を受け入れ，研究に着手する。 した。

【１０３】 【１０３－１】 ① アメリカの３大学（サウスダコタ大学，ミューレンバーグ大学，ウェスタ
エ．外国の大学，研究機関との ① 大学間交流協定締結校との研 ンミシガン大学）と教職員，研究者を包括した相互理解覚書を締結する合意
研究者交流を促進する。 究者交流を促進し，共同研究等 を得て，覚書を締結することになった。

も実施に向け検討する。 ② 日本学術振興会等が実施している研究者の招聘及び派遣に関する事業等を
② 日本学術振興会等が実施して 教員に対し，本学ホームページにリンクを貼ることにより及び国際交流委員

いる研究者の招聘及び派遣に関 会を通じて応募，参加を呼びかけた。
する事業等への参加を促進す
る。



- -31

国立大学法人小樽商科大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
社会との連携，国際交流等に関する目標

①教育研究における社会との連携・協力に関する基本方針中
時代の要請や社会のニーズに応えるため，以下の諸活動を基本方針とする。期

ア．北海道経済の活性化，事業・産業の競争力強化に貢献すること。目
イ．地域における優位性ある技術や事業シーズの起業化及び新規事業の創出・育成を支援すること。標
ウ．大学の資源を，時代や地域のニーズに応じて開放し，地域社会の多様な要請に応えるとともに変革への諸活動に貢献すること。

②国際交流・協力等に関する基本方針
ア．国際交流における本学の特色を生かした大学間交流協定の締結を促進する。
イ．外国人留学生受け入れの量的拡大から質的充実への転換を図る。
ウ．教育研究上の交流を通じた国際貢献を追求する。
エ．大学における国際開発協力活動の基盤整備を行い，学内における国際開発協力活動の理解増進及び体制の強化を図る。
オ．サポートセンターや国際援助機関（連携機関）との関係を強化する。
カ．大学における分野別の国際開発協力戦略を構築する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 備考

【１０４】 【１０４－１】 平成１７年１０月に，他大学（北海道大学）及び企業関係者を加え 「北海，
地域密着型共同研究等の実施に 道ヘルスケア・マネジメント研究会」を立ち上げ，北海道における医療経営等３ その他の目標を達成するため

ついて，特にＣＢＣ研究部のサポ に関しての調査研究を行うこととした。の措置
( ート体制を強化しつつ，引き続き１)社会との連携，国際交流等に

増加を図るよう推進する。関する目標を達成するための措
置
① 地域社会等との連携・協力，
社会サービス等に係る具体的方
策
ア．ビジネス領域に限らず，幅

広い社会科学系諸分野及び自
然科学系研究領域においても
地域社会に密着した共同研究
を積極的に行う。

【１０５】 【１０５－１】 ① 平成１７年１０月に，北海道における医療経営等に関しての調査研究を行
イ．本学の教員が中心となって ① 引き続き新たな研究会を立ち う「北海道ヘルスケア・マネジメント研究会 ，平成１８年２月に，遠隔教」

， （ ）組織化し実践している各種研 上げる。 育の経済性評価に関する実証研究を行うことを目的に 社会人 教育関係者
究会をさらに多様化し，地域 ② 研究会の市民への開放は，既 をメンバーとするに「遠隔教育研究会」を立ち上げた。
住民に開放することで，市民 存・新規を問わず積極的に行う ② 市民の開放については，本学の教員が中心となって組織している各研究会
参加型の研究会を増やす。 べく，研究代表に協力を要請す の代表者に要請した。

る。

「 」 ，「 」 。 ，【１０６】 【１０６－１】 ① 街の振興と活性化 をテーマとして 一日教授会 を開催した 市民
ウ．地域社会活性化へのニーズ ① 地域社会活性化へのニーズを 市内経済界，市関係者，学生，教職員等約１７０名が参加し，市長，小樽商

を汲み，地域住民を対象とす 汲み上げるため 一日教授会 工会議所副会頭，本学卒業生により，それぞれの立場から大学に対する提言，「 」
る各種公開講座をより積極的 を開催する。 をしてもらい 「小樽の活性化のために大学が何をすべきか」を市民ととも，
に開催する。 に考え，意見交換を行った。
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【１０６－２】 ② 夜間主コースの授業を，社会人のための再教育・生涯学習の場として積極
② 夜間主コースの講義を，社会 的に位置付づけ，通常の授業に参加する形の「通常授業公開講座」として，

人のための再教育・生涯教育の 社会人に開放した。その結果，前期科目： 科目に 名，後期科目： 科15 29 11
場として積極的に位置付け，公 目に 名，通年科目： 科目に 名，延べ 科目に 名が受講した。14 10 26 36 69
開講座として社会人に開放す ③ 語学の公開講座を次のとおり開講した。
る。 ・ 前期： 外国人による集中英会話（前期 （受講者数 名 「外国人に「 ）」 ），14

③ テーマ別等（語学を含む ） よる集中中国語会話 （受講者数 名 「外国人による集中韓国語講座」。 」 ），10
公開講座の充実を図る。 受講者数 名 外国人による集中ロシア語会話 受講者数 名 外（ ），「 」（ ），「16 8

国語としての日本語とその教授法 （受講者数 名）」 6
・ 後期： 外国人による集中英会話（後期 （受講者数 名）「 ）」 8

【１０７】 【１０７－１】 本学教員の社会貢献対応事項について調査するために，各教員の社会貢献対
エ．自治体や諸団体が設置する 教員個別の社会貢献対応事項に 応事項について情報収集を行い 「小樽商大教員社会連携のための教員ディレ，

各種審議会，委員会，プロジ ついて調査し，対外的広報戦略に クトリー」として取り纏めた上で，本学ホームページに掲載し，積極的に対外
ェクトに対し，各分野の専門 ついて検討する。 に向けて広報する体制を整えた （ 附属資料編」Ｐ１１６参照）。「
家である本学教員を積極的に 「教員ディレクトリー」から得られたデータは，研究者総覧の研究，教育の
派遣し，地域社会の活性化に データと共に，データベースの基礎データとして利用し，データベース化の推
貢献する。 進に繋がった。

【１０８】 【１０８－１】 ① 平成１７年１１月北海道技術・ビジネス交流会実行委員会主催のビジネス
オ．ビジネス創造センターが中 ① 積極的にビジネス相談をＰＲ エキスポ及び平成１８年２月本学開催の産学連携研究成果報告会において，

心となって，地域社会の組織 し，推進する。 ビジネス相談のＰＲパンフレットを配布し周知を行った。
や個人等が抱える課題やアイ ② 引き続き専門職大学院教員と ② 各種のビジネス相談に対応出来るよう，相談体制のモジュール化の整備を
ディアを事業に具体化するこ の連携やＣＢＣ登録研究会の研 図った。
とを支援する ビジネス相談 究者にも参加を呼びかけ，より「 」
に係る実施体制の一層の充実 専門的に相談に対応できる体制
を図る。 を作る。

【１０９】 【１０９－１】 平成１８年２月にビジネス創造センター（ＣＢＣ）セミナー「大学の地域貢
カ．起業・新規事業を中心とす ＣＢＣセミナー，セミナー・ワ 献活動」を，３月に札幌医科大学の研究成果であるシーズに本学のマネジメン

る企業経営に関わるセミナ ークショップを，基本的に前期･ ト・ノウハウを融合し，新たな事業の可能性を提供する「マッチング・フォー
ー，ワークショップ等をビジ 後期とも各１回程度を目標として ラム」を開催した。
ネス創造センターが中心とな 開催する。
って開催する。

【１１０】 【１１０－１】 平成１８年２月に共同研究等に関する成果報告会を開催した。
キ．本学の共同研究等に関する 成果報告会の実施・ニューズレ ニューズレターは ， を刊行した。Vol.6No.1 No.2

成果報告会の開催やニューズ ターの年２回発行は，引き続き実
レターなど，社会への情報還 施していく。
元の充実を図る。

【１１１】 【１１１－１】 平成１８年２月にビジネス創造センター（ＣＢＣ）セミナー「大学の地域貢
② 産学官連携の推進に関する具 セミナー開催等を通じ，大学発 献活動」を，３月に札幌医科大学の研究成果であるシーズに本学のマネジメン
体的方策 ベンチャー起業の創出成長支援に ト・ノウハウを融合し，新たな事業の可能性を提供する「マッチング・フォー
ア．北海道地域における新産業 注力する。 ラム」を開催した。

・事業の創出と成長支援を行
うために大学発ベンチャー企
業の創出と成長支援を今後と
も継続する。
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【１１２】 【１１２－１】 ① 「大学発ベンチャーマニュアル」について商業出版を検討したが，採算等
イ．これまで蓄積された大学発 ① 平成１６年度にまとめた論文 の問題があったため，本学独自で発行することとした。

ベンチャー企業創出のノウハ 等を 『大学発ベンチャーマニ ② 平成１６年文部科学省の委託による大学発ベンチャーに関する新たなノウ，
ウを集約して，起業に関する ュアル』として商業出版するこ ハウについての研究成果を「大学発知財の商業化戦略」として取り纏めると
学問的知見として広く公表 とを検討する。 ともに，ビジネス創造センター（ＣＢＣ）のＨＰで公開した。
し，教育研究へのフィードバ ② 大学発ベンチャーに関する新
ックを図る。 たなノウハウを整理し，論文等

に取り纏める。

【１１３】 【１１３－１】 北大北キャンパス内「研究成果活用プラザ北海道」における北海道中小企業
ウ．地場中小企業の経営トップ 地域の公的機関･関係諸団体等 家同友会「ものづくり研究会（ 」においてビジネス創造センター（ＣＢHope）

や経営管理者層に対し，積極 と連携･協力し，地場中小企業等 Ｃ）センター長が「これからのモノづくり経営能力論」セミナー講師を勤め，
的な新事業・新商品・新サー への支援・協力案件を増やす。 モノづくり系中小企業の戦略を支援した。
ビスの開発，道外への販路拡 小樽商工会議所の「東アジア経済研究会 ，札幌商工会議所の「北のブラン」
大・マーケティング，体質改 ド」等のプロジェクトにビジネス創造センター（ＣＢＣ）副センター長が参画
善のための財務戦略構築等の した。
支援を行う。

【１１４】 【１１４－１】 ① 平成１７年９月実施の「第１回地域共同研究センター定期情報交換会」に
エ．本学の知的資源の制約を克 ① ＣＢＣと学外協力スタッフ間 ３名の学外協力スタッフ（公認会計士等）の出席があり，情報提供・意見交

服するためにビジネス創造セ での情報提供・意見交換を活発 換を行った。
ンター学外協力スタッフを質 化させる。 ② 平成１８年２月に「学外協力スタッフ会議」を開催して，情報収集体制の
・量ともに強化・補強する。 ② 活動強化に資するように情報 見直しについての検討を行った。

収集体制の見直しについて検討
する。

【１１５】 【１１５－１】 平成１７年９月に「第１回地域共同研究センター定期情報交換会 （メンバ」
③ 地域の公私立大学等との連携 ① 平成１６年度の合意に基づき ー：小樽商科大学ビジネス創造センター，福島大学地域創造支援センター，滋
・支援に関する具体的方策 北海道東海大学との具体的な大 賀大学産業共同研究センター及び地域連携センター，特別参加：岩手大学地域

道内公私立大学の優れた技術 学発ベンチャー事業の創業支援 連携推進センター，札幌医科大学（産学連携センター仮称・準備中 ，北海道）
シーズの起業化や経営戦略面か を実現させる。 東海大学地域連携研究センター）を開催し，情報・意見交換を行い，大学発ベ
らの成長支援ニーズの実態を的 ② 当初は北海道内他大学との間 ンチャーへの支援を含む産学官連携についてのニーズ汲み上げ体制を整備し
確に捉え，公私立大学発のベン で，その後は道外国立大学法人 た。
チャー企業の創出と成長支援に 等との間でも，大学発ベンチャ 平成１８年１月より札幌医科大学との間で月１回定期情報交換会を実施し
ビジネス創造センターのノウハ ー支援に関する交流の可能性に て，産学連携の交流に関して検討を重ねた。
ウを活かして支援する。 ついて調査･検討する。

【１１６】 【１１６－１】 ＭＢＡ取得という目的達成のために日常生活上の利便性向上や学業専念の環
④ 留学生交流その他諸外国の大 ① Ｈ１７年度入学者から在留資 境を整えるべく 「留学生学外相談員」制度の実施に向けて検討を行い，平成，
学等との教育研究上の交流に関 格「留学」が認められたため， １８年度に外国籍２名のＭＢＡ入学予定者を受け入れた。
する具体的方策 具体的に実施に向け検討する。 平成１８年２月に，カナダの主要なビジネススクール（ヨーク大学，トロン
ア．本学の特色を十分に生かし ② アントレプレナ－シップ専攻 ト大学，クイーンズ大学，モントリオール大学）を訪問し，大学院レベルの学

た大学間交流協定の締結を促 と研究者及び大学院レベルの学 生の受入，大学間交流協定締結に向けたヒアリング調査を行った。
進するための具体的方策 生の受入れについて検討する。

ａ．先進的な プログラム ③ ＭＢＡプログラムを持つ大学MBA
をもつ海外の大学との大学間 との大学間交流協定締結に向け
交流協定を締結し，研究者交 た広報活動を実施する。
流と大学院レベルでの学生の
受け入れ及び派遣の促進を図
る。
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【１１７】 【１１７－１】 環太平洋地域において，本学と大学間交流協定締結を行っていないカナダの
ｂ．環太平洋地域において協定 ① 実地調査済みの大学について ヨーク大学，トロント大学，クイーンズ大学，モントリオール大学を訪問・調

締結校を持たないカナダの大 協定締結の可能性を検討する。 査し大学間交流協定締結が可能かどうか検討した。これらの大学を含めて，大
学との協定を締結し，アジア ② 引き続き協定締結可能なカナ 学間交流協定締結に向けた準備を進めている。
太平洋交流機構（ ）参 ダの大学の調査（現地調査を含UMAP
加大学としての交流促進を図 む ）を行う。。
る。

【１１８】 【１１８－１】 ① 本学と大学間交流協定を締結している大学との間で，相互の事務担当職の
ｃ．国際交流センター，事務組 ① 事務組織の人材育成方策を検 人事交流が可能かどうか検討をおこなったが，人件費等経費面から再検討す

織及び委員会組織の整備・充 討する。 ることとした。
実を図る。 ② 国際交流センタ－の充実につ ② 国際交流センターにある，留学を志す学生や本学に留学している学生に対

いて検討する。 しての留学情報を提供する「留学生修学室」の中に「留学相談コーナー」を
設置し，留学に関する相談受付や本学が大学間交流協定を結んでいる大学の
情報を閲覧・提供できるようにした。

， （ ）【１１９】 【１１９－１】 ① 本学と大学間交流協定締結を結んでいる大学に対して 留学生 大学院生
イ．外国人留学生受け入れの量 ① 大学間交流協定締結校に対す のための英語による「特別コース」設置に関するニーズ調査を行うため，調

的拡大から質的充実への転換 るニ－ズ調査について検討す 査内容の項目及び調査方法等の検討中である。
のための具体的方策 る。 ② 留学生（大学院生）のための英語による「特別コース」を設置している先

留学生（大学院生）のため ② Ｈ１６年度に実施した先行大 行大学（東京工業大学，一橋大学，東京農工大学）の設置状況等の調査を行
の英語による特別コースの設 学の実地調査事項を具体的に検 った。今後分析をすることとした。
置を検討する。 討する。 ③ 大学院現代商学専攻の国際商学コースに英語によるカリキュラムが開設さ

③ 大学院特別コ－ス設置に向け れ，特別コースの設置について大学案内による広報を行った。
た広報活動を実施する。

【１２０】 【１２０－１】 ① 帰国した留学生の帰国後の状況を把握するために，平成１６年度に整備し
⑤ 教育研究活動に関連した国際 ① 平成１６年度に整備した帰国 た帰国後の連絡先，進路を入力するフォーマットを用いて，これらの情報の
貢献に関する具体的方策 外国人留学生の連絡先，進路等 データベースを構築（アクセス等による管理）し，データの追加・更新を行
ア．平成１６年度に帰国外国人 のデ－タベ－スを充実する。 っている。

留学生のフォローアップ体制 ② 帰国後研究機関に従事してい ② 帰国した留学生が外国研究機関に従事しているかどうかを調査し，その研
を整備し，研究者交流及び国 る研究者と情報交換等を活発に 究者（留学生）と情報交換等を行い共同研究に発展するような取組を推進す
際共同研究の促進を図る。 行い，共同研究に発展するよう るため，本学での指導教員を中心とした共同研究推進機関の設置を検討する

検討する。 こととなった。

【１２１】 【１２１－１】 ① 本学と大学間交流協定を締結していないアジアの開発途上国の大学の調査
イ．アジアの開発途上国の大学 ① 引き続き協定締結校を持たな をするために，アジアの大学に精通している教員の協力を仰ぎ現地大学の教

と大学間交流協定を締結し， いアジアの開発途上国の大学の 員へのアプローチを開始することとした。
留学生の受け入れを促進する 調査（現地調査を含む ）を行 ② 独立行政法人日本学生支援機構主催の「日本留学フェア （開催地：タイ。 」
ことによって，教育面におけ う。 王国，開催日：平成１７年１１月５日）に参加し，現地の高校生・大学生等
る国際貢献の役割を担う。 ② 日本留学フェア（アジアの発 留学希望者・大学等教育機関の国際交流担当者等に対して，本学の教育・研

展途上国での開催地）への積極 究上の特色等の紹介を行った。特に大学等教育機関関係者とは，大学間交流
的な参加により，協定校を開拓 協定締結へ向けての説明も行った。
する。

【１２２】 【１２２－１】 ① 国際開発協力活動関係の情報を一元管理するために，各種情報を電子デー
⑥ 大学における国際開発協力活 ① 学内の教職員に向けて，国際 タとして保存し，整備した。
動の基盤整備を行い，学内にお 開発協力活動（大学が国際協力 ② 平成１７年度に構築した「社会連携のための教員ディレクトリー一覧」の
ける国際開発協力活動の理解増 プロジェクトに取り組む意義 社会貢献等の項目を利用して，国際開発協力関係のデータを抽出することを
進及び体制の強化を図るための 等）の広報を行う。 検討する。
措置 ② デ－タベ－スフォ－マットの
ア．大学への国際開発協力に関 原案を作成する。

するコンサルティングを実施
する。
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【１２３】 【１２３－１】 国際援助機関等に対して専門的な提案を実施している先行大学等である広島
イ．国際援助機関等に対する専 先行大学の実情調査を実施す 大学，東京海洋大学，ＪＩＣＡの３機関の実情調査を実施し 「国際協力活動，

門的な提案の発信を強化す る。 に関する先行大学調査報告書」を作成した。
る。

【１２４】 【１２４－１】 ① 国際協力等を検討するワーキンググループを設置し，全学横断的な組織の
ウ．国際援助機関等からの照会 ① 学内の教職員に向けて，国際 構築及び国際開発協力活動広報に向けて学内意識調査について検討すること

に対応するための窓口を創設 開発協力活動（大学が国際協力 となった。
する。 プロジェクトに取り組む意義 ② 国際協力等の情報発信等の事業実施体制を整備する前段階として，学内関

等）の広報を行い，全学横断的 係部署との情報交換を実施することを検討することとした。
な組織の構築に向け検討する。 ③ 国際援助機関等に対して専門的な提案を実施している先行大学等である広

② 国際企画課が関係部署と連携 島大学，東京海洋大学，ＪＩＣＡの３機関の実情調査を実施し 「国際協力，
し，事業実施体制の整備に向け 活動に関する先行大学調査報告書」を作成した。
検討する。 ④ 平成１７年度に構築した「社会連携のための教員ディレクトリー一覧」の

③ 先行大学の実情調査を実施す 社会貢献等の項目を利用して，国際開発協力関係のデータを抽出することを
る。 検討することとした。

④ デ－タベ－スフォ－マットの
原案を作成する。

【１２５】 【１２５－１】 ① 国際援助機関等に対して専門的な提案を実施している先行大学等である広
エ．教員が協力活動に携わるこ ① 先行大学の実情調査を実施す 島大学，東京海洋大学，ＪＩＣＡの３機関の実情調査を実施し 「国際協力，
とを評価の対象とする。 る。 活動に関する先行大学調査報告書」を作成した。

② 大学の地域貢献・地域連携の ② 他大学等で行われている国際協力等に関する広報の先行事例を調査し，本
取組みに国際社会への社会貢献 学でふさわしいものを選定，過去数年間の国際協力事業依頼の文書を全て電
活動を位置づけるよう広報を行 子データとし，整備した。
う。

【１２６】 【１２６－１】 ① 国際援助機関等に対して専門的な提案を実施している先行大学等である広
⑦ サポートセンターや国際援助 ① 先行大学の実情調査を実施す 島大学，東京海洋大学，ＪＩＣＡの３機関の実情調査を実施し 「国際協力，
機関（連携機関）との関係を強 る。 活動に関する先行大学調査報告書」を作成した。
化するための措置 ② 教職員の専門的な知識の習得 ② 国際協力銀行（ＪＢＩＣ）が主催した「中国「内陸部・人材育成事業」活
ア．連携機関からの照会への対 のため，文部科学省の国際開発 用セミナー」に参加し，日中の大学学術交流・人材育成に関する事例研究等
応を促進する。 協力サポ－トセンタ－主催のセ について見識を深めた。

ミナ－や国際協力支援機関（Ｊ
ＩＣＡ，ＪＢＩＣ等）主催の研
修への積極的な参加をする。

【１２７】 【１２７－１】 ① 国際援助機関等に対して専門的な提案を実施している先行大学等である広
イ．連携機関との交流を促進す ① 先行大学の実情調査を実施す 島大学，東京海洋大学，ＪＩＣＡの３機関の実情調査を実施し 「国際協力，
る。 る。 活動に関する先行大学調査報告書」を作成した。

② 教職員の専門的な知識の習得 ② 国際協力銀行（ＪＢＩＣ）が主催した「中国「内陸部・人材育成事業」活
のため，文部科学省の国際開発 用セミナー」に参加し，日中の大学学術交流・人材育成に関する事例研究等
協力サポ－トセンタ－主催のセ について見識を深めた。
ミナ－や国際協力支援機関（Ｊ
ＩＣＡ，ＪＢＩＣ等）主催の研
修への積極的な参加をする。

【１２８】 【１２８－１】 ① 国際援助機関等に対して専門的な提案を実施している先行大学等である広
ウ．コンソーシアム形成の際の ① 先行大学の実情調査を実施す 島大学，東京海洋大学，ＪＩＣＡの３機関の実情調査を実施し 「国際協力，

連携に関する課題の研究・助 る。 活動に関する先行大学調査報告書」を作成した。
言を行う。 ② 教職員の専門的な知識の習得 ② 国際協力銀行（ＪＢＩＣ）が主催した「中国「内陸部・人材育成事業」活

のため，文部科学省の国際開発 用セミナー」に参加し，日中の大学学術交流・人材育成に関する事例研究等
協力サポ－トセンタ－主催のセ について見識を深めた。
ミナ－や国際協力支援機関（Ｊ
ＩＣＡ，ＪＢＩＣ等）主催の研
修への積極的な参加をする。
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【１２９】 【１２９－１】 ① 国際援助機関等に対して専門的な提案を実施している先行大学等である広
エ．国際機関等との契約や交渉 ① 先行大学の実情調査を実施す 島大学，東京海洋大学，ＪＩＣＡの３機関の実情調査を実施し 「国際協力，

における大学の実務能力を向 る。 活動に関する先行大学調査報告書」を作成した。
上させる。 ② 教職員の専門的な知識の習得 ② 国際協力銀行（ＪＢＩＣ）が主催した「中国「内陸部・人材育成事業」活

のため，文部科学省の国際開発 用セミナー」に参加し，日中の大学学術交流・人材育成に関する事例研究等
協力サポ－トセンタ－主催のセ について見識を深めた。
ミナ－や国際協力支援機関（Ｊ
ＩＣＡ，ＪＢＩＣ等）主催の研
修への積極的な参加をする。

【１３０】 【１３０－１】 ① 国際援助機関等に対して専門的な提案を実施している先行大学等である広
⑧ 分野別の国際開発協力戦略を ① 先行大学の実情調査を実施す 島大学，東京海洋大学，ＪＩＣＡの３機関の実情調査を実施し 「国際協力，
構築するための措置 る。 活動に関する先行大学調査報告書」を作成した。

分野別の国際開発協力のため ② 教職員の専門的な知識の習得 ② 国際協力銀行（ＪＢＩＣ）が主催した「中国「内陸部・人材育成事業」活
の人材をデータベース化する。 のため，文部科学省の国際開発 用セミナー」に参加し，日中の大学学術交流・人材育成に関する事例研究等

協力サポ－トセンタ－主催のセ について見識を深めた。
ミナ－や国際協力支援機関（Ｊ ③ 平成１７年度に構築した「社会連携のための教員ディレクトリー一覧」の
ＩＣＡ，ＪＢＩＣ等）主催の研 社会貢献等の項目を利用して，国際開発協力関係のデータを抽出することを
修への積極的な参加をする。 検討することとした。

③ デ－タベ－スフォ－マットの
原案を作成する。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項

① 教育研究の高度化，個性豊かな大学づくりなどを目指した，教育研究活動面に ( )単位を実質化する講義法である システムを開発する「研究部門」15 e-Learning
おける特色ある取り組み を教育開発センターに設置し，アントレプレナーシップ専攻で展開している

システムを現代商学専攻及び学部で実施するための開発を進めてe-Learning
《学士課程》 いる。

( ) 早期卒業制度（３年間で卒業）及び大学院（修士課程又は専門職学位課程， ( )学生の学習の到達度を明示し，学習を促進するために， 制度の活用及び1 16 GPA
２年間）を組み合わせたシステムとして「学部・大学院（修士課程及び専門 成績評価基準について検討し，平成１８年度入学生から （５段階評価）GPA
職学位課程）５年一貫教育プログラム」を作成し，本学大学院の両専攻に進 を導入することとした。
学することを可能とし，シラバス及びホームページに掲載した。

( ) 「学部・大学院（修士課程及び専門職学位課程）５年一貫教育プログラム」2
に係る入試制度を整備すると共に，入学料及び検定料についても徴収しない 《大学院課程》
制度を整備した。 ( ) 商学研究科現代商学専攻に，本年度から 「商学コース」に言語センター教員1 ，

( ) 小樽商科大学同窓会（緑丘会）の協力を得て 「緑丘企業等セミナー」を小樽 が担当する英語関連科目を設置し，名称を「国際商学コース」に変更した。3 ，
の他に，札幌（本学札幌サテライト）で開催し内容の充実を図った。緑丘会 ( ) 商学研究科現代商学専攻の国際商学コースに，現職教員（社会人）が１名入2
の支援を得て緑丘会「就職活動支援融資」を制度化した。緑丘会との共同事 学し，夜間の講義時間帯である６，７講目に英語関連科目を配置し，札幌サ
業として「緑丘『公務員受験対策講座 」を札幌サテライトに開設した。 テライトで授業が受けられるよう配慮した。』

( ) 就職支援事業の一環として，緑丘会賛助会員学生を対象にした緑丘会「就職 ( ) 国立大学法人１２大学経済学部・経営学部（本学の他に，福島大学，埼玉大4 3
， ， ， ， ， ， ，活動支援融資」(一人 万円まで)を発足させた。 学 横浜国立大学 富山大学 信州大学 滋賀大学 和歌山大学 山口大学10

， ， ） 「 」( ) 新入生を対象に，シカゴ大学教授ノーマ・フィールド氏を招いて「冒険の質 香川大学 長崎大学 大分大学 間における 社会人大学院学生転入学制度5
－４年間いかに過ごしてきたか－」をテーマとして，講演会を開催した。 を導入し，社会人学生転入学者選抜要項，検定料・入学料の不徴収制度を整

( ) 本学独自のインターンシップ・プログラムに加えて，本学以外の企業等が行 備した。6
うインターンシップ（学外研修）を本学におけるインターンシップの履修と ( ) 商学研究科アントレプレナーシップ専攻の学力試験に， ， 試験4 TOEFL TOEIC
みなすこととするため，必要な事項について検討を行い制度化した。 の外部試験を導入し， 等３機関が実施する日本語能力試験等の成績をJETRO

( ) 平成１７年度の本学企業開拓によるインターンシップ実施状況は，４２企業 出願資格とした。7
において９７名の学生が参加した。 ( ) 商学研究科アントレプレナーシップ専攻に，留学生のために日常生活や学業5

( ) 教育開発センター学部・大学院教育開発部門インターンシップ専門部会にお の支援をする「留学生学外相談員」制度を導入し，平成１８年度に外国籍２8
いて，平成１０年度からのインターンシップを自己点検し，報告書原案「本 名のＭＢＡ入学予定者を受け入れた。
学のインターンシップと今後のあり方」を作成した。 ( ) 商学研究科アントレプレナーシップ専攻に，企業等組織からの推薦入試制度6

( ) 平成１７年度入試広報・高大連携事業計画を策定し，札幌・旭川においてポ を導入し，平成１８年度入試から実施した。組織から５名が推薦され３名が9
スターセッションを中心とした大学説明会（オープンユニバーシティ ，大学 合格した。）
を開放して行う進学説明会であるオープンキャンパス，高校に出向く出前講 ( ) 商学研究科現代商学専攻の学力試験に， ， ，経済学検定試験の7 TOEFL TOEIC
義，本学紹介のための高校訪問（進学説明会等）を実施した。 外部試験を導入した。
大学説明会 オープンユニバーシティ に 札幌では１９５名 旭川３２名 ( ) 商学研究科現代商学専攻の「経済学コース 「国際商学コース 「企業法学（ ） ， ， ， 」， 」，8
が参加し，オープンキャンパスには，８１７名が参加した。また，出前講義 コース 「応用社会情報コース」において，学生の履修計画に資する「履修」，
は１５高校で行い，高校訪問は北海道・北海道外で４２高校，進学説明会は モデル」を設定した。

， 。出版社及び高校主催で２４回開催し １８高校からの本学への訪問があった
， 。( )札幌市内の高校で１～３年生４５人に対し ５日間の夏期連続講義を行った10

( )札幌市内の２高校と協力し社会科学に関する入門書として，平成１６年度は 《研究等》11
「わかる経営学 ，平成１７年度に「美しい経済学 「守る！企業法学」の３ ( ) 外部資金獲得に関する基本情報の発信のため，企業等と大学における研究協」 」， 1
冊を発行した。 力制度についての解説と各制度の受け入れ実績を掲載した「産学連携マニュ

( )本学に入学実績のある高校（２００校）に大学案内用ＤＶＤ及び３冊の入門 アル」を作成し，ホームページに掲載した。12
書を配付し，ＰＲを行った。 ( ) 知的財産の管理という観点から 知的財産の機関帰属・機関管理を定めた 国2 ， 「

( )本学学生の経済支援策として，本学のメインバンクである北洋銀行と本学の 立大学法人小樽商科大学職務発明等規程」を制定し，併せて，本学の知的財13
間で，低金利の教育ローンに関する協定を締結した。 産の取扱いに関する方針等を示した「国立大学法人小樽商科大学知的財産ポ

( )本学担当教員と同窓会との連携のもとに，様々な分野で活躍している１４名 リシー」を作成した。14
，「 （ ， ）」の本学卒業生を講師に迎えて 総合科目Ⅱ エバーグリーン講座 ２単位

を開講した。平成１７年度は３２６名が履修した。
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( ) 科学研究費補助金の申請件数増加を図るため，組織的に取り組み，学内説明 ウ １～４年次生に対して前期に（履修登録を行わなかった者 ）3 。
会を実施し，申請率は４５．４％となり，学内全体で目標とされていた４５ 履修指導を行うこととなった。また 「履修指導マニュアル」の内容等につい，
％を達成した。 て，検討の上作成し，後期から導入した。

( ) 教員の研究活動全般を網羅するための「研究者情報データーベース」の構築 ( ) 基礎科目（知の基礎系）の見直しを行い，高校から大学への接続を目的とす4 5
を開始し，平成１８年３月に完成した。６月に教員に対し新規データ入力の る科目群として再確認し，授業計画も立てやすくするため以下のように科目
ための説明会を実施した。 の再編統合を行った。

( ) 北海道東海大学並びに札幌医科大学と文理融合型連携協力に関する大学間協 ア 昼間コースにおいて，大学で学ぶことの意義をとらえる科目に再編するた5
定を締結し，共同研究を開始した。 め 「学問原論」と「総合科目Ⅰ」を合わせて「総合科目Ⅰ ，社会科学の導， 」

( ) 平成１７年９月に「第１回地域共同研究センター定期情報交換会 （メンバー 入を目的とした科目に再編するため「現代社会の諸問題Ⅰ・Ⅱ」を合わせて6 」
：小樽商科大学ビジネス創造センター，福島大学地域創造支援センター，滋 「総合科目Ⅱ ，キャリア・デザインを考えさせることを目的とした科目とし」
賀大学産業共同研究センター及び地域連携センター，特別参加：岩手大学地 て 「総合科目Ⅱ（エバーグリーン講座 」を「総合科目Ⅲ」とした。， ）

） ， 「 」 「 」域連携推進センター，札幌医科大学（産学連携センター仮称・準備中 ，北海 イ 夜間主コースにおいて 昼間コースと同様に 学問原論 と 総合科目Ⅰ
道東海大学地域連携研究センター）を開催した。 を合わせて「総合科目Ⅰ 「現代社会の諸問題」を「総合科目Ⅱ」とした。」，

( ) ビジネス創造センター（ＣＢＣ）の下に「北洋銀行企業再生寄附研究部門」 ウ 昼間・夜間主コースの教員免許状取得希望者のために，教職共通科目に３7
を設置し，北洋銀行より客員教授１名が着任し，企業再生に関する研究に着 ・ ４年次配当の「情報機器概論」を設置した。
手した。 ( ) 留学生に対する広報活動として，国内の日本語学校約２００校に大学案内及6

( ) 平成１８年２月にビジネス創造センター（ＣＢＣ）セミナー「大学の地域貢 び私費外国人留学生募集要項を送付し，ＰＲを行い，入試に関する事項につ8
献活動」を，同年３月に札幌医科大学の研究成果であるシーズに本学のマネ いて中国語のサイトを作成した。また，外国人学生のための進学説明会（横
ジメント・ノウハウを融合し，新たな事業の可能性を提供する「マッチング 浜市）に参加し，留学生の受け入れ体制等について説明した。
・フォーラム」を開催した。 ( ) 授業科目のオリエンテーションについて，従来，前期の段階で１回のみの実7

施をしていたが，本年度から前期及び後期において，授業開始から最初の１
週間をオリエンテーション期間と位置づけ，各授業科目の第１回目の授業時

② 大学の置かれている状況や条件等を踏まえた，教育研究活動を円滑に進めるた 間を利用して前半と後半に各２回を実施した。
めの様々な工夫

《学士課程》 《大学院課程》
( ) 知の基礎系科目である基礎ゼミナールの運用方法について審議し， ( ) 「学生表彰に関する申合せ」の改正を行い，大学院における成績優秀者の選1 1
ア 図書館での各種文献や資料の検索と利用の仕方， 考基準を追加し，奨学金給付制度についても，大学院１年次の学業成績によ
イ 情報処理センターの利用とパソコンやインターネットの活用法， り，大学院の成績優秀者３名に奨励金を給付する制度案を作成した。
ウ 文献を読み，また，人の話を聞いて，その内容を理解すること， ( ) 平成１７年度入試から，英語専修免許状を取得しようとする社会人のための2
エ 論理的にものを考え，人前で明瞭に意見を述べること， 特別選抜を実施した。社会人のための特別選抜に２名が受験し，１名合格し
オ 教員が指定した書式に従って，正確で分かりやすくレポートやレジュメを た。
作成すること
という共通の教育目標を設定するとともに担当教員に周知し，全学で協力し
て実施することとした。 《研究等》

「 」 ， ，( ) 夜間主コースの授業を，社会人のための再教育・生涯学習の場として積極的 ( ) 既存の 小樽商科大学・北海道地域連携協議会 のあり方を検討し 北海道2 1
に位置付け，通常の授業に参加する形の「通常授業公開講座」として，社会 札幌市，小樽市の３自治体に，新たに札幌商工会議所，小樽商工会議所，北
人に開放した結果，前期科目：１５科目に２９名，後期科目：１１科目に１ 海道中小企業家同友会を構成員に加え，名称を「小樽商科大学地域連携協議
４名，通年科目：１０科目に２６名，延べ３６科目に６９名が受講した。 会」に変更した。平成１８年２月に「第３回小樽商科大学地域連携協議会」

( ) 語学の公開講座を開講し，前期は 「外国人による集中英会話（前期 （受講 を開催し 「大学の地域貢献活動－大学も地元を元気にする」というテーマの3 ， ）」 ，
者数１４名 「外国人による集中中国語会話 （受講者数１０名 「外国人に もとに連携事業として「小樽商科大学地域貢献セミナー」を開催した。）， 」 ），
よる集中韓国語講座 （受講者数１６名 「外国人による集中ロシア語会話」 ( ) 小樽商科大学後援会助成事業において，長期海外派遣１名，短期海外派遣１」 ）， 2
（受講者数８名 「外国語としての日本語とその教授法 （受講者数６名 ， 名を決定した。）， 」 ）
後期は「外国人による集中英会話（後期 （受講者数８名）を実施した。 ( ) 国内研究員制度を整備するため 「国立大学法人小樽商科大学国内研究員派遣）」 ，3

( ) 履修指導教員による履修指導の時期及び役割について 検討・見直しを行い 規程」及び「国立大学法人小樽商科大学国内研究員受入規程」を制定し，客4 ， ，
ア １・２年次生に対して後期に（前期に８単位以上不合格の者を対象 ， 員研究員制度に関して 「国立大学法人小樽商科大学客員研究員受入規程」を。） ，
イ ２年次生に対して前期に（１年次での修得単位が１６単位未満の学生， 制定した。
３年次に進級できなかった学生を対象 ，。）
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( ) 教員研究費の傾斜配分の評価項目に，新たに，地域社会に対する貢献として4
高大連携事業における講義担当実績を加えた。

( ) 北海道における医療経営等に関しての調査研究を行う「北海道ヘルスケア・5
マネジメント研究会」を，遠隔教育の経済性評価に関する実証研究を行うこ
とを目的に，社会人（教育関係者）をメンバーとする「遠隔教育研究会」を
立ち上げた。

( ) 本学教員の社会貢献対応事項について調査するために，各教員の社会貢献対6
応事項について情報収集を行い 「小樽商大教員社会連携のための教員ディレ，
クトリー」として取り纏め，本学ホームページに掲載し，積極的に外に向け
て広報する体制を整えた。

( ) 「街の振興と活性化」をテーマとして 「一日教授会」を開催した。市民，市7 ，
内経済界，市関係者，学生，教職員等約１７０名が参加し，市長，小樽商工
会議所副会頭，本学卒業生により，それぞれの立場から大学に対する提言を
してもらい 「小樽の活性化のために大学が何をすべきか」を市民とともに考，
え，意見交換を行った。

( ) 平成１８年２月にビジネス創造センター（ＣＢＣ）セミナー「大学の地域貢8
献活動」を，同年３月に札幌医科大学の研究成果であるシーズに本学のマネ
ジメント・ノウハウを融合し，新たな事業の可能性を提供する「マッチング
・フォーラム」を開催した。
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
１ 運営体制の改善に関する目標

（１）効果的な組織運営に関する基本方針中
① 学長がリーダーシップを発揮しつつ，全学的視野に立ち組織運営が可能となるよう学長を補佐する体制を整備する。期
② 学内の審議機関における適切な役割分担を行い，効率的な運営組織，運営体制を確立する。目
③ 事務組織が学長以下の役員等を直接支える機能を備え，大学運営の企画立案に積極的に参画する体制を整備する。標
④ 広く学外の専門家・有識者を運営組織に登用し，国民への説明責任，意思決定プロセスの透明性を確保する。
⑤ 北海道国立７大学の連携を推進する。

（２）戦略的な学内資源配分の実現等に関する基本方針
学内全体の業務運営体制を見直し，適切な予算管理システム及び会計システムを構築し，目標管理を徹底する。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【１３１】 【１３１－１】 執行部（学長，理事，事務局長）において，必要に応じ学長補
平成１６年度実施済みのため 佐を設置することが，学長が行う企画・立案，執行を補佐する体Ⅱ 業務運営の改善及び効率化 （ ，

平成１７年度は年度計画なし） 制として十分かどうか分析した結果，小規模大学であり必要とすに関する目標を達成するため
る課題に応じて適切な教員を学長補佐に任じ，学長補佐の下に課にとるべき措置
題別検討組織を設ける現行の方法で特に問題はないとの結論を得１ 運営体制の改善に関する目
た。標を達成するための措置

(１)全学的な経営戦略の確立に
関する具体的方策

学長の発案に対して，全学
的な観点から検討し，企画立
案するために，平成１６年度
に学長を補佐する組織を設置
する。

， ， ，【１３２】 【１３２－１】 Ⅲ 他機関における法務 財務 労務に関する情報をＨＰなどで収集し
， ， ， ， ，(２)運営組織の効果的・機動的 他の機関における法務 財務 調査を進めているが 現状では 労務に関しては総務課で職員の人事

な運営に関する具体的方策 労務に関する組織運営について 勤務時間関係の業務を，企画・評価室で就業規則関係の業務を行って，
① 法務，財務，労務に関わる 具体的処理方法等の情報収集を いる。
高度な専門性を必要とする担 する。
当部門について検討を行う。

【１３３】 【１３３－１】 （平成１６年度実施の後，２年ごとに各種委員会のあり方について見
② 運営組織の変革に伴い，平 平成１６年度実施済みのため 直すこととしている ）（ ， 。
成１６年度に既存の各種委員 平成１７年度は年度計画なし）
会のあり方を見直す。

【１３４】 【１３４－１】 （今後も委員会の構成員に事務職員を引き続き加えている ）。
（ ，(３)教員・事務職員等による一 平成１６年度実施済みのため

体的な運営に関する具体的方 平成１７年度は年度計画なし）
策

，① 各種委員会等の審議機関に
当該審議に係る所掌の事務職
員を構成員として配置する制
度設計を行う。

【１３５】 【１３５－１】 Ⅲ 「目標計画委員会」の構成員に事務局長を，教員配置の適正化検討
② 専門的知識を有する幹部職 運営組織に，幹部職員を参画 ワーキンググループの構成員に総務課長を加えた。
員が，積極的に法人運営に参 させる。 週１回の役員の連絡協議会に事務局長を構成員として加え，必要に
画できる運営体制を検討する 応じて課長等を加えることとした。。
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【１３６】 【１３６－１】 Ⅲ 有識者，専門家の登用を研究するため，他機関等の情報をＨＰなど
(４）学外の有識者・専門家の登 運営組織の担い手となる役職 で収集し，調査を進めている。
用に関する具体的方策 等に，有識者，専門家の登用に

運営組織への有識者・専門 ついて研究する。
家の登用について，適切な人
材を得るための制度を研究す
る。

【１３７】 【１３７－１】 （国立大学法人室蘭工業大学との教育面における連携協力について，
(５）国立大学間の自主的な連携 平成１９年度から実施のため 意見交換を行っている ）（ ， 。

・協力体制に関する具体的方 平成１７年度は年度計画なし）
策

北海道地区の学長会議及び
副学長会議等を開催し，意見
交換し，大学運営に反映させ
る。

【１３８】 【１３８－１】 Ⅲ 財務委員会予算計画ＷＧに外部の公認会計士を加えたプロジェクト
(６) 全学的視点からの戦略的な プロジェクトチームが平成１ チームを編成し，平成１６年度及び平成１７年度における予算編成及

学内資源配分に関する具体的 ７年度予算の編成及び実行に当 び執行実績を踏まえ，今後の予算管理の在り方，財政計画の策定方針
方策 たっての問題点を把握 検討し 等について検討を行い，今後の財源見通しを踏まえた中期的な財政運， ，
① 予算管理システム導入及び 財務委員会へ必要な提言を行う 営に関する基本方針を策定した「第１期中期計画期間中における財政。
実施のための組織整備 計画について」としてとりまとめ，成案を得た （ 附属資料編」Ｐ４。「
ア．平成１６年度に予算編成 ２～４８参照）

方針の策定支援，予算原案
の調整，予算実績の差異分
析等を担当する事務組織を
設け，また，予算案の審議
及び調整する委員会を設置
する。

イ．適切な予算管理システム
設計のため，管理会計等専
門分野の人材を，外部を含
めて参画させたプロジェク
トチームを平成１６年度に
発足させる。

【１３９】 【１３９－１】 Ⅲ 平成１６年度に引き続き，学長が策定した予算編成方針に基づき，
② 戦略的な予算編成 学長による本学全体の戦略的 部門別に申請される予算要求を査定・配分する方法により平成１７年

毎年，学長が戦略的な見地 見地からの予算編成方針の下に 度当初予算を編成し，実行した。また，平成１６年度決算剰余金を財，
， ，から予算編成方針を提示し， 平成１７年度予算を編成し実行 源とする補正予算についても 学長が策定した予算編成方針に基づき

上記①の委員会で各部門から する。 アスベスト除去対策を中心とした補正予算を編成し，実行した。
の部門予算原案との整合性に
ついて企画・立案を行う。

【１４０】 【１４０－１】 Ⅲ 平成１６年度に実施した半期毎の予算執行状況の調査・検証につい
③ 予算の効率的・効果的な実 平成１７年度の実行予算につ て，平成１７年度は４半期毎に執行状況調査を行うこととし，財務委
施 いて，随時，実績との差異を把 員会予算計画ＷＧにおいて検証した。その結果，各部門において概ね

予算実績比較をできるだけ 握し，適切な是正措置をとる。 計画に沿って執行されていることを確認した。
短期に行い， （ 計PDCA Plan
画ー 実施ー 差異分Do Check
析ー 是正措置）の徹底Action
を図る。
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【１４１】 【１４１－１】 Ⅲ ① 平成１６事業年度に係る財務諸表，決算報告書，事業報告書，監
(７)内部監査機能の充実に関す ① 本学の財務諸表等をホーム 事及び会計監査人の監査報告書を本学ホームページに 掲載した。
る具体的方策 ページに掲載する。 ② 法人設立時に作成した「会計処理マニュアル」について，財務会

「 ， 。① 適正な会計制度の導入 ② 平成１６年度に制定した 会 計業務の経験を踏まえて より詳細な内容のマニュアルに改訂した
会計規程に基づいた本学全 計処理マニュアル を見直し また，平成１６事業年度決算業務及び平成１７年度中間決算業務を」 ，

体の業務及び財産の実態を把 より詳細な内容に整備すると 踏まえて「決算処理マニュアル」を新たに作成し，関係職員に配付
握し，適切な内部牽制制度を 共に 「決算処理マニュアル」 した。，
確立する。 を作成する。

【１４２】 【１４２－１】 Ⅲ 前年度に引き続き，監事，会計監査人及び経営監査室による監査会
② 内部監査のための組織の設 平成１６年度に設置した経営 議を開催し，監査方針，監査内容等について協議し，協議結果を踏ま
置 監査室の監査機能の充実を図る えて各役割に応じた監査を行った。。

業務の内部監査機能を充実 監査の実施手続に関する指針や，監査結果に対する評価基準を具体
するため，業務執行部門から 的に示した「内部監査手順書」を作成し，本学の内部監査方法の充実
独立した学長直属の組織を平 を図った （ 附属資料編」Ｐ２８～３８参照）。「
成１６年度に設置する。 定期監査（２回）に加え，平成１７年度は会計処理に関する随時監

査を実施し，監査の充実を図った。
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
教育研究組織の見直しに関する目標２

教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直し等に関する基本方針中
教育研究の必要性に応じて学部・大学院の教育研究組織を見直していく。期

目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【１４３】 【１４３－１】 Ⅲ 平成１７年度の委員会の活動状況における問題点，今後の課題を教
学内の各種委員会における検 育研究評議会で報告し，平成１８年度の委員会活動に資することとし２ 教育研究組織の見直しに関

討課題を集約し，教育研究組織 た。する目標を達成するための措
上の問題点・課題を常に把握す 教育開発センターに， システムを開発するために「研究部置 e-Learning

(１)教育研究組織の編成・見直 るとともに，組織の再編・見直 門」を設置し，助手，事務職員（非常勤）を配置した。
しのシステムに関する具体的 しの必要性について検討する。
方策

各種委員会等の学内組織に
おいて学部及び大学院におけ
る教育課程，入学者選抜及び
研究体制の課題・問題点を恒
常的に研究しつつ，必要に応
じて組織の編成・見直しを行
う。

【１４４】 【１４４－１】 （教育研究組織の見直し等は，以後必要に応じて検討する ）。
（ ，(２)教育研究組織の見直しの方 平成１６年度実施済みのため

向性 平成１７年度は年度計画なし）
１８歳人口の減少，国際化

等の大学をめぐる環境の変化
に伴う，学部及び大学院にお
ける教育のありかたの変化に
合わせて，教育研究組織も見
直しを行う。
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
３ 人事の適正化に関する目標

（１）戦略的・効果的な人的資源の活用に関する基本方針中
① 教育・研究活動の全般にわたって，教員が常により高いインセンティブを持ち続けることができるシステムを構築する。期
② 事務職員の専門性の向上を図るため，必要な研修を受ける機会を確保する。目

（２）非公務員型を生かした柔軟かつ多様な人事システムの構築等に関する基本方針標
多様な採用方法，勤務形態及び職務に応じた定年制等，柔軟な人事システムを構築する。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【１４５】 【１４５－１】
（ ，３ 教職員の人事の適正化に関 平成１８年度から実施のため
平成１７年度は年度計画なし）する目標を達成するための措

置
(１)人事評価システムの整備・

活用に関する具体的方策
① 教員がインセンティブを高
めるのに資するシステムとい
う観点から，教員の人事評価
システムを検討する組織を設
置する。

【１４６】 【１４６－１】 Ⅲ 国立大学協会の研修計画を基に，派遣スケジュールを作成し，大学
② 事務職員の能力開発や専門 新国立大学協会が企画する研 マネージメントセミナ－Ⅰ，Ⅱに９名，大学トップマネージメントセ
性向上のための研修を「新国 修に参加する制度を確立する。 ミナーに１名，トップセミナーに２名，大学職員マネージメントに４
立大学協会」等と連携して実 名が参加した。
施する。

【１４７】 【１４７－１】 Ⅲ 事務職員を採用する場合の任用の原則について検討し，以下のとお
(２)柔軟で多様な人事制度の構 本学が求める人材を採用すべ り任用方針として決定した。
築に関する具体的方策 くジェンダーバランスに十分配 ア ジェンダーバランスについては，本学は１７％程度と低くはな
① 事務職員のジェンダーバラ 慮するとともに，機動性，戦略 いが，教員の目標値である２０％を参考としながら，能力が同等
ンスに十分配慮するとともに 性，柔軟性に富む任用システム であれば積極的に女性職員を採用する。，
機動性，戦略性，柔軟性に富 を検討する。 イ 国立大学法人統一採用試験合格者を採用することを原則とする
む任用システムを検討し，実 が職種の専門性が高い場合は，積極的に採用できることとする。
現を図る。 ウ 定年までの生涯雇用が原則であるが，必要な期間だけ任期を付

して採用できることとする。
エ 本学の理念・目標実現のために必要な人材を長期的な展望をも
って採用する。

また，民間経験のある者が在職者とほぼ同程度の給与を得ることが
できる給与体系に変更するため，本学の就業規則を改正した。

【１４８】 【１４８－１】 Ⅲ 教員に係る裁量労働制導入のため，２月に教員説明会を実施し，労
② 種々の職務の特殊性に鑑み 職務に応じた勤務形態を実施 使協定を締結の後，平成１８年度に実施する。，
多様な勤務形態が可能となる する。
よう検討し，実現を図る。
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American Economic【１４９】 【１４９－１】 Ⅲ ① 経済学科の教員採用に当たって外国の学会誌(
(３)任期制・公募制の導入など ① 国際公募を含む現行の公募 ）に公募を掲載し国際公募を行った。Association

教員の流動性向上に関する具 制を維持する。 ② 学外の研究者を受け入れるために，客員教授の称号を授与する制
体的方策 ② 客員教授制度等の任用制度 度を制定した 「北洋銀行企業再生寄附研究部門」の教員に客員教。

国際公募を含む現行の公募 及び任期制の基準について， 授の称号を授与した。
制を維持する。また客員教授 専門 委員会を設け検討する 任期制の基準について，専門委員会（教員配置の適正化 ）を。 WG
制度等の任用制度及び任期制 設置し，定期的(７回実施）に開催し検討したが，成案は得られな
の基準について，平成１７年 かった。
度末までに専門委員会を設け
検討する。

American Economic【１５０】 【１５０－１】 Ⅲ 経済学科の教員採用に当たって外国の学会誌(
(４)外国人・女性等の教員採用 必要に応じて外国の学術雑誌 ）に公募を掲載し国際公募を行った。Association
の促進に関する具体的方策 等を媒体とした国際公募を実施
① 外国の学術雑誌等を媒体と する。
した国際公募を促進する。

【１５１】 【１５１－１】 Ⅲ 専門委員会（教員配置の適正化 ）を設置し，検討した結果，平WG
② 教員のジェンダーバランス ジェンダーバランスに関する 成２０年度末までに教員のジェンダーバランスを２０％とする結論を
を改善するために目標値を設 目標値を設置する。 得た。
定し，設定後，３年毎にその
成果について評価する。

【１５２】 【１５２－１】 （公募書類にジェンダーバランス，福利厚生面について記載すること
③ 公募書類に，ジェンダーバ 平成１８年度から実施のため とした ）（ ， 。
ランスの改善措置などを積極 平成１７年度は年度計画なし）
的に記載する他，福利厚生面
の拡充等教員の勤務に対する
支援体制を紹介する。

【１５３】 【１５３－１】 Ⅲ 事務職員は国立大学法人統一採用試験合格者を採用することを原則
た(５)事務職員等の採用・養成・ 教育研究を支援するための人 としているが，採用予定職種において高い専門性が必要と判断され

人事交流に関する具体的方策 材及び特殊な能力・技能が必要 場合は，専門知識を持った職員を国立大学法人統一採用試験合格者以
① 一般的に行われる職員採用 な業務について検討する。 外から積極的に採用することとした。
試験とは別に，教育・研究に 国際企画課に，語学（英語）のスペシャリスト（係長１名，専門職
関する施策を実施する上で必 １名）を採用した時は，下記の手順により採用を行った。
要な特殊な能力・技能を持っ 公募を原則とし，ハローワーク・一般求人誌で求人を行いその能力
た事務職員を，法人独自の判 を証明させるため，最低限の資格として の点数を要件とし，要TOEIC
断で民間等から選考採用する 件を満たしている者に対して，関連専門分野の本学教員が作成した筆
ために必要な制度を検討する 記試験及び得点上位者に対して面接を行った。。

今後，一般的に行われる職員採用試験とは別に，教育・研究に関す
る施策を実施する上で必要な特殊な能力・技能を持った事務職員を採
用する場合上記の手順と同様に選考を行う。

【１５４】 【１５４－１】
（ ，② 教育行政，大学経営等に関 平成１８年度から実施のため

する知識・経験が豊富な人材 平成１７年度は年度計画なし）
を養成し，あるいは登用する
ために，民間企業，他の独立
行政法人，政府各省庁等との
人事交流における制度上の諸
問題を研究する。
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【１５５】 【１５５－１】 （組織編成を含めた財政面を点検・調査するために「財政問題担当学
(６)中長期的な観点に立った適 平成１８年度から実施のため 長補佐（教員３人 」を設置し，検討結果を「財政問題に関する報告（ ， ）

切な人員（人件費）管理に関 平成１７年度は年度計画なし） 書」として学長に提言をした ）。
する具体的方策

本学にふさわしい組織編成
・重点整備についての方針を
定め，その進捗状況を評価す
る。

【１５６】 【１５６－１】 Ⅲ ワーキンググループを設置し，検討の結果，託児所設置のニーズは
(７)教職員の勤務環境の整備に 平成１６年度に実施したニー 大きくなく，現時点の設置は見送り，授乳施設等の設置について，今
関する具体的方策 ズ調査の結果に基づきワーキン 後検討することとした。

託児所設置を含む，教職員 ググループを設置し，コスト上
が働きやすい環境について検 の観点も考慮に入れて働きやす
討する。 い環境について再検討する。
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
４ 事務等の効率化・合理化に関する目標

（１）事務処理の効率化・合理化に関する基本方針中
① 複数大学による共同業務処理を推進する。期
② 効率化・合理化を図るためのＩＴ化及び外注化を推進する。目

（２）事務組織の機能・編成の見直しに関する基本方針標
① 政策・企画立案機能の強化・充実

学長の政策決定を支え，企画立案機能を強化するための機能，組織の見直しを行う。
② 事務職員の資質，能力の向上のための研修及び人事システムを確立する。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

（ ，【１５７】 【１５７－１】 北海道地区国立大学法人等職員統一採用試験実施委員会に事務局長
平成１６年度実施済みのため 同委員会作業部会に総務課長が委員となっている ）４ 事務等の効率化・合理化に （ ， 。

平成１７年度は年度計画なし）関する目標を達成するための
措置

(１)複数大学による共同業務処
理に関する具体的方策
① 平成２０年度末までに事務
系職員の採用・養成・研修及
び人事交流についての共同業

。務処理のシステムを完成する

【１５８】 【１５８－１】 Ⅲ 大阪及び名古屋において，道内国公立大学１０校による進学説明会
② 志願者数の確保等のための 北海道地区国公立大学で組織 を，河合塾で開催し，約２００名の参加を得た。
大学説明会等を共同で実施す する「北海道進学コンソーシア
るシステムについて検討する ム」において，大阪等地区にお。

いて入試広報を実施する。

【１５９】 【１５９－１】 Ⅲ 外注化促進のため，外注化検討ワーキングを設置し，洗い出した業
(２)業務のアウトソーシング等 外注化に適した業務の洗い出 務の外注化による効果や費用面について検討を行った。その結果，給
に関する具体的方策 し結果に基づき，外注化を促進 与計算業務のアウトソーシングの実効性について検討を進めることと
① 効率化，合理化のための外 する。 した。
注化を推進する。

【１５９－２】 Ⅲ 課外活動施設及び大学会館の維持管理業務（屋内プールのボイラー
課外活動施設については，関 の運転，水質管理，冬場における除雪等）を外注化した。

係部署と協議して，維持管理業
務の外注化を図る。

【１６０】 【１６０－１】 Ⅲ 各種会議の開催通知・議事要旨のメール配信，広報誌・財務情報・
② 平成２０年度末までに，事 平成１６年度のＩＴ化，ペー 学内諸情報のホームページ掲載，教員や学生が学内のパソコンから直
務処理のＩＴ化，ペーパーレ パーレス化に該当する業務の洗 接データを入力し履修登録や成績の登録を行う学務情報システムの導
ス化を推進する。 い出し結果に基づき，予算措置 入等を行い，ＩＴ化・ペーパーレス化の推進を図った。また，会議資

， 。を含めた実施計画を策定し，実 料参照システムの利用による資料削減 事務の効率化の検討を行った
現可能な業務から実施する。

【１６０－２】 Ⅲ 学生に対する利便性を考慮し，ホームページへの掲載時期を早め，
ホームページに掲載している 必要なページを見出しからすぐ探したりできるよう改善した。学生以

シラバスを使いやすさなどで充 外の外部者にも使いやすくできるように検討した。
実する。
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【１６０－３】 Ⅲ 各種証明書自動発行システムの機種を選定し，平成１８年度から稼
平成１６年度の各種証明書発 働させることとした。

行の自動化の検討結果を基に試
行する。

【１６１】 【１６１－１】 Ⅲ 平成１７年度は業務遂行状況について検討するため，各課長に業務
(３)事務組織の機能・編成の見 平成１６年度からの新事務組 遂行状況と人員配置についての調査を行った。
直しに関する具体的方策 織について，業務の遂行状況， その結果，概ね問題ないとの回答を得ているが，調査の過程で，他
① 全学的に組織及び職員配置 人員配置の適正性等について検 に問題提起，提案があるため今後検討することとした。
を見直し，学長の政策決定支 証し，必要に応じて改組等の検
援，企画立案，財務，地域貢 討する。
献，産学官連携，修学指導，
就職指導，入学者選抜等の業
務に重点的に対応できる組織
及び職員配置に改める。

「 」【１６２】 【１６２－１】 Ⅲ ① 本学独自の職員研修の実施計画である 事務系職員海外派遣研修
② 職員の資質・能力の向上 ① 本学が実施する独自の研修 により，海外語学研修に１名を派遣した。
ア．平成１７年度末までに， プログラムを実施する。 ② 国立大学協会の研修計画を基に，派遣スケジュールを作成し，大

国立大学法人の業務内容と ② 学外の研修プログラムに参 学マネージメントセミナ－Ⅰ，Ⅱに９名，大学トップマネージメン
適切に対応した職員の学内 加する制度を確立する。 トセミナーに１名，トップセミナーに２名，大学職員マネージメン
・外の研修プログラムを確 トに４名が参加した。
立する。

【１６３】 【１６３－１】 Ⅲ 職員の客観的評価制度を検討することとし，関係図書を購入し，事
イ．平成１８年度末までに， 職員の意欲を向上させるため 務職員の評価の例として，課長会において中央省庁で実施する予定の

職員の意欲を向上させるた の透明性のある人事システムに 評価制度の評価項目を配付した。
めの透明性のある人事シス ついて，調査を行い，人事シス
テムを確立する。 テムを検討する。
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項

① 法人化のメリットを活用し，大学運営の活性化などを目指した，財政，組織， ( ) 各種会議の開催通知・議事要旨のメール配信，広報誌・財務情報・学内諸情4
人事などの面での特色ある取り組み 報のホームページ掲載，教員や学生が学内のパソコンから直接データを入力

し履修登録や成績の登録を行う学務情報システムの導入等を行い，ＩＴ化・
( ) 平成１６年度に引き続き，学長が策定した予算編成方針に基づき，部門別に ペーパーレス化の推進を図った。また，会議資料参照システムの利用による1

申請される予算要求を査定・配分する方法により，平成１７年度当初予算を 資料削減，事務の効率化の検討を行った。
編成，実行し，平成１６年度決算剰余金を財源とする補正予算についても，
学長が策定した予算編成方針に基づき，アスベスト除去対策を中心とした補
正予算を編成し，実行した。 ⑤ 「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要

( ) 半期毎に実施していた予算執行状況の調査・検証について，平成１７年度は 領」別添１に掲げる観点に関係する取り組みの状況2
４半期毎に行い，各部門において概ね計画に沿って執行されていることを確
認した。 ○ 戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用が図られているか。

( ) 法人設立時に作成した「会計処理マニュアル」を，財務会計業務の経験を踏3
まえて，より詳細な内容のマニュアルに改訂した。また，平成１６事業年度 ( ) 執行部（学長，理事，事務局長）において，必要に応じ学長補佐を配置する1
決算業務及び本年度中間決算業務を踏まえて「決算処理マニュアル」を新た ことが，学長が行う企画・立案，執行を補佐する体制として十分かどうか分
に作成し，関係職員に配付した。 析した結果，本学は小規模大学であり，両理事（副学長兼務 ，事務局長が学）

( ) 前年度に引き続き，監事，会計監査人及び経営監査室による監査会議を開催 内の各種主要な委員会の委員長又は構成員となって効率的な学内運営を行っ4
し，監査方針，監査内容等について協議し，協議結果を踏まえて各役割に応 ていることから，必要とする課題に応じて適切な教員を学長補佐に任じ，学
じた監査を行った。 長補佐の下に課題別検討組織を設ける現行の方法で特に問題はないとの結論

( ) 監査の実施手続に関する指針や，監査結果に対する評価基準を具体的に示し を得た。5
た「内部監査手順書」を作成し，本学の内部監査方法の充実を図った。 ( ) 週１回の学長，理事，事務局長による連絡協議会を開催し，大学全体に関わ2

( ) 定期監査（２回）に加え，平成１７年度は会計処理に関する随時監査を実施 る情報交換（法人経営，課題の取り組み，学内行事等）を行っている。6
し，監査の充実を図った。

( ) 事務職員を採用する場合の任用の原則について検討し，以下のとおり決定し ○法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われているか。7
た。
ア ジェンダーバランスについては，本学は１７％程度と低くはないが，教 ( ) 学長が大学全体の戦略的見地から「予算編成方針」を策定し，その方針に基1

員の目標値である２０％を参考としながら，能力が同等であれば積極的に づき予算編成するとともに，大学総予算における全ての事業経費は，各事業
女性職員を採用する。 部門からの要求を予算編成方針により査定・配分する方法により実施した。

イ 国立大学法人統一採用試験合格者を採用することを原則とするが，職種 ( ) 学長裁量経費 千円(学長裁量経費 千円，学長政策経費 千2 95,376 85,376 10,000
の専門性が高い場合は，積極的に採用できることとする。 円)については，学長が補正予算財源として位置付けた上で 「年度計画を達，

ウ 定年までの生涯雇用を原則とするが，必要な期間だけ任期を付して採用 成するための緊急に実施すべき取り組み 「大学の活性化に大きく貢献する」，
できることとする。 ための組織的かつ特色ある取り組み 「施設等の補修で，緊急に実施すべき」，

エ 本学の理念・目標実現のために必要な人材を長期的な展望をもって採用 取り組み」に重点的に配分するとした「補正予算編成方針」を策定した。こ
する。 の編成方針に基づく各事業部門からの予算要求に対して学長が厳選のうえ，
また，民間経験のある者が在職者とほぼ同程度の給与を得ることができる 配分した（予算要求２４件に対し８件に配分 。また，事業終了後は実績報告）

給与体系になるよう，本学の就業規則を改正した。 書の提出を義務づけた （ 附属資料編」Ｐ１３～１４参照）。「
， 「 」( ) 昨年度に引き続き アントレプレナーシップ専攻の ＭＢＡサマーセミナー3

をインセンティブﾞ配分事業として実施し，収益 千円のうち 千円をア420 360
② 大学の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に進めるための ントレプレナーシップ専攻に還元した。
様々な工夫

○法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価を行い，必要に応じて資
( ) 本学独自の職員の研修実施計画である「事務系職員海外派遣研修」により， 源配分の修正が行われているか。1

海外語学研修に１名を派遣した。
( ) 各種証明書自動発行システムの機種を選定し，平成１８年度から稼働させる ( ) 事業年度当初に配分した予算及び補正予算については，１年間の執行計画に2 1

こととした。 対して四半期終了時毎に執行状況の調査と検証を行い，計画に対し大きな差
( ) 「北海道進学コンソーシアム」に参加し，大阪及び名古屋において，道内国 異のあった事業部門についてはヒアリングや是正勧告等必要な措置を行い，3

公立大学１０校による進学説明会を，河合塾で開催し，約２００名の参加を 適正な予算の執行に努めた。
得た。



- -50

国立大学法人小樽商科大学

○ 業務運営の効率化を図っているか。 ( ) 民間経験のある者が在職者とほぼ同程度の給与を得ることができる給与体系2
になるよう，本学の就業規則を改正した。

( ) 事務職員を採用する場合の任用の原則について検討し，以下のとおり決定し ( ) 本学の広報委員会に広報活動に関する助言や指導のため学外有識者１名，就1 3
た。 職対策専門部会に就職に関する助言や指導のため就職アドバイザー１名，ビ

ア ジェンダーバランスは，本学は１７％程度と低くはないが，教員の目標値 ジネス創造センター（ＣＢＣ）に，ビジネス創造のアドバイザーやコーディ
である２０％を参考としながら，能力が同等であれば積極的に女性職員を採 ネート活動に関し協力と助言のため，公認会計士，弁理士，技術士等の学外
用する。 協力スタッフとして１５名が参画している。

イ 国立大学法人統一採用試験合格者を採用することを原則とするが，職種の
専門性が高い場合は，積極的に採用できることとする。 ○監査機能の充実が図られているか。

ウ 定年までの生涯雇用を原則とするが，必要な期間だけ任期を付して採用で
きることとする。 ( ) 監事，会計監査人及び経営監査室による監査会議を開催し，監査方針，監査1

エ 本学の理念・目標実現のために必要な人材を長期的な展望をもって採用す 内容等について協議し，協議結果を踏まえて各役割に応じた監査を行った。
る。 ( ) 監査の実施手続に関する指針や，監査結果に対する評価基準を具体的に示し2
また，民間経験のある者が在職者とほぼ同程度の給与を得ることができる給 た「内部監査手順書」を作成し，本学の内部監査方法の充実を図った （ 附。「
与体系になるよう，本学の就業規則を改正した。 属資料編」Ｐ２８～３８参照）

( ) 各種会議の開催通知・議事要旨のメール配信，広報誌・財務情報・学内諸情 ( ) 定期監査（２回）に加え，平成１７年度は会計処理に関する随時監査を実施2 3
報のホームページ掲載，教員や学生が学内のパソコンから直接データを入力 し，監査の充実を図った。
し履修登録や成績の登録を行う学務情報システムの導入等を行い，ＩＴ化・
ペーパーレス化の推進を図った。また，会議資料参照システムの利用による ○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
資料削減，事務の効率化の検討を行った。

( ) 平成１７年度の委員会の活動状況を，問題点，今後の課題と共に教育研究評 ( ) 執行部（学長，理事，事務局長）において，必要に応じ学長補佐を配置する3 1
議会で報告し，平成１８年度の委員会活動に資することとした。 ことが，学長が行う企画・立案，執行を補佐する体制として十分かどうか分

( ) 平成１７年度は業務遂行状況について検討するため，各課長に業務遂行状況 析した結果，本学は小規模大学であり，両理事（副学長兼務 ，事務局長が学4 ）
と人員配置についての調査を行った。その結果，概ね問題ないとの回答を得 内の各種主要な委員会の委員長又は構成員となって効率的な学内運営を行っ
ているが，調査の過程で，他に問題提起，提案があるため今後検討すること ていることから，必要とする課題に応じて適切な教員を学長補佐に任じ，学
とした。 長補佐の下に課題別検討組織を設ける現行の方法で特に問題はないとの結論

を得た。
○ 収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか。 ア 財政面を点検・調査するため「財政問題担当学長補佐」として教授２名，

助教授１名を任命した。点検・調査の結果 「財政問題に関する報告書」をと，
( ) 平成１７年度の収容定員充足率は，以下の表のとおりである。 りまとめて学長に提言した。1

イ ペーパレス化等現行業務の実態を見直し，一層の合理化，効率化を図るた
め「業務改善担当学長補佐」として教授１名を任命した。検討の結果，平成学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率
１８年度から教授会資料の一部を紙媒体から電子媒体に変更した。なお検討(人) (人) (％)

商学部 昼間コース を継続している。１，８６０ ２，１５０ １１５．５９

３００ ３６８ １２２．６７夜間主コース
商学研究科 現代商学専攻

２０ １７ ８５．００
商学研究科 専攻アントレプレナーシップ

７０ ７７ １１０．００

・ 昼間コース，夜間主コースとも，卒業不可能者が多く在籍しているためであ
る。

※ 平成１８年度収容定員充足率は，商学部昼間コース ％，夜間主コース114.73
％，現代商学専攻 ％，アントレプレナーシップ専攻 ％で100.00 115.00 117.14

ある。

○ 外部有識者の積極的活用を行っているか。

( ) 本学の評価実施規程に基づき学外の意見を聴く方法として，経営協議会の学1
外委員に諮り，教育評価，研究評価等の評価項目を決定した。
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Ⅲ 財務内容の改善
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

外部研究資金その他の自己収入の増加に関する基本方針中
① 外部研究資金獲得のための組織及び仕組みを整備し，増額を図る。期
② 自己収入の増加策については，本学の教育・研究・社会貢献上のサービスの充実に資することを目的とし，費用対効果に配慮し目
つつ，実施する。標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【１６４】 【１６４－１】 Ⅲ 外部資金獲得に関する基本情報の発信のため，企業等と大学におけ
平成１６年度に成案を得た外 る研究協力制度についての解説と各制度の受け入れ実績を掲載したⅢ 財務内容の改善に関する目

部研究資金獲得システムの方針 「産学連携マニュアル」を作成し，ホームページに掲載した （ 附属標を達成するためにとるべき 。「
に従って外部資金の獲得に努め 資料編」Ｐ１１７～１２１参照）措置
る。 知的財産の管理という観点から，知的財産の機関帰属・機関管理を１ 外部研究資金その他の自己

定めた「国立大学法人小樽商科大学職務発明等規程」を制定し，併せ収入の増加に関する目標を達
て，本学の知的財産の取扱いに関する方針等を示した「国立大学法人成するための措置

(１)科学研究費補助金，受託研 小樽商科大学知的財産ポリシー」を作成した （ 附属資料編」Ｐ１１。「
究，奨学寄附金等外部資金増 ４～１１５参照）
加に関する具体的方策 科学研究費補助金の申請件数増加のために，組織的に取り組み，学
① 外部研究資金に関する情報 内説明会を実施した結果，申請率は４５．４％となり，学内全体で目
を収集し，学内に情報提供す 標とされていた４５％を達成した。

16るとともに 平成１６年度に 外部資金の獲得状況については，共同研究８件４，０１０千円（， ，
800 16 39,697申請や受け入れ等を支援する 年度３件 千円 受託研究２件７２ ３７１千円 年度４件）， ， （

専任の組織を整備する。 千円 ，委託事業４件９，７７５千円（ 年度１件 千円 ，寄附） ）16 3,150
金５６件４２，０９１千円( 年度 件 千円）となった。16 32 31,761

【１６５】 【１６５－１】 Ⅲ 企業等からの研究ニーズの調査のため，小樽商工会議所を通じてア
② ビジネス創造センターを中 企業・自治体とのネットワー ンケート調査を行い，調査結果から，企業等のニーズを検証した。得
心として，企業や自治体との クを通じて研究ニーズを汲み上 られた企業側のニーズに対し，本学の共同研究・受託研究の実績等か
ネットワークを組織化し，研 げ，外部研究資金獲得に向けた ら，本学が対応できる研究ニーズ（例：マーケティング，ＣＳ，ビジ
究ニーズを汲み上げるととも 研究提案体制を整備し，外部研 ネスプランなど）を検討した。
に，外部資金獲得可能な研究 究資金の獲得に努める。
を提案する体制を構築する。

【１６６】 【１６６－１】 Ⅲ ① 教員ディレクトリーから得られたデータは，研究者総覧の研究，
③ 本学の研究者，研究活動， ① 本学教員の研究，教育，社 教育のデータと共に，データベースの基礎データとして利用し，デ
研究成果等に関する情報をデ 会貢献等に関する情報のデー ータベース化の推進に繋がった。
ータベース化するとともに， タベース化を推進する。 ② 本学教員の社会貢献対応事項について調査するために，各教員の
共同研究，受託研究，奨学寄 ② 教員個別の社会貢献対応事 社会貢献対応事項について情報収集を行い 「小樽商大教員社会連，
附金等の獲得に結びつくよう 項について調査し，対外的広 携のための教員ディレクトリー」として取り纏め，本学ホームペー
な広報戦略を策定する。 報戦略について検討する。 ジに掲載し，積極的に外に向けて広報する体制を整えた （ 附属資。「

料編」Ｐ１１６参照）
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【１６７】 【１６７－１】 Ⅲ ① 施設有効利用及び地域社会への貢献の観点から，平成１７年４月
(２)収入を伴う事業の実施に関 ① 利用促進のため有効的な広 から札幌サテライトの学外貸出を開始し，併せて，学外利用者の利
する具体的方策 報を検討し，実行する。 便性の向上を図るため，利用状況や設備等の詳細（部屋見取図，備
① 学内資源，設備の開放によ ② サービス充実のための体制 品一覧，ＡＶ機器操作マニュアル）をデータ化しホームページ上に
る自己収入の増加方策 整備として，受付窓口の一本 公開した。また，小樽キャンパスの教室や体育施設についても，本
ア．通常の各種公開講座・セ 化を図る。 学と地域との連携・協力関係の発展を目的として開催している「一

ミナーのほか，情報処理セ 日教授会」の場において，施設概要や利用手続方法について一般市
ンターや言語センター等の 民へ広報を行った。
施設を活かした一般市民向 ② 宿泊施設を除く教育関係施設（教室，課外活動施設等）の施設利
け各種有料講習会を，妥当 用の受付窓口については，学務課に集約した。
な料金設定で企画し，受講
生を拡大する。

イ．教室・体育館・プール・
緑丘荘等の貸し付け範囲を
大幅に緩和し，妥当な料金

。設定により利用拡大を図る

【１６８】 【１６８－１】 Ⅲ 同窓会と共同で公務員を目指す学生のために，合格に必要な最重要
② 学生のニーズの高い簿記， 簿記，言語，情報処理，公務 科目を主とした有料による「公務員受験対策講座」２コース｛２年次
言語，情報処理等，検定試験 員講座等，検定試験向けの有料 生向１５ヶ月コース（受講者数９名 ，及び３年次生向６ヶ月コース）
向けの有料講座を，小樽キャ 講座の開設について，実施方法 （受講者数２６名 ｝を札幌サテライトにて開講した。）
ンパス及び札幌サテライトに ・内容を検討する。
開設する。

【１６９】 【１６９－１】 Ⅲ ① 平成１７年４月に株式会社北洋銀行から寄附金と客員教授を受け
③ 寄附講座等の設置 ① 株式会社北洋銀行から寄附 入れ，ビジネス創造センターの下に「北洋銀行企業再生寄附研究部
ア．専門職大学院等に寄附講 金及び客員教授を受け入れ， 門」を設置し，北海道における企業再生をテーマに研究を行った。

座を設置するため，企業等 ビジネス創造センターの下に ② 本学に始めて設置された「北洋銀行企業再生寄附研究部門」を受
へ具体的な講座を提案する 「北洋銀行企業再生寄 附研 入事例として，さらなる寄附講座等の受け入れを目指すため，本学
など 積極的に働きかける 究部門」を設置し，北海道に の広報誌「ヘルメスクーリエ第１０号」に北洋銀行企業再生寄附研， 。

， 。イ．ビジネス創造センター， おける企業再生をテーマに研 究部門の特集記事を掲載し 外部に向けて活動状況の周知を行った
専門職大学院等に特定目的 究を行う。 また，さらなる寄附講座の受け入れを目指し，ビジネス創造センタ
の基金について寄付が受け ② 本学に始めて設置された 北 ーのホームページに同寄附研究部門の活動状況を掲載し，積極的な「
られるよう努力する。その 洋銀行企業再生寄附研究部門 広報活動を行った。」
際，講座及び基金に寄付者 を受入事例として，本学の広
名や寄付企業名を付し，特 報誌，ホームページ等を通じ
典を提供するなどの制度を て積極的な広報活動を行い，
設ける。 さらなる寄附講座等の受け入

れを目指す。

【１７０】 【１７０－１】 Ⅲ 研究生・科目等履修生等の非正規生の増加を図るため，本学ホーム
④ 研究生・科目等履修生等， 効果的な広報活動を検討し， ページにおいて出願要項等を掲載した。
非正規生の増加を図るため， 実行する。
制度についての広報活動を積
極的に行う。
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Ⅲ 財務内容の改善
２ 経費の抑制に関する目標

経費の抑制に関する基本方針中
運営経費について，その使途，支出額等を総体的に分析し，効果的な削減，節減策を講じる。期

目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【１７１】 【１７１－１】 Ⅲ 外注促進のため，外注化検討ワーキングを設置し，洗い出した業務
外注化に適した業務の洗い出 の外注化による効果や費用面について検討を行った。その結果，給与２ 経費の抑制に関する目標を

し結果に基づき，費用対効果を 計算業務のアウトソーシングの実効性について検討を進めることとし達成するための措置
(１)管理的経費の抑制に関する 考慮の上，外注化を促進する。 た。
具体的方策
① 本学全体の業務を十分に分
析，吟味し，さらに外部委託
が可能な業務については，費
用対効果を考慮の上，外部委
託を推進する。

【１７２】 【１７２－１】 Ⅲ ① 各種会議の開催通知・議事要旨のメール配信，広報誌・財務情報
② 光熱水費，消耗品費，旅費 ① 事務処理のＩＴ化・ペーパ ・学内諸情報をホームページ掲載，教員や学生が学内のパソコンか
交通費等について，経費の抑 ーレス化に該当する業務の洗 ら直接データを入力し，履修登録や成績の登録を行う学務情報シス
制が可能な方策を見直し，該 い出し結果に基づき，管理的 テムの導入等により，ＩＴ化及びペーパーレス化の推進を図った。
当する経費は，あらゆる観点 経費の節減方法を検討する。 また，会議資料参照システムの利用による資料削減，事務の効率
からの節約削減策を講じる。 ② 使用エネルギーデータの更 化の検討を行った。

新を行い，実態を把握する。 ② 使用エネルギーデータの更新を行い実態の把握をした。一例とし
③ 省エネシステムへの更新を てボイラーの運転方法を見直し，重油，水，薬剤の使用量を削減し
検討する。 た。

④ 学生・教職員へ省エネ・省 ③ 体育館等の改築工事において，照明制御システムによる省エネシ
資源の啓蒙活動を行う。 ステムの一部試行を行った。

⑤ 光熱水量の１％削減を目指 ④ 施設課ホームページ等により 「省エネルギーについて 「参考， 」，
す。 通知文」を掲示し，省エネに関する啓蒙を行った。新任職員ガイダ

ンス時に，省エネに関する周知を図った。
⑤ 光熱水量のデータ収集・分析を行った。結果は，１％の削減を達

成した。
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Ⅲ 財務内容の改善
３ 資産の運用管理の改善に関する目標

資産の運用管理の改善に関する基本方針中
① 本学の立地条件に適した美しい，学生・教職員にとって快適で，環境に配慮したキャンパスの実現を目指す。期
② 資産の利用効率を改善し，適切な管理運用方法の工夫を行う。目
③ 百年建築を見据えた長期使用を前提とする施設の維持保全を実施し，教育研究環境の確保と施設の長寿命化を図る。標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【１７３】 【１７３－１】 Ⅲ ２号館（言語センター，情報処理センター，ビジネス創造センター
平成１６年度に行った施設の が利用している ）の実習室の利用状況を調査し，５室を４室に集約３ 資産の運用管理の改善に関 。

点検調査に基づいて，有効利用 することにより，生み出したスペースを「教育開発センター」の施設する目標を達成するための措
化を検討する。 に充て，有効利用を図った。置

(１)資産の効率的・効果的運用 宿舎については，空き宿舎が生じないよう，年２回の公募のほか適
を図るための具体的方策 宜入居者を募り，入居率が前年と比較すると７．３％増加した（入居
① 本学全体の資産を見直し， 率９１．７％ 。）
有効利用化を検討する。

【１７４】 【１７４－１】 Ⅲ ① 設備の効率的・効果的運用の観点から，情報処理センターの電子
② 施設・備品・実験用器具等 ① 平成１６年度に調査した調 計算機システムの更新にあたって，将来的に図書情報電子計算機シ
の共同利用が可能な資産は， 査データに基づいて，必要に ステムとの統合を前提とした賃貸借期間を，従来の４年間から５年
可能な限り共同利用し，利用 応じて資産のより効果的・効 間に変更の上，契約した。
効率の改善を図る。 率的な運用を図る。 ② 定期的に屋上ドレン周りの清掃，屋上防水の補修，屋根の補修等

② 平成１６年度に作成した維 を行い，施設の延命化を図った。
持管理原案に基づき，できる
だけ施設の延命化を図る。

【１７５】 【１７５－１】 Ⅲ ① 基本的なコンセプトであるキャンパスマスタープランのインフラ
③ 施設等を設置する際には， ① 大学として施設を整備する の整備計画の内容について，都市ガスが天然ガスに転換されたこと
キャンパスの美化に資するデ 際の基本的なコンセプトを見 に伴い見直しを行った。
ザイン，ソーラーパネルの設 直す。 ② 老朽化した施設である体育館等の改築，弓道場の改築を行った。
置等，環境への配慮，遊び談 ② 平成１６年度に引き続き， 周辺環境と調和する配置計画，車と人との動線区別のためのインタ
話空間等の快適さに十分配慮 快適空間のための環境整備を ーロッキングブロックの舗装，身障者対応の駐車場や歩道の整備な
し，また資金調達や管理面に 図る。 どにより，快適な空間のための環境整備を図った。
おいては， を導入する等PFI
の検討を行う。

【１７６】 【１７６－１】 Ⅲ 施設有効利用及び地域社会への貢献の観点から，平成１７年４月か
④ 学内施設を積極的に開放し 開放施設と設備をデータベー ら札幌サテライトの学外貸出を開始し，併せて，学外利用者の利便性，

， ， ， （ ， ，地域社会への貢献を図り，利 ス化し 有効的な広報を検討し の向上を図るため 利用状況や設備等の詳細 部屋見取図 備品一覧
用効率を改善する。さらに， 実行する。 ＡＶ機器操作マニュアル）をデータ化しホームページ上に公開した。
学内ホームページ等により， 小樽キャンパスの教室や体育施設についても，本学と地域との連携
開放状況を積極的に広報する ・協力関係の発展を目的として開催している「一日教授会」の場にお。

いて，施設概要や利用手続方法について一般市民へ広報を行った。

【１７７】 【１７７－１】 Ⅲ 「完成後１５年経過，延べ面積５００㎡以上」の建物を対象に劣化
⑤ 施設の要修繕箇所を把握し 平成１６年度の調査結果に基 状況を調査した結果，１２棟について改善が必要なことが分かり，そ，
計画的に懸案を解消するため づき要修繕箇所解消のための計 の費用の概算額を算出した。平成１８年度にそれらの改善計画を立て
優先順位を整理の上，適切な 画を検討する。 ることとした。
財源の確保や効果的な方策を
講じる。
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【１７８】 【１７８－１】 Ⅲ 施設修繕計画に基づき，既存施設の改修・修繕の年度計画案を作成
⑥ 潜在するリスクに対する予 平成１６年度に検討した施設 した。
防的な施設の点検，保守，修 の劣化防止を効果的に修繕する
繕等を効果的に実施する。 年度計画作成のための方針に基

づき，具体的な計画について検
討する。

【１７９】 【１７９－１】 Ⅲ 施設機能水準書（案）に基づき，体育館についてコストを検討し，
⑦ 施設の新増築や修繕の計画 平成１６年度に作成した施設 イニシャルコスト，ランニングコストを算出した
において，教育や研究・実験 機能水準書（案）に基づき，イ
レベルに見合った機能水準を ニシャルコスト及びランニング
設定し，イニシャルコスト及 コストの検討を始める。
びランニングコストについて
検討する。

【１８０】 【１８０－１】 Ⅲ 平成１６年度に集計，整理した工事等要望事項について，それらの
⑧ 平成１７年度末までに，施 平成１６年度に集計した聴取 改善に必要な費用の算出を行った。
設の巡回点検及び利用者の安 意見を参考に改善費用を算出す
全性，信頼性に関する意見聴 る。
取を実施し，その劣化状況・
修繕方法とこれに要する費用
の総額を把握する。



- -56

国立大学法人小樽商科大学

Ⅲ 財務内容の改善に関する特記事項

① 法人化のメリットを活用し，大学運営の活性化などを目指した，財政，組織， ( ) 設備の効率的・効果的運用の観点から，情報処理センターの電子計算機シス2
人事などの面での特色ある取り組み テムの更新にあたって，将来的に図書情報電子計算機システムとの統合を前

提とした賃貸借期間（従来の４年間から５年間）に変更の上，契約した。
( ) 外部資金獲得に関する基本情報の発信のため，企業等と大学における研究協 ( ) 各種会議の開催通知・議事要旨のメール配信，広報誌・財務情報・学内諸情1 3

力制度についての解説と各制度の受け入れ実績を掲載した「産学連携マニュ 報のホームページ掲載，教員や学生が学内のパソコンから直接データを入力
アル」を作成し，ホームページに掲載した。 し履修登録や成績の登録を行う学務情報システムの導入等により，ＩＴ化及

( ) 知的財産の管理という観点から 知的財産の機関帰属・機関管理を定めた 国 びペーパーレス化の推進を図った。また，会議資料参照システムの利用によ2 ， 「
立大学法人小樽商科大学職務発明等規程」を制定し，併せて，本学の知的財 る資料削減，事務の効率化の検討を行った。
産の取扱いに関する方針等を示した「国立大学法人小樽商科大学知的財産ポ ( ) 本学に初めて設置された「北洋銀行企業再生寄附研究部門」を受入事例とし4
リシー」を作成した。 て，さらなる寄附講座等の受け入れを目指すため，本学の広報誌「ヘルメス

( ) 科学研究費補助金の申請件数増加を図るため，組織的に取り組み，学内説明 クーリエ」及びビジネス創造センター（ＣＢＣ）のホームページに寄附研究3
会を実施し，申請率は４５．４％となり，学内全体で目標とされていた４５ 部門の活動状況を掲載した。
％を達成した。

4 16 800( ) 外部資金の獲得状況については 共同研究８件４ ０１０千円 年度３件， ， （
千円 ，受託研究２件７２，３７１千円（ 年度４件 千円 ，委託事業 ⑤ 「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要） ）16 39,697
４件９，７７５千円（ 年度１件 千円 ，寄附金５６件４２，０９１千 領」別添１に掲げる観点に関係する取り組みの状況16 3,150 ）
円( 年度 件 千円）となった。16 32 31,761

( ) 施設有効利用及び地域社会への貢献の観点から，平成１７年４月から札幌サ ○財務内容の改善・充実が図られているか。5
テライトの学外貸出を開始し，併せて，学外利用者の利便性の向上を図るた
め，利用状況や設備等の詳細（部屋見取図，備品一覧，ＡＶ機器操作マニュ ( ) 会議資料等については，開催通知や議事要旨のメール配信によりペーパーレ1
アル）をデータ化しホームページ上に公開した。 ス化を図るともに，併せて両面コピーの徹底を行うことにより印刷経費（複

( ) 小樽キャンパスの教室や体育施設について，本学と地域との連携・協力関係 写機使用料，コピー用紙）の縮減を図った。6
の発展を目的として開催している「一日教授会」の場において，施設概要や ( ) 通信運搬費の抑制を図るため，郵便物の集配送に宅配業者を新たに参入させ2
利用手続方法について一般市民へ広報を行った。 た。これにより従来と比べて年間約７８３千円の経費節減となった。

( ) 小樽商科大学同窓会（緑丘会）から本学へ，総額２４，０００千円の助成が ( ) 平成１７年度に札幌駅西口に移転した札幌サテライトにおいては，その優位7 3
行われ，教員の海外への長期，短期派遣を行う海外派遣事業，事務職員の短 な立地条件を活かした講義室・会議室等の有償による貸出を新たに行い，６
期語学研修を行う事務系職員研修事業，語学・交換留学及び留学生との交流 ５９千円の収入を得た。

， ，「 」，「 」，を行う国際交流事業，教員・学生の教育研究の助成を行う学術振興事業等に ( ) 財政問題担当学長補佐(教授２名 助教授１名)を任命し 人件費 物件費4
助成を行っている。 「環境問題」を主要なテーマとして，学内における問題点，その対策，今後

( ) 小樽商科大学同窓会（緑丘会）と共同で公務員を目指す学生のために，合格 新たに取り組む必要のある削減策等について検討を行った。また同補佐によ8
に必要な最重要科目を主とした有料による「公務員受験対策講座」２コース り行われた「業務の効率化，経費の削減，収入の増加」への取り組みに関す
（２年次生向１５ヶ月コース及び３年次生向６ヶ月コース）を札幌サテライ る学内アンケート結果を元に，実施可能案件については，関係する全ての部
トに開講し，本学学生から納入された受講料の一部が本学に還元された。 署において早期実現に向けての具体的対応策等を検討している。

( ) 小樽商科大学同窓会（緑丘会）と共同で 「緑丘企業等セミナー」を開催し，9 ，
約２００企業等から参加費一社３万円合計約６００万円を徴収して，本学の ○人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定等を
就職支援事業に充てた。 通じて，人件費削減に向けた取り組みが行われているか。

( )平成１７年４月に株式会社北洋銀行から寄附金と客員教授を受け入れ，ビジ10
ネス創造センターの下に「北洋銀行企業再生寄附研究部門」を設置し，北海 ( ) 本中期計画期間中における財政見通しを踏まえた中期的な財政運営に関する1

，「 」，「 」，「 」道における企業再生をテーマに研究を行った。 基本方針を策定するため 運営費交付金対象事業 外部資金 施設整備
( )商学研究科アントレプレナーシップ専攻の「ＭＢＡサマーセミナー」をイン の３つの予算区分を柱とした「第１期中期計画期間中における財政計画につ11

センティブﾞ配分事業として実施し アントレプレナーシップ専攻に還元した いて」を策定し 「行政改革の重要方針」である総人件費改革を鑑みた人件費， 。 ，
予算を含む支出予算計画の策定，外部資金の獲得努力の推進，施設整備計画

② 大学の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に進めるための の着実な推進を提言した （ 附属資料編」Ｐ４２～４８参照）。「
様々な工夫 ( ) 専門委員会（教員配置の適正化 ）において，教育支援体制を欠く学科に2 WG

学科事務サービスを行う体制について検討した。学科事務支援は，事務局が
( ) 本学教員の社会貢献対応事項について，各教員から情報収集を行い 「小樽商 行うこととし，具体的な方法について検討を行うこととなった。1 ，

大教員社会連携のための教員ディレクトリー」として取り纏め，本学ホーム
ページに掲載し，積極的に外に向けて広報する体制を整えた。
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○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。

( )「第１期中期計画期間中における財政計画について」を策定した。計画の内容1
は，今後の厳しい収入予算を現実的に見込んだ上で，支出予算の事項別にど
のように推移させるかを整理したものであり，平成１７年１２月の閣議決定
で要請されている人件費削減方法についても盛り込んだ （ 附属資料編」Ｐ。「
４２～４８参照）

( ) 外部資金の導入について，更に次のように積極的な取組を行った。2
ア 外部資金獲得に関する基本情報の発信のため，企業等と大学における研究協

力制度についての解説と各制度の受け入れ実績を掲載した「産学連携マニュ
アル」を作成し，ホームページに掲載した （ 附属資料編」Ｐ１１７～１２。「
１参照）

イ 本学教員の社会貢献対応事項について，各教員から情報収集を行い 「小樽商，
大教員社会連携のための教員ディレクトリー」として取り纏め，本学ホーム

， 。（「 」ページに掲載し 積極的に外に向けて広報する体制を整えた 附属資料編
Ｐ１１６参照）

ウ 知的財産の管理という観点から 知的財産の機関帰属・機関管理を定めた 国， 「
立大学法人小樽商科大学職務発明等規程」を制定した。

エ 知的財産の取扱いに関する方針を定め，もって知的財産の創作の促進，研究
成果の普及を図り，社会に貢献することを目的とする「国立大学法人小樽商
科大学知的財産ポリシー」を作成し，ホームページ上で公開し，外部資金の
獲得に繋がる体制を整備した （ 附属資料編」Ｐ１１４～１１５参照）。「

オ 科学研究費補助金の申請件数増加のために，外部資金獲得ワーキンググルー
， 。プで組織的に取り組んだ結果 申請率は ％となり目標の ％を超えた45.4 45

16 800カ 外部資金の獲得状況については 共同研究８件４ ０１０千円 年度３件， ， （
千円 ，受託研究２件７２．３７１千円（ 年度４件 千円 ，委託事業） ）16 39,697
４件９，７７５千円（ 年度１件 千円 ，寄附金５６件４２，０９１千16 3,150 ）
円( 年度 件 千円）となった。16 32 31,761
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Ⅳ 自己点検・評価及び情報の提供
１ 評価の充実に関する目標

（１）評価の充実に関する基本方針中
① 評価結果が大学運営の改善に積極的に活用されているかを正確に検証する。期
② 社会的に関心を持たれるような大学評価を行うことによって，本学における大学評価活動をさらに充実させる。目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

「 」【１８１】 【１８１－１】 Ⅲ 平成１６年度に作成した 自己点検・評価の実施事項及び評価項目
制度に基づき自己評価の実施 に基づき，経営協議会の学外委員の意見を聴いたうえで，教育評価，Ⅳ 自己点検・評価及び当該状

事項・評価項目を選定する。 研究評価等の評価項目を決定した。況に係る情報の提供に関する
研究評価については 「研究評価実施要項」を作成し，自己点検・目標を達成するための措置 ，

評価の実施体制を構築し，平成１８年度に実施することとした。１ 評価の充実に関する目標を
教育評価については，平成１８年度に「教育評価実施要項」を作成達成するための措置

(１)自己点検・評価の改善に関 し，実施することとした。
する具体的方策

平成１８年度末までに，評
価項目の選定について，広く
学内外の意見を聴取するため
の制度を構築するとともに，
緊急性・重大性・即効性の見
地から，評価の重点課題の選
定を行う。

【１８２】 【１８２－１】 （大学評価実施規程を一部改正し，評価結果をフィードバックするシ
(２)評価結果を大学運営の改善 平成１８年度から実施のため ステムを規定化した ）（ ， 。

に活用するための具体的方策 平成１７年度は年度計画なし）
① 平成１９年度末までに，評
価結果を大学運営の改善に活
用するためのフィードバック
・システムを構築する。

【１８３】 【１８３－１】 Ⅲ 大学基準協会 大学評価・学位授与機構で行われた認証評価結果 他， （
② 平成２０年度末までに，本 他大学等調査・データ収集を 大学分）及び文部科学省国立大学法人評価委員会で実施された「平成
学と同じような状況や立場に 行う。 １６事業年度に係る業務の実績に関する報告書 （他大学分）を収集」
あると思われるいくつかの大 した。本学と同じような状況や立場にある他大学に関する調査につい
学に対する評価結果を調べ， ては，評価結果等概要をホームページなどにより収集を行った。
本学の結果との比較検討を行
い，改善措置を講ずる。
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Ⅳ 自己点検・評価及び情報の提供
２ 情報公開等の推進に関する目標

（１）情報公開等の推進に関する基本方針中
① 大学の説明責任を果たし，社会のニーズに適切に対応した情報公開を積極的に推進する。期
② 大学の知的情報の電子情報化，データベース化を促進する。目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【１８４】 【１８４－１】 Ⅲ 広報を一元的に担当する事務組織である広報担当部門は，広報委員
広報委員会が策定した基本的 会が策定した広報戦略に基づき具体的な実施計画を作成した。２ 情報公開等の推進に関する

な広報戦略の下に広報担当部門目標を達成するための措置
(１)大学情報の積極的な公開・ は，種々の大学情報を一元的に

提供及び広報に関する具体的 整理・管理し，社会に対する情
方策 報公開の具体的な実施計画を立
① 本学の使命，教育内容，研 案する。

， ， ，究活動 社会貢献活動 入学
卒業後の進路等に関する情報
をはじめ，中期目標，中期計
画，財務内容，管理運営及び
第三者評価の評価結果の情報
等を種々の媒体を通じてわか
りやすく積極的に提供する。

【１８５】 【１８５－１】
（ ，② 情報公開及び広報活動の推 平成１６年度実施済みのため

進のための体制整備・充実を 平成１７年度は年度計画なし）
図る。
ア．様々な情報を適切かつ積

極的に公開・提供するため
の，基本的な広報戦略を策
定するため，学外者を含め
た情報公開を推進する委員
会を設置する。

イ．上記広報戦略を実施し，
学内の様々な情報をわかり

，やすく公開・提供するため
広報担当部門を設ける。
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【１８６】 【１８６－１】 Ⅲ ① 広報を一元的に担当する事務組織である広報担当部門は，学生，
③ 社会のニーズに適切に対応 ① 広報担当部門は，広報誌， 教職員，一般市民，卒業生それぞれを対象として，広報誌，ホーム
した効果的な広報戦略を策定 ホームページ，データベース ページ等広報全般に対するニーズについて，アンケート調査及び集
する。 検索等の様々な広報媒体に対 計を行った。
ア．広報誌，ホームページ等 する社会のニーズを把握する ② 広報委員会は，集計結果を調査分析し，基本的広報戦略を策定し

の様々な広報媒体に関して ための調査を実施する。 た （ 附属資料編」Ｐ１２２～１２３参照）。「
地域社会のニーズを把握す ② 広報担当部門が行う調査結
るため，アンケート調査を 果に基づき，広報委員会は，
企画，実施する。 社会のニーズに適切に対応し

た大学情報の内容とそれぞれ
の情報について提供する媒体
等に関する基本的な広報戦略
を策定する。

【１８７】 【１８７－１】 Ⅲ 広報担当部門は，多言語対応によるの公式ホームページについて，
イ．多様な外国語による海外 広報委員会が策定した基本的 どの外国語，どの項目が必要かをホームページ専門委員会と協議して

への情報発信を充実・強化 な広報戦略の下に広報担当部門 検討を進め，中国語，韓国語によるホームページを作成することとし
する。 は，各種外国語のホームページ た。

の作成における有効性について
検討し，予算化も含めた実施計
画を策定する。
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Ⅳ 自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項

① 法人化のメリットを活用し，大学運営の活性化などを目指した，財政，組織， ○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
人事などの面での特色ある取り組み

( ) 自己点検・評価項目の見直しと積極的な取り組み1
( ) 広報を一元的に担当する事務組織である広報担当部門は，学生，教職員，一 ア 大学評価実施規程を改正して評価項目を見直し選定した。1

般市民，卒業生それぞれを対象として，広報誌，ホームページ等広報全般に イ 研究評価実施要項を作成し，平成１８年度前期に研究評価を実施する。
対するアンケート調査及び集計を行い，広報委員会は，集計結果を調査分析 ウ 教育評価実施要項を平成１８年度に作成し，後期に教育評価を実施する。
し，基本的な広報戦略を策定した。

( ) 広報担当部門は，多言語対応の公式ホームページについて，どの外国語，ど2
の項目が必要かをホームページ専門委員会と協議して検討を進め，中国語，
韓国語によるホームページを作成することとした。

② 大学の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に進めるための
様々な工夫

( ) 平成１６年度に作成した「自己点検・評価の実施事項及び評価項目」に基づ1
き，経営協議会の学外委員の意見を聴いたうえで，教育評価，研究評価等の
評価項目を決定した。

( ) 研究評価については 「研究評価実施要項」を作成し，自己点検・評価の実施2 ，
体制を構築した。評価は，平成１８年度に実施することとした。

( ) 教育評価については，平成１８年度に「教育評価実施要項」を作成し，実施3
することとした。

⑤ 「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要
領」別添１に掲げる観点に関係する取り組みの状況

○ 情報公開の促進が図られているか。

( ) 本学に初めて設置された「北洋銀行企業再生寄附研究部門」を受入事例とし1
て，さらなる寄附講座等の受け入れを目指すため，本学の広報誌「ヘルメス
クーリエ」及びビジネス創造センター（ＣＢＣ）のホームページに寄附研究
部門の活動状況を掲載した。

( ) 広報担当部門は，多言語対応の公式ホームページについて，どの外国語，ど2
の項目が必要かをホームページ専門委員会と協議して検討を進め，中国語，
韓国語によるホームページを作成することとした。

( ) 研究評価については 「研究評価実施要項」を作成し，自己点検・評価の実施3 ，
体制を構築した。評価は，平成１８年度に実施することとし，結果は公表す
る。

( ) 教育評価については，平成１８年度に「教育評価実施要項」を作成し，実施4
することとし，結果は公表する。

( ) 本学の広報として 「大学概要 「大学案内 「大学院案内」の他に，大学の5 ， 」， 」，
「 」， 「 」，広報誌として ヘルメス・クーリエ 学生生活状況を広報する 学園だより

自己点検・自己評価の実施状況を広報する「北に一星あり ，ＦＤ活動状況を」
報告する ヘルメスの翼に ビジネス創造センターの活動内容を広報する ビ「 」， 「
ジネス創造センターニューズレター」等を発行することにより，高校，地域
経済団体，公共図書館，私立大学等に情報提供を行っている。
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Ⅴ その他業務運営に関する重要事項
１ 施設設備の整備・活用に関する目標

施設設備の整備・活用に関する基本方針中
① 教育研究の高度化・多様化に対応し，独創性・実務指向性の高い教育研究拠点の充実を図る。期
② 全学的な経営的視点のもと，施設設備について，重点的・計画的に整備するとともに，その効果的・効率的な利用を図る。目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【１８８】 【１８８－１】
（ ，Ⅴ その他業務運営に関する重 平成１６年度実施済みのため
平成１７年度は年度計画なし）要目標を達成するためにとる

べき措置
１ 施設設備の整備・活用に関

する目標を達成するための措
置

(１)施設等の整備に関する具体
的方策
① 教育研究の重点化のため専
門職大学院整備に必要なスペ
ースは，総合研究棟の計画及
び現有施設の点検評価の結果
に基づく改善等により整備す
る。

【１８９】 【１８９－１】 Ⅲ 平成１６年度補正予算において措置された，健康科学系施設である
② 健康科学系施設等老朽施設 健康科学系施設の整備を行う 体育館，武道場の改築事業を，繰越手続きを取り平成１７年度に実施。
の改善を図るため，重点的か し整備を行った。老朽化した弓道場についても改築整備を行った。
つ計画的に整備する。

【１９０】 【１９０－１】
③ 留学生・日本人学生相互の （平成２１年度実施のため，平
交流の場だけでなく，地域と 成１７年度は年度計画なし）
の交流にも提供できる総合交
流会館の整備を図る。整備に
当たっては，外部資金による
施設整備を検討する。

【１９１】 【１９１－１】
④ 電力，冷熱源施設及び駐車 （平成２１年度実施のため，平
場等の整備について， 事 成１７年度は年度計画なし）PFI
業を前提とした計画を検討す
る。

【１９２】 【１９２－１】 Ⅲ 体育館等の改築整備において，周辺環境との調和を考えた外壁の仕
， ， 。⑤ 地球環境の保全への取り組 構内環境と周辺の環境を含め 上げや インターロッキングブロックの舗装などを設計に盛り込んだ

みとして，地域社会から信頼 調和のとれた魅力あるコミュニ
される大学の環境管理を行う ティキャンパスとするための手
ため，環境整備についての計 法を検討する。
画を策定する。
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【１９３】 【１９３－１】 Ⅲ 体育館の改築工事において，施設の有効な利用を図るため，共同利
(２)施設等の有効活用及び維持 制定した規程に基づき，教育 用できる共通的スペースとしての多目的室を設け，教育，研究，生涯
管理に関する具体的方策 研究スペースの有効利用が図れ 教育，公開講座等への有効利用が図れるよう整備を行った。
① 平成１６年度に有効利用に る方策を検討する。
関する規程等を制定し，実施
のための組織及び体制を確立
するとともに，施設の利用状
況等を点検評価し，教育研究
スペースの総体的な有効利用
を図る。
② 施設等の有効利用及びスペ

，ースを効率的に活用するため
①利用頻度の低い施設，②新
増築・大型改修時に延べ面積
の２０％以上を確保，等施設
設備の有効活用を図る。

【１９４】 【１９４－１】 Ⅲ 暖房設備や電話設備について基幹となる設備の更新計画を作成し
③ 平成１８年度末までに，施 老朽化した設備システムの更 た。
設設備の劣化状況等を的確に 新計画を作成する。
把握した計画的・段階的な更
新計画を策定し，実施するた
めの施設設備管理システムを
構築の上，施設マネジメント
を推進する。
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Ⅴ その他業務運営に関する重要事項
２ 安全管理に関する目標

（１）安全管理に関する基本方針中
① 学内環境を快適で安全に維持するため，安全管理に関する諸規程や組織を再点検する。期
② 学生・教職員に対し，安全意識の啓蒙に努めるとともに，リスク管理体制を整備する。目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【１９５】 【１９５－１】 Ⅲ ① 緊急度の高い危機事象の教職員用マニュアルとして，災害マニュ
① 学生以外の危機管理マニュ アル（火災，爆発，地震・水害・台風等 ，事故マニュアル（毒劇２ 安全管理に関する目標を達 ）
アルを作成する。 物 ，疾病マニュアル（食中毒・感染症 ，事件マニュアル（不審者成するための措置 ） ）

(１)労働安全衛生法等を踏まえ ② 衛生委員会において，安全 侵入 ，事故・事件マニュアル（国際交流・海外派遣等）を整備し）
た安全管理・事故防止に関す 点検を継続的に実施する。 た （ 附属資料編」Ｐ６１～６８参照）。「
る具体的方策 ③ 学生・教職員に対して安全 ② 衛生委員会において，労働安全衛生法に基づき作成した職場巡視
① 労働安全衛生法等に基づき 意識の啓蒙を図る。 チェックポイントにより，安全点検を継続的に実施した （ 附属資， 。「
学内諸規程の見直しと整備を 料編」Ｐ５９～６０参照）
図り，ガイドラインや安全点 ③ 教職員・学生に対して防火訓練（救急救命訓練を含む）を実施し
検マニュアルを整備する。ま た。
た，安全管理に関する責任部 ア 学生に対して学生生活支援セミナー（交通安全・交通マナー，
署を明確化し，点検マニュア 悪徳商法撃退等，救急救命教室)を実施した。
ルによる点検を定期的に行う イ 教職員に対しては，アカデミックハラスメント防止講演会，危。

機管理に関する講演会を実施した。

【１９６】 【１９６－１】 Ⅲ 国立大学法人総合賠償責任保険に，平成１７年度は新たに個人情報
② 平成１６年度に施設 備品 費用対効果を念頭に保険内容 漏えい賠償責任担保特約及び個人情報漏えい費用損害担保特約を付加， ， ，
傷害，事故等に備え，保険加 保険金額を決定の上，必要とな した。
入を促進する。 る保険に加入する。

【１９７】 【１９７－１】 Ⅲ 平成１６年度に制定した要項に基づき，１月に使用責任者（担当教
③ 毒物・劇物の取り扱いにつ 平成１６年度に制定した要項 員）立ち会いのうえ定期点検（年１回）を実施した。毒物・劇物は良
いて既定の要項を再点検する に基づき，定期的に点検する。 好に管理されていた。
とともに，要項に準拠した管
理方法が行われているかを確
認するため，平成１６年度に
点検マニュアルを整備し，定
期的に点検を行う。

【１９８】 【１９８－１】 Ⅲ １１月に実施した防火訓練や１２月実施の体育系サークルリーダー
(２)学生等の安全確保等に関す 平成１６年度に相談窓口を設 のための救急救命教室の結果に基づく検討課題を，ホームページ上に
る具体的方策 置した後，寄せられた相談・回 掲載して学生・教職員に対する危機管理の意識啓蒙を行った。
① 様々な媒体を通じて，安全 答については，学生等の安全管
意識の啓蒙に努めるとともに 理に対する意識啓蒙に役立たせ，
学内メール等による学生等か る。
らの問題点の指摘や，相談の
ための窓口を平成１６年度に
設ける。
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【１９９】 【１９９－１】 Ⅲ １１月に全学の防火訓練・救急救命訓練を実施した。１２月に体育
② 学生・教職員の安全意識向 防火訓練・救急救命訓練を実 系サークルリーダーのための救急救命教室を実施した。
上のため，防火訓練，防災訓 施する。
練，救急救命訓練等を実施す
る。

【２００】 【２００－１】 Ⅲ 公用車の自動車総合保険について見直しを行い，運転者年齢条件を
③ 学生・教職員の傷害事故， 教職員・学生の過失等に対す 従来の「２６歳未満不担保」から「２１歳未満不担保」へ拡大するこ
自動車事故等に備え，保険加 る損害リスクを洗い出して，保 とにより，当該条件を満たす若手職員まで対象に含め，自動車事故に
入を促進する。 険加入の方法について検討する 対する備えを強化した。。

【２０１】 【２０１－１】 Ⅲ 危機ガイドラインに記載されている学長をトップとするリスク管理
④ 万が一の事故に備え，学長 平成１６年度に設置した危機 体制について，各危機管理マニュアルの中で各事象に適切に対応する
をトップとするリスク管理体 管理委員会の下で，学長をトッ リスク管理体制及び連絡体制を整備した。リスク管理に係る講演会を
制を平成１７年度末までに整 プにしたリスク管理の体制を検 開催し，教職員に対する啓蒙を行った。
備し，また，リスク管理の在 討し整備する。
り方についての研究を行う。
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① 法人化のメリットを活用し，大学運営の活性化などを目指した，財政，組織， ( ) 「完成後１５年経過，延べ面積５００㎡以上」の建物を対象に劣化状況を調5
人事などの面での特色ある取り組み 査した結果，１２棟について改善が必要なことが分かり，その費用の概算額

を算出した。平成１８年度にそれらの改善計画を立てることとした。
( ) 国立大学法人総合賠償責任保険に，平成１７年度は新たに個人情報漏えい賠 ( ) 施設修繕計画に基づき，既存施設の改修・修繕の年度計画案を作成した。1 6

償責任担保特約及び個人情報漏えい費用損害担保特約を付加した。 ( ) 施設機能水準書（案）に基づき，体育館についてコストを検討し，イニシャ7
ルコスト，ランニングコストを算出した。

( ) 平成１６年度に集計，整理した工事等要望事項について，それらの改善に必8
② 大学の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に進めるための 要な費用の算出を行った。
様々な工夫

( ) 体育館，武道場，弓道場の改築整備を行った。 ○ 危機管理への対応策が適切にとられているか。1
ア 体育館の改築整備において，周辺環境との調和を考えた外壁の仕上げや，

， （ ，インターロッキングブロックの舗装などを設計に盛り込んだ。 ( ) 緊急度の高い危機事象の教職員用マニュアルとして 災害マニュアル 火災1
イ 施設の有効利用を図るため，共同利用できる共通的スペースとしての多目 爆発 地震・水害・台風等 事故マニュアル 毒劇物 疾病マニュアル 食， ）， （ ）， （

的室を設け，教育，研究，生涯教育，公開講座等への有効利用が図れるよう 中毒・感染症 ，事件マニュアル（不審者侵入 ，事故・事件マニュアル（国） ）
整備を行った。 際交流・海外派遣等）を作成した （ 附属資料編」Ｐ６１～６８参照）。「

ウ 体育館利用に関する規程を整備した。 ( ) 衛生委員会において，労働安全衛生法に基づき作成した職場巡視チェックポ2
( ) 緊急度の高い危機事象の教職員用マニュアルとして 災害マニュアル 火災 イントにより，安全点検を継続的に実施した （ 附属資料編」Ｐ５９～６０2 ， （ ， 。「

爆発 地震・水害・台風等 事故マニュアル 毒劇物 疾病マニュアル 食 参照）， ）， （ ）， （
中毒・感染症 ，事件マニュアル（不審者侵入 ，事故・事件マニュアル（国 ( ) 教職員・学生に対して防火訓練（救急救命訓練を含む）を実施した。） ） 3
際交流・海外派遣等）を整備した。 ア 学生に対しては，学生生活支援セミナー（交通安全・交通マナー，悪徳商

( ) 教職員・学生に対して防火訓練（救急救命訓練を含む）を実施した。 法撃退等，救急救命教室）を実施した。3
ア 学生に対しては，学生生活支援セミナー（交通安全・交通マナー，悪徳商 イ 教職員に対しては，アカデミックハラスメント防止講演会，危機管理に関
法撃退等，救急救命教室）を実施した。 する講演会を実施した。

イ 教職員に対しては，アカデミックハラスメント防止講演会，危機管理に関 ( ) 学生の生活面，学習面でのトラブル，悩み，苦情等を早期に発見し対処する4
する講演会を実施した。 ために，

ア 「学生何でも相談室」
イ 学生が教育担当副学長に自由に意見を述べる投書制度「学生の声」

⑤ 「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要 ウ 教育担当副学長と学生団体の代表者の懇談会（月１度開催）
領」別添１に掲げる観点に関係する取り組みの状況 エ 教員と教育担当副学長の連絡網

等を運用している。大学側も，これらの制度を通じて，学生に生活面での注
○ 施設マネジメント等が適切に行われているか。 意を呼びかけている。

( ) 施設有効利用及び地域社会への貢献の観点から，平成１７年４月から札幌サ1
テライトの学外貸出を開始し，併せて，学外利用者の利便性の向上を図るた
め，利用状況や設備等の詳細（部屋見取図，備品一覧，ＡＶ機器操作マニュ
アル）をデータ化しホームページ上に公開した。また，小樽キャンパスの教
室や体育施設についても，本学と地域との連携・協力関係の発展を目的とし
て開催している「一日教授会」の場において，施設概要や利用手続方法につ
いて一般市民へ広報を行った。

( ) ２号館（言語センター，情報処理センター，ビジネス創造センターが利用し2
ている ）の実習室の利用状況を調査し５室を４室に集約することにより，生。

「 」 ， 。み出したスペースを 教育開発センター の施設に充て 有効利用を図った
( ) 暖房設備や電話設備について基幹となる設備の更新計画を作成した （ 附属3 。「

資料編」Ｐ５１～５４参照）
( ) 基本的なコンセプトであるキャンパスマスタープランのインフラの整備計画4

の内容について，都市ガスが天然ガスに転換されたことに伴い見直しを行っ
た （ 附属資料編」Ｐ５５～５７参照）。「

国立大学法人小樽商科大学
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Ⅵ 予算（人件費見積もりを含む。），収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅶ 短 期 借 入 金 の 限 度 額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１．短期借入金の限度額 １．短期借入金の限度額
な し

４億円 ４億円

２．想定される理由 ２．想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発
生等により緊急に必要となる対策費として 生等により緊急に必要となる対策費として
借り入れすることも想定される。 借り入れすることも想定される。

Ⅷ 重 要 な 財 産 を 譲 渡 し ， 又 は 担 保 に 供 す る 計 画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

な し な し な し

Ⅸ 剰 余 金 の 使 途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は，教 決算において剰余金が発生した場合は，教 平成１６年度において発生した剰余金につ
育研究の質の向上及び組織運営の改善に充て 育研究の質の向上及び組織運営の改善に充て いては，教育研究の質の向上及び組織運営の
る。 る。 改善に一部充当した。



- -68

国立大学法人小樽商科大学

Ⅹ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 施設・設備に関する計画 １ 施設・設備に関する計画 １ 施設・設備に関する計画

施設・設備の内容 予定額 百万円 財 源 施設・設備の内容 予定額 百万円 財 源 施設・設備の内容 決定額 百万円 財 源（ ） （ ） （ ）

小規模改修 総額 施設整備費補助金 小規模改修 総額 施設整備費補助金 小規模改修 総額 施設整備費補助金
（ ） （ ） （ ）災害復旧工事 １００ １００百万円 屋内運動場改築 ５１８ ５１８百万円 屋内運動場改築 ５４６ ５４６百万円

災害復旧工事
除去工事アスベスト

（注１） （注）
金額については見込みであり，中期目標を達成する 金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施状況

ために必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備 等を勘案した施設・設備の整備や，老朽度合い等を勘
や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加さ 案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得
れることもある。 る。

（注２）
小規模改修について１７年度以降は１６年度同額と

して試算している。なお，各事業年度の施設整備費補
助金，船舶建造費補助金，国立大学財務・経営センタ
ー施設費交付金，長期借入金については，事業の進展
等により所要額の変動が予想されるため，具体的な額
については，各事業年度の予算編成過程等において決
定される。

○ 計画の実施状況等
アスベスト対策事業と災害復旧事業が補正予算により示達されたが，アスベスト

対策事業については施工業者が少ないことに加え，工事依頼が殺到している状況の
ため，施工業者の確保に時間を要することとなり，年度内の完成が見込めなくなっ
たことにより，その一部を平成１８年度への繰越事業としての手続きをした。
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Ⅹ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

２．人事に関する計画 ２．人事に関する計画 ２ 人事に関する計画

（１）教員の雇用については，本学の教育方針に沿った 人材育成については，民間の手法を調査・研究するこ
最適配置を促進するため客員教授制度の導入，任期 とはもとより，北海道地区各国立大学法人等共同実施事 『 Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成す「
制の活用・基準等について検討する なお その際 業や新国立大学協会主催の研修を通じて，国立大学法人 るためにとるべき措置」 ４０，Ｐ４４参照』。 ， ， P
ジェンダーバランスの改善，外国人の登用等につい 運営の基礎となる法務，財務，労務等専門性の高い業務
ても考慮し，有効な方策を検討する。 に精通する人材育成に努める。

（２）事務職員の雇用については，国立大学法人等職員
採用統一試験からの採用を基本としながら，本学の (参考１) 平成１７年度の常勤職員数 ２０６人
特殊性を考慮し，語学，情報処理等特殊な能力・技
能を有する者を民間から選考採用するために必要な (参考２) 平成１７年度の人件費総額見込み
制度を検討する。 ２，０１１百万円（退職手当を除く）

（３）人材育成については，民間の手法を調査・研究す
ることはもとより，北海道地区各国立大学法人等共
同実施事業や新国立大学協会主催の研修を通じて，
国立大学法人運営の基礎となる法務，財務，労務等
専門性の高い業務に精通する人材育成に努める。

（４）また，人材育成の一環として大学運営に関する知
識・経験を有する職員を養成するため，民間企業，
独立行政法人，政府各府省等との人事交流の実施体
制の整備を検討する。

（参考）中期目標期間中の人件費総額見込み
１１，８７２百万円（退職手当を除く）
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（ ， ）○ 別表 学部の学科 研究科の専攻等

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人) (％)

商学部
（昼間コース） 経済学科 ５３４ ４８２ ９０．２６

商学科 ５７６ ５２８ ９１．６７
企業法学科 ４１２ ３７８ ９１．７５
社会情報学科 ２８８ ２６０ ９０．２８
商業教員養成課程 ５０ ２ ４．００
教育課程 ５００

計 １，８６０ ２，１５０ １１５．５９

（夜間主コース） 経済学科 ６４ ６６ １０３．１３
商学科 ８０ ７８ ９７．５０
企業法学科 ６４ ７２ １１２．５０
社会情報学科 ９２ ９８ １０６．５２
教育課程 ５４

計 ３００ ３６８ １２２．６７

経営管理専攻 １５商学研究科

現代商学専攻 ２０ １７ ８５．００

７０ ７７ １１０．００アントレプレナーシップ専攻

計 ９０ １０９ １２１．１１

○ 計画の実施状況等

・商業教員養成課程は，平成１６年度に廃止した。経過措置により当該課程に学生が
在学しなくなるまでの間存続する。

・昼間コース，夜間主コースとも，卒業不可能者が多く在籍しているためである。
・昼間コース，夜間主コースの「教育課程」は，初年次学科所属を行わないためこの
ように表記した。

・大学院経営管理専攻は，平成１６年度に現代商学専攻に名称を変更し，平成１６年
， 。度から学生募集を停止し 経過措置により学生が在学しなくなるまでの間存続する

国立大学法人小樽商科大学


